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第3章文部省の内部組織編成と「指導助言」法理

文部省の内部組織編成の問題は，これまでにも文部省研究の一部として素材的には取り上げら

れてきた。けれども，そこでは文部省の内部組織(局の数，局課の名称など)の変遷が追跡され

たり，あるいは組織図・局課一覧等が掲げられながらも，それらがいかなる意味を有しているの

かが十分に明らかにされているとは言い難いように思われる。とりわけ，内部組織編成のありょ

うが戦後文部行政の性格をどのように反映したものなのか，また逆に組織編成のあり方が文部省

の行政機能をどのように規定し返していくのか，といった問題はほとんど手着かずの状態にある o

その理由は根本的には，行政組織の繭成問題を行政現象の一環として十分に対象とし得る方法論

が，未だ確立されていないということによる。しかしこのことは，それを分析するための手がか

りが全く与えられていないことを意味するわけでなく，これまでの行政組織論の中にすでに一定

の蓄積を見出すことは可能である。そうした蓄積に照らして見ると，文部省の内部組織に関する

研究にはまだ多くの再吟味の余地が残されていると，思われる。筆者もまた，ここでその全面的な

解答案を提出することはできないが，既存の行政組織(法)論の示唆する所を参考にしつつ，従

来よりは一定の首尾一貫性の下に閉じテーマを再構成してみようと思う o

以下の考察の手がかりとして，佐藤功氏の所論をとり上げることにしたい。佐藤氏は f現代に

おける行政組織の特色とその考察方法jを検討した箇所で， r行政組織法の内容の開題，すなわ
ち行政組織法が対象とする行政組織がいかなる特色をもつものであるかが明らかにされなければ

ならないJと課題設定した上で， rこの問題は，根本的には，現代間家の行政の性格がどのよう
に行政組織に反映しているかという問題にほかならないJと述べている(1)。ここから読み取るべ

きは，第一に，行政組織論(したがってまた文部省組織論)の対象とすべきものは，行政組織法

(法そのもの)ではなくて，法の規律対象となっているところの「行政組織Jであり，その特質
は伺かという点にあること。第二に，この「行政組織jの特色を，そこに f行政の性格jがどの

ように反映しているのか，という連関の中で捉えるということである。我々もまた，文部省の内

部組織のあり方を，さしあたり「文部省設置法jといった法の存証形式を通じて性格づけようと

する O しかし，そこで解明しようとするものは法規範そのものの性格というより，むしろ文部省

という一つの「行政組織jの特質にある O さらにこの f行政組織Jのあり方をそれ自体として独
立に取り出すのでなく， r行政の性格jの反映形態として把握する，というのだが，それは具体
的にはどういうことなのか。

この点については次の指摘が示唆的である or行政組織は行政機能との関連においてはじめて
考え得られる。Jすなわち， r行政組織はそれを媒介として行政権が一定の行政機能を果たすべき
場所・仕組であるから，行政組織の在り方というものは，一方におい亡行政権の構造を反映する

とともに，他方において行政機能の発揮の条件となるJ(2)。ここから，行政総織分析を二つの方

向から，つまり一方では「行政権の構造J(r行政の性格J)の反映形態という側部から，他方でf行
政機能の発揮の条件jという側面から行う，という視角が出てくる o

本意ではこれらの点を， 1949年の文部省設置法で打ち出された「指導助言j法理との関連で検

討する。ただしその際，上述の視角は単に1949年法のみでなく，その後の文部省組織の変動，と

りわけ1952年の文部省設置法 f大改正」の論理をも統一的に説明しうる枠組でもあることに注意

しておきたい。これまでの研究では，第一の側面，つまり「指揮監督J官庁から「指導助雷j機

関への「転換Jという，戦後文部行政の「新しいJ性格が，組織編成菌にどう表現されたのか，
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という点については概ね触れているのであるが，第二の側面，すなわち，その組織編成を f行政

機能の発揮の条件jとして見た場合，どのような問題あるいは矛扇を含まざるを得なかったのか

という点は，ほとんど看過されている。しかし，実際には f指導助言J法理から主導かれた1949年

の組織編成が， r行政機能Jの円滑な発揮という要請との簡に，一定の矛崩関係を生み出すので
ある。そして，その矛盾が1952年の文部省組織の再編を促す契機となっている点に注意したい。

本稿では， 1952年の文部省設置法 f改正」の問題は，次章において取り上げることとするが，そ

の際にも，上記述べた祝角において本意と密接な関係にあることを，あらかじめ確認しておく。

まず，第一の側面から見ていくことにしよう。 1949年の文部省設置法制定に際して， r指導助言J
法理が前面に打ち出されるに至ったが，文部官僚からは，この性格「転換j論に呼応するごとく，

f新文部省は……文部省の性格，使命から割り出した一定の方針を局の構成上に表わしてい

るJ(3)旨が強調された。つまり，新文部省を体現する「指導助言J的性格が，その内部組織の編

成原理としても貫かれている，と言うのである。その組織編成の原理とは，端的に言えば， r指
導助言J(r非権力J)的事務と f権力」的事務との事務二分論にもとづく，局の二元構成原理と
して特徴づけられる。

すなわち，一方で「内容面，つまり指導助言を行う面では，敗戦前のごとく，指揮命令ないし

は権力的な権眼行為を伴わしめないことを念麟とし，かっその対象別でめいりように分けて，内

容区分をしないJ(4)との方針のもとに三つの局を設け(初等中等教育局，大学学術局，社会教育

局)，更に「これらの内容面の指導助言が，官僚的独善に陥らないように保証するには，綿密，

正確な実態調査にもとづく統計材料から判断された結果であることが絶対必要であるJ(5)との要

請から一局(調査普及局)を設ける。他方では， r権力を伴う権眼行為，つまり許認可行為，検
定等は管理局として一局にまとめ，権力の根源となる資材関係も(教育施設部)ここにF付属せし

めたJ(6)のである(r文部省設置法J(法146号， 1949年5月31日〕前後における局編成の変化を
表-11こ示しておく)。前者の四つの局が， r非権力J的・「指導助言」的性格を担うものとして，
後者の管理局が「権力j的事務を所掌する部局として，大きく二つのJ性格に区分されているわけ

である O このような局編成の原理は，従来の局編成が行政の f対象別と内容別の錯総Jを示し，
「それぞれま里由があってできた局であったことは事実であるが，文部省の性格を明確にする上に

は，いささか混乱をきたしたものであったjのとは異なり，新生文部省の「使命と性格lこ忠実に

苦笑 1 文部省設霞法制定前後における局編成の変化

文部省設霞法制定直前 文部省設憲法制定時

(本 省) (本 省)

「一大陸宮房 「一大臣官房

←学校教育局

ト社会教育局
トー初等中等教育局

卜一科学教育局 トー大学学術局

ト一体育局 ←社会教育局
ト教科書局

←調査局
ト調査普及局

」一教育施設局 」ー管理局一一一教育施設部
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編成された」ものであるとされた(7)。

このような局編成のあり方を規制づける原理の核心は， i指揮監督」官庁から「指導助言」機

関への文部省の性格 f転換」にある。 1949年の文部省設置法の制定は，他の各省庁設霞法及び行

政機関職員定員法とともに，第三次吉田内閣による国家行政機構の全般に及ぶ改革の一環として

行われた。その際の内閣レベルの基本政策は「行政機構刷新及び人員整理に関する件J(1949年
2月25日間議決定)に示されているが，そこでは，言うところの「機構刷新jとはその実， i行

政機構の簡素化Jr規模の適性化J(8)という点に尽きていた。もとより文部省改革においても f機
構の簡素化J及び「行政整理Jという意義もひとしく妥当するのであるが， しかしそれのみに尽

されない，相対的に独自の性格がそこに皮映している点に注意すべきである。この点を森田孝は，

文部省設置法の制定が i(吉田内閣の)行政整理とつながるものではあるが，文部省に関する限
りは，よりいっそう重要な目的があった」として，それを f教育民主化の動向には，必然的な過

程として予想せられる文部省の改組である。それは改組というよりは，従来の文部省を廃止して，

新しい文部省の建設である」との表現で述べていた例。ここに， 1949年に行なわれた国家行政機

構の全般的改革の中での，文部省改革の相対的特殊性，つまり「民主化」の契機の反映が認めら

れるのである o そして，このような「教育民主化の線にそう文部省の改革というのは，

と援助助成に徹底すること」闘であった。

問題は，ここに捕かれた改革の基本線と，事務ニ分論にもとづく局のニ元構成原理とが，十分

iこ適合的なのかどうか，別言すれば，前者の課題の論理的帰結として，後者のような内部組織論

が必然的なのかどうかということである O 事務のニ分論とは前述のとうり， i内容面……指導助

行う詣」と f権力を伴う権限行為jとの区別論なのであるが，その場合に文部省の基本性格

が，あくまでも前者のはド権力」性， i指導助雷j的性格でなければならぬことはすでに自明で

ある。問題はその先にある。つまり， i教育民主化の線jを徹底して行くということは，事務・

局繭成の二元論にとどまることではなくて，文部省の性格が「非権力J性へと純化・一元化され
ることがその論理的帰結となるはずなのである。このように見ると，局編成上の事務二分論・ニ

元構成の原理とは突は， i民主化jの達成された姿ではなく， r指揮監督」官庁から「指導助言」
機関への文部省の性格転換途上における一つの過渡段階を示すものと言うことができる。実際に，

当時期においては，管理局の所掌する一連の f権力J的事務は，暫定的・臨時的な必要性におい
て弁証されるか，あるいは，将来の地方分権化の徹底へ向けての，過渡的形態として説明された

のであった。

すなわち，許可・認可権限については次のように述べられていた。 f文部省が許可，認可をい

たしまする事項は非常に整理されて参りましたが，しかしなお多少どうしても残る部分がありま

するので，これを管理局という一痛にまとめてしまったわけであります。これらにつきましても，

われわれとしては将来ともできるだけ文部省の認許可を地方に委譲してしまうという建前をとっ

て参りたいと考えておる……J(1l) (傍点引用者)。また，教科書検定事務についても悶様に， i現
在非常に紙等の資材が不足しておりまして，そんなことから文部省が特にやっておるわけであり

まして，将来の方針としては教育委員会がやるという方針で進んで、おりますJ(12)と説明されて

いた。この他に，法律上は許認可権限として設定されてはいないものの，文部省当局者みずから

が「権力の根源となるJとしていた資材関連事務も， i臨時物資需給識整法が引き続いて実施され，

資材の統制が行われ，また生産復興が十分達成されない現在においてはJ，という臨時的必要性

が語られたにとどまる o そして，これら資材関連・物質統制の事務は，管理局の教育施設部の所
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るところとなっていたが，それらの「仕事は段々，減って行くもの・ H ・H ・..いずれはこれは非

に小さくなる性質のもの」であり，したがって「施設部の方は臨時的性格が非常に多いJとさ
れたのである (1針。

このよう lご，管理局を中心とする「権力j性を帯びた種々の事務は，一つには，これらの「権

力」的事務そのものの削減・消滅として，ニつには，中央の事務を地方に委ねることで，つまり

地方分権化によって，漸次，解消されていく方向が予定されたのである。この意味で， 1949年，

文部省設置法にもとづく改革は「過渡的な機構改事J(14)と言いうるのである。

しかしながら，結論的に言えば以上の「過渡J性は，それ以上の進展を見ることなく終ること
となる or権力j的事務の漸次的な解消から「指導助言j的性格への純化，という展開方向は結局，
保障されなかったのである。第一に， 1949年時点での開題としても，先述のように，議会審議の

過程で文部省当局者から， r過渡J性をめぐっての論及がなされていたにもかかわらず，それは
法律上の十分な裏づけを欠くものであった。文部省設置法はその f附則jの中で，一連の過渡的

な経過規定を定めている O そのうちで， r管理局においては，当分の閤，教科用図書の検定を行
うものとするJ(附則，第四項)との規定に，それが示されているが，管理局が所掌するそれ以
外の許認可等の事務については，法律上そのような過渡性は伺ら表現されてはいないので、ある。

=1::::， 1949年以降の法の変動経過を見れば，上述のことはよりー履歴然となる。管理局へ r-
局にまとめJられたとされる一連の f権力j的事務(15)は，その後，法律の条文から消失するど

ころか，暫定的性格であった事務をも含めて，全て恒常的なものとして関定化されるに至る。そ

のことが縫定するのが， 1952年の文部省設置法改正においてであった(その点を示したのが表-

2である)。

表-2 管理局の事務の編成替え(1949年/1952年)

1 949年

(文部省設援法， 1949年5Fl31日〔法146J)

(1).大学の設置，廃止及び設置者の変更の認可

(12条1号)

(11).文部省の所掌事務に関する法人の設立の認

(12条2号)

1 952年

(文部省設霊法， 1952年7月31日〔法271J)

(I).間 左 (9条l号，大学学術局)

(TI) .文部省が所轄庁である学校法人についての

認可・認定(12条l号，管理局)

各局の所掌事務に関する法人の設立の認可

(13条3号，官房及び各局の共通事務)

(郎).著作権関係法令及び予約出版法に暴く事務 I(周).著作権の登録等著作権に関する事務，予約
(12条 3 出版の届出の受理に関する事務 (10条11号，

社会教育局)

(IV).私立学校に関して規定する法律に基く事務 I(軌私立学校法に関する事務(文部省組織規程
(12条4号 の全部改正(1952年8月1日J42条7号，

管環局)

(V). r統制物資jの割当，配分など (12条6号， I (V). r国際的に供給の不足する物資」の割当など
5号 (12条9号，管理局)

(VJ).教科煎図書の検定(但し，r当分の問」。隙則 I(VI).同 左(但し「当分の照」。附則10項，初
12項 等中等教育局)
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2からわかる通り， (V)の物資関係事務が， 1949年の「統制物資Jという臨時的なもの

から， 1952年の「国際的に供給の不足する物資jへと恒常的な性格に切り替えられた以外は，法

令上，文部省が所掌する事務としては何らの変化がないのである。また(羽)の教科議検定事務

は，その後， 1953年8月58の学校教育法改正に伴って，正式に初等中等教育局の所掌事務とし

て位置づけられ， r当分の間jという暫定的性格も，この時点で最終的に取り除かれるに至る O
つまり過渡性が語られた智理局の諸事務は，結局のところその出発点の所で閤着化されてしまう

のである (1針。

次に第二の側部，すなわち，文部行政の事務二分論，局の二元構成原理が， r行政機能の発揮
の条件jへどのように波及し，また制約を与えたかについて見ょう。先述のように1949年文部省

設置法においては，従来のような「教科書警j，r体育j，r科学」といった領域区分は，局レベルで
のまとまりとしては設けられていない。つまり，所掌事務の内容領域毎のまとまり・統一性が，

新しい局編成には反映されていないのである。事務二分論にもとづく局諜の二元構成が，その必

然的結果としてもたらした問題は，このような事務の内容別区分及び統一性の犠牲と，それの統

一的・機能的処理の必要性とが，いかにして両立可能かという点に関わっていた。

さて，新しい局編成では，従来のような内容領域ごとの匹分が設けられていないと言ったが，

それは出来の事務そのものの消滅を意味するわけではない。従前の事務・機能は，新しい局編成

下の諜レベルで引き続き担われていくのであるが，その場合に今度は，いかなる内容・対象領域

を担任する諜が，どこの局に帰属するのか，という形で上記の問題は現象することになる。

例えば f教科書検定課Jは，当該事務が初等・中等学校を対象とし，かっその学校段階の教育
内容と密接な関わりを持つという事務の性格から見れば，同諜は初等中等教育局に罷かれるのが

合理的と言える。にもかかわらず，新しい局課編成の下では同諜が管理局に属せしめられている

(文部省組織規桂， 1949年 5月31日〔省令21号))のは，ひとえに先に見た事務ニ分論とそれに

もとづく二元構成原理が採られているためである。また， r著作権譲」にしても，著作権関係事
務は法律上の定義に言う f文化j(r国誌の文化的生活向上のための活動j，文部省設置法2条1

項2号)の一部をなすものであろうが，同法で設けられている局では，それに対応するのは社会

教育局の他は見あたらない。実際，社会教育局の事務の人的対象(顧客)として f著作家，芸術

家Jが含まれている点を見ても，同課は社会教育局に置かれるのが，その事務の対象的性格に相
応するものと言えよう。しかし，この場合も先の例と同様，管理局に属しているのは前述と同じ

理由からである。この他に，事務二分論の適用によって，一課としてのまとまりすら欠くことに

なった例として学校給食事務がある。この事務はそれぞれが別の局に属する二つの課に分割され

た。一方では，学校給食用物資の需要量の「総合調整j . r割当方針を立てることj，及び学校
給食について教育委員会等の的機関と「連絡jし「協力を求めるj事務は，初等中等教育局の「保

健課」で行うこととし (17) 他方では，学校給食用物資の需要量の「取りまとめj. r割当，配分j，
又は f入手のあっせん」等の事務は，管理局(教育施設部)の f資材諜Jに属せられた。このよ
うな学校給食関連事務のニつの巽伝った課への分配の論理は，前者(保健課ー初等中等教育局)

においては，当該事項が初等中等の学校生活の一部を構成しているという事務の対象的性格を反

映し，後者(資材課一管理局)の場合は，その事務の f権力J性という側面を反映しているとい
うことである。

さらに，調査普及局に置かれた「地方連絡課Jについて見ると，この「課の内容を最もよく
わす名は，教育委員会課であるj(18)と言われたように，間諜の仕事は全閣の教育委員会を対象
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として行なわれるのであり，かっ教育委員会の仕事は，初等中等学校行政の領域を主として担っ

ている。このような仕事の内容，事務の対象領域の性格に照らして見れば，教育委員会担当部諜

は，初等中等教湾局に置くのが適当と言える。ところがそのようにならなかったのは，ここでも

事務ニ分論の原則が働いているためである。ただこの場合は，これまでの例と反対に，事務の「非

権力J性の側面が重視されている点が異なっている o
上記の例に現われているように，事務二分論・局諜の二元構成は，事務対象の性格に見合う内

容領域ごとの統一性を犠牲にせざるを得ず，従ってこれらの事務の統一的・機能的処理の必要性

との闘に一定の矛盾関係をっくり出すこととなった。局課の二元構成原理が，先に述べたごとく

文部省の性格 f転換jという「民主化jの契機に指導づけられていた眼り，それは f民主化Jの
生み出した矛盾であったとも言える。こうした問題は，従来からもしばしば取り上げられてきた

ところの，符政改革をめぐる<民主化>と<能率化>の二つの要請の相克，という論点と対応す

るものと言えよう。そして，これら二側面の矛盾は文部省当局者自身が十分に認識するところで

あった。そうであるが故に，事務の能率的・機能的遂行に可能な娘り即応しうるような組織形態

として自らを形成しようとする，文部省の新たな対応が必然化してくることになる。事務二分論・

局諜の二元構成という組織論が，<民主化>の論理にもとづくものであるとすれば，それが生み

出す制約を，事務処理の能率性・機能性という観点から可能な眼り修正・克服しようとする文部

省の対誌は，いわば実務者の論理で、あり，生きた行政執行の組織としての文部省の論理(生理)

と言える。

こうした矛属とそれへの対応方策を文部省当局者は次のごとく述べていた。「新機構は……・

従来の内容別分課局とは非常に異なるので，事務の性費により，省内に多くの連絡協議会をつくっ

て，関係局諜の連絡上遺憾なきを期し，事務の汚滑な運営を図る予定にしている。J(19)ここには，

「民主化Jの論理からする局課のニ元的構成が，明らかに「事務の丹滑な運営jにとっ と

なる，との認識がはっきりうかがえる。そうした制約に対して，実務の論理として「遺憾なきを

期」する措震として考え出されたのが，省内の「連絡協議会Jの設置であった。
にこのような各種協議会が文部省内に多数設けられるに至った(表-3参照)。

1949年中

表-3に見られるとうり， 1949年中に新設された各種協議会は「連絡課長会Jをはじめとして

18儒にのぼり，それ以前からの既設のものを合わせると21種類にわたっている o しかも，これら

の各種連絡会・協議会は，全て「大毘裁定j等の内部措置によって設けられているのである。こ

こで指摘すべきは，法令に表われない水面下において，事実上の内部組織編成が進行していたと

いうことである。つまり，法令レベルで制約された組織条件を，法令以外の専ら内部的措置によっ

て修正しようとする，文部省の対応パターンの問題性である。この問題は法令による規律を通じ

ての官僚機構の規制という，外在的規制形式がもっ有効性と眼界性を示唆する。すなわち，法令

の規律が行政権の発動に対する規制度を強く保持しているほど，行政裁量の余地は狭められるこ

とになるのであるが，そのことが今度は，官僚制の側からの法令外における裁量的対応を飽く(法

治主義の形骸化)ということである。反対に法令秩序が官僚制の生理に適合したものである場合，

つまり法令が行政権の手段と化しているときには，法令に基づく行政支配(いわゆる「合法的J
な支配)が現象する。

1952年において文部省設置法の改正により，管理局に集められていた一連の「権力J的事務は，
それ以外の各局へと分散化されることになるが(表 2の右横参照)，その際の組織改変の論理が，
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表-3 文部省内の各種連絡会・協議会(昭和24年度までのもの)

名 称、 設題根拠

0連絡課長会 (1949年7月初日)

Oあんま師，はり師， きゅう師養成学校認定協議会(向年11月24日)

。講座等研究協議会(関空手10月6B) 

0無線従事者教育協議会(同年3月8日)

0教職員待遇等連絡協議会(同年7月初日)

0学校基準制度連絡協議会(周年 71120臼)

0職業教育及び戦業指導連絡協議会(同年7月20臼)

0保健衛生連絡協議会(間年7月20日)

0教職員現戦教育連絡協議会(同年9月6臼)

。「父母と先生の会j連絡協議会(同年7月20日) 「大阪裁定」による各種

0通信教育連絡協議会(間前)
規程

0視覚聴覚教育連絡協議会(間前)
(fOO協議会規程J等)

0教育長等講習連絡協議会(間前)

0調査研究連絡協議会(間前)

0統計連絡協議会(間前)

0国語改良連絡協議会(間前)

0教科用国書検定連絡協議会(間前)

Oララ物資配給連絡協議会(間前)

0迷信調査協議会 (1947年12月24日)

0学校建物慕準調査会(1947年1月23日)

0科学教具委員会 (1948年2月18日) 文部省認司令第 1号

一元構成原理によって制約された法令秩序の在り方を，事務の対象・性格に応じた機能的性格へ

と適合させる，という点にあったのである。こうした，行政運営の機能性・能率性(官僚制の生

理)の商への，法令秩序の適合化によって，上に克たような法令外における内部組織化一一事務

二分論の制約を補うために措置された一連の「連絡j組織一ーの必要もまた解消することにな

る(21)。

そして，以上の組織変動を促した契機として，行政組織の機能的な編成という論理が存在して

いた限り，それは一閣の必然性を持つ変化だったと替わなければならない。つまりこの変化は，

二元構成原理が生み出した組織嬬成上の矛粛に対する一つの解消形態たる鶴躍をもつのである。

そうした矛盾はとりわけ管理局の位置づけによく表われていたo すなわち，向局設定の論理が，

事務の内容・対象別の度分を捨象して，単に「権力J的という標識によるものであったために，

事務・事業の遂行ユニットとして見た場合の管理屈の性格は，著しく不安定なものにならざるを

得なかったのである。この点は，議会審議の中でも「はたして原局と離れた管理局でほんとうに

管理事務をやって行けるかどうかJ(22)という形で，疑問とされたところであった。また，当の
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文部官僚からも当時の管理局が f雑務局Jと雷い慣らされており， 1文部省の公務員連が，事務
が混乱してやり難いと非難し合っていたJことが指摘されている (23)。以上の通りとすれば，占

領期という特殊な制約下において提起された事務二分論にもとづく組織論が，占領終結後，容易

に放棄されるに叢ったことは，いわば当然の帰結と言ってよい。

以上，検討してきたところをまとめると次のように言える o

まず，文部行政の性格転換論 (1指揮監督Jから f指導助言jへ)の反映形態として見た場合
の内部組織論の性格について。 1949年の文部省設置法における内部組織論は，事務ニ分論にもと

づく局課の二元構成原理として特徴づけられるが，それは次のことがらを合意している。第一に，

文部行政の性格転換論が論理的に要請しているのは，ニつの性格の事務(1権力J的と「非権力J
的)の共存ではなく，むしろ f非権力J的・ 「指導助言j的性格への純化，一元化(1権力j性
の解消)にあるという意味で，この組織論は文部行政の性格転換途上における，一つの f過渡的j

形態を示すもので、あった。こうした「権力J性の解消， 1指導助言J的性格への純化という方向は，
一方で管理局(及び教育施設部)の事務そのものの削減・消滅として，他方でそれらの事務の地

方分権化として唱えられた。けれども，それは文部省当局者による議会答弁として表明されたに

とどまり，法律上の十分な保障を欠くものであった。

そこで第二に，事務二分論にもとづく組織編成とは，現実には「権力J的事務を管理局一局に

集中し押しこめる，ということを結果したに過ぎず，文字通り二分論・二元構成であって，それ

以上でもそれ以下でもないものであったと雷える。そのことは， 1権力j性の解消の方向が，そ
の後何らの進展を見ずに間着化される事実によく示されている。そればかりではない。むしろ，

このような帰趨は，そもそも文部省設置法の構懇・立案段階において，すでに予定されていたも

のであったと見ることができる。文部省が作成した「文部省設置法制定基本方針J(24)なる

では，その点が次のように述べられている。「行政管理(特に教育に関し)を行う部局の権限を

なるべく純粋にし，指導助援の業務を担当する部局と分離すること。J(傍点引用者)ここでは，

f管理J的事務及びそれの担当部局そのものの解消の方向は何ら示されておらず，単に二つの性

格の事務(その担当部局)の「分離jが述べられているに過ぎない。

以上の点と関連して，本稿で，事務二分論・局諜のこ元構成として特徴づけた文部省の内部組

織論につき，従来の諸研究がそれを fチェック・アンド・バランスj方式なるものとして，積極

的な評価を与えている点について触れておきたい (25)。これらの評価が生まれてくる背景となっ

ているのは， 1952年の文部省設置法の全面的改正に捺して述べられた，文部省当局者の次のよう

な説明にある。

「昭和二十四年に文部省設置法が制定されました際に(中略)いわゆる英語で申しますとチェッ

ク・アンド・バランスと申しますか，お互いに相互牽制，お互いの局が或いは課がお互いに豪

制して，そうしてバランスをとって行く(中略)お互い霊長制さして独断専行を防ぐという，こ

れはアメリカの行政組織では非常にこういうことが多いのだそうでございますけれども，そう

いう方式をとらせた...・H ・..J(26) 

この説明を文字通りに受けとるとすれば， 1949年の文部省の内部編成論が，局諜相互の「牽制」

あるいは「バランスjを意閣していたという解釈が生まれるのも無理からぬことである。しかし，

この説明はあくまでも1952年の時点において，かつ1949年の組織論を否定する立場から述べられ
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ているのであって， 1949年当時になされた主張とは異なっている。すでに述べて来た通り， 1949 

年の昂課編成論は， r権力J的事務と「非権力J的事務との「分離J，二分論なのであり，それ以
上ではない。これに「相互霊長制jの意義を認めるのは，過大にすぎる評価と言えよう。このよう

に， rチェック・アンド・バランスJ方式という性格づけは，その史料的典拠から寄っても正確
でないが，そればかりではなく，この方式を総織繭成論上の意義として積極的に評価する点でも

疑問である。 1949年の改革の原理的意味は，文部省の性格転換論との関連を抜きにしてはあり得

ず，その保障形態は「権力」性の解消ということであった。この性格転換論の組織編成面への皮

換として，事務のニ分・「分離j論が正当化され得るのは，その「過渡性jを前提にしている限

りにおいてである。そうではなく，事務二分論・局課のニ元構成論を，ある完結した組織論とし

て閤定化することは，文部行政の性格転換論の媛小化と言わなければならない。

次に， r行政機能の発揮の条件Jとしてみた場合の性格について。「権力j事務， r非権力J
務の区別を第一義とする事務分配論は，その必然的結果として，行政対象の性格あるいは事務領

域のまとまりに即応した組織の機能性を阻害する，という矛麗を生み出した。こうした阻害条件

を修正する意味で文部省が行なった措置が，連絡組織の設定であったが，それは法令外の行政内

部的裁量によるものであった点で問題をはらんでいた。つまり，行政実務の論理(機能性)に抵

触する，一定の原理に基づいた法令による組織規律が，かえって文部省の法令外での裁量による

新たな組織化をひき起こす，という逆説を生んだのである。そして，この組織法令の性格と行政

実務の論理との矛盾が，その後(1952年)の文部省設置法の改変を促す契機となるのである。

($i) 

(1)佐藤功 f行政組織法〔新版).1(1979)有斐閣)26ページ。

(2) 同前， 27ページ。

(3) 森田孝「新しい文部省の機構と性格Jr文部持報j863号(1949年8月)15ページ。森田孝は，文部省
設蜜法の立案にあたっての痘接担当課長の織にあった(1948年7月248-1949年5月31日まで大使宮

それ以後， 1950年8月29まで大臣官房総務課長) 0 

(4) 同前。

(5) 森田孝「文部省機構改革の婆点Jr時事通信内外教育版J157号(1949年5月178)
(6) 主主(3 )に同じ。

(7) 同前。

(8) r行政機構尉新及び人員整理に関する件J，行政管潔庁管理部 f行政機構年報i第1巻(1950)51ベー
ン。

(9) 森田，前掲(注(3)) 14ページ。

また， 1949年の国の各省庁の機構改革が行なわれた直後，佐藤功は，その全省庁にわたる改態の性格

を論じた文章の中で次のように述べている。 f文部省は機構の面の表面上の改事よりも，その営むべ

き機能が，文部省設霊堂法によって転隠せしめられたことを注意すべきである。」すなわち， r新しい文
部省は，……斡旋奨励援助効言の機関たらしめることが，その一貫した思線Jである(佐藤功「各省

設置法及び行政機関職員定員法(二)一一最近における行政機構の改革・続一一Jr法律終報j21巻
9号， 1949年9月， 63ページ)。

ω)森田孝「文部省機構改革の要点Jr事待通信内外教育版J157号(1949年5月17日)
(11) r第5回国会衆議院内閣委員会・文部委員会連合審査会議録i第1号(1949年5月6日)10ページ。
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伊藤日出登文部次宮の答弁。

(12) 間前， 11ページ。高瀬文相の答弁。

(1功間前。

似) 関口泰「文部省設霊童法案(時の行進)Jr教育.!(1949年6JL世界評論社)24ページ。
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。5) 厳密には，許可・認可等の稼カ的事務が全て管理局に集中された，というのは正しくない。というの
は調査普及局に f文部省から用紙の部当を受ける・H ・H ・..出版物の価格を法令の範邸内で認可するJ(文

部省設建法11条11号)権限が付与されていたからである(ここに言う「法令jとは，教科警の発行に

関する臨終措置法(1948年 7月108，法123)の教科書書定価の認可権を指す)。しかしこれも「当分の

間」とされていた(文部省設霞法、約期11項)。

なお，許認可事務の他にも，管現局に集中されず，かっ「権力j性を帯びるものとして資金交付関

係の事務の問題があった。この点は，森田孝が「新文部省がその使命と性格lこ忠実に編成されたと述

べたが，きたは詳細に検討すると不合理なところが相当にある」として自ら認めていたところであり，

次のように指摘している。「そのいちばん大きい例は，資金面，つまり資材とともに権力の根源、とし

て3重要な役割りを持っている財政約援助(補助金，助成金の割当配分)が，依然官房の会計課が中心

で，内容薗の指導効言をなす各局に分散せられていることである。J(森田，前掲注(3)， 15ページ)。

以上のように，一般に「権力J的事務と言っても，その中には法令上の権限それ自体が f権力」的

なものとして設定されている許可・認可事務(①)，事務それ自体は「権力j的権限行為でなく「援助・

助成jを旨とするものでありながら， r権力の根源として重姿な役割り」を有する物資・資材の供給
事務(②)，資金交付事務(①)等の区別が識別できる。ただし問題の核心は，これらの f権力J的

事務の区別論そのものにあるというよりも，むしろ現実の行政過穏においてそれらが，いかなる機能

を果たしているのか，そして，そのことが行政主体一行政客体の相互関係をどのように規定するのか，

という点にあろう。

回以上に見てきた文部省設置法に内在した「過渡性J，及びその後における法変動の経過(実質的には

その出発点での園者化)を規定した条件が， r占領下」の立法改革であった点，及びそこでの執行権
力としての文部省の性格にあった点はすでに明らかであろう。(本稿(上)第2主義 1，前号55-57ペー

ジ参照)。

とりわけ，教科書検定事務については，文部省設鐙法の立案過程でCIEと文部省との関で争点となっ

た問題であった。 CIEの法案では認められていなかった文部大臣の教科警検定権を，法案の中に感り

込むことを文部省はくり返し主張していた(参照， r文部省設重量法C.1. E.修正案に対する問題点J
1949年 2月118。及び「文部省設霞法修正案に対する問題点J1949年 2月14日。弱立教育研究所付属

図書館蔵『戦後教育資料.1 IX 6所収入

(1カ但し「当分の間J(文部省設霞法，総員1]10項)。

(1司森E8，前掲(注(3 )) 17ページ。

なお文部省は当初，同課を「地方課Jとして立案したが，これに対し CIEから「好ましくない」と

の意向があり， r文部省が地方に逮絡(リエゾン)することは笈支えなしJとされたという(相良悦
一「月報鋭利のころJr教育委員会月報.1200号， 1967年 4Fl， 56ページ)。その後も文部省は， r文部
省分謀及び事務分掌案J(1949年 5月12臼)で f地方連絡諜Jを大使官房に霞く構想をとっていた。

それは，教育委員会担当課の機能色情報・資料の収集・普及に限定した「指導助言」的性格に純化

させる，という位置づけの不徹底さを示していよう。

(19) 森田，前掲(注(3 )) 29ページ。
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側 「文部本省の協議会等設霞規程J(1953年4月8臼，文部大窓裁定)の附則 2により廃止された規程

の件名による(r文部行政資料』第 9集， 9 ~1Oページ)。
制 1953年4月8臼の前注の規程。但し，これによって「大臣裁定」という内部機置による省内組織の裁

量的設定が全く無くなるわけではない。確かに一連の「連絡」の名を持つ組織は廃止されたが(r逮
絡課長会」のみは存続)，それ以外の「識査会J，r協議会」等の組織は残されるのである。上記の f文
部本省の協議会等設置規程jにより廃止された会の数は35 (1 947~1952年に設霞)であるが，同規程

で設置される協議会等は依然22にのぼる。

こうした「大臣裁定jのみにより設置される「議査会J，r協議会J，r委員会」は，これら諸組織の
設蜜にかかわる立法的統制の点から問題の生ずるところである。すなわち国家行政組織法8条は， r諮
問的又は調主霊的なもの等Jの「審議会又は協議会」を「法律の定めるところにより」設鐙し得るとし

ていた。法解釈論としては，向法8条にいう「審議会Jr協議会jが f独立な機関意思を決定Jする
のに対し，それ以外の法律に基づかない協議会等は独立の機関意思を決定し得ないものとして合法と

見なす立論がありうるが(後述の行政管理庁通達はこの見地に立つ)，行政機関の内部諸総織を全く

の内部的裁量に委ねることの問題性は依然として残る。なお f大便裁定」などにより協議会等を裁量

的に設けるという現象は，文部省のみならず他の各省庁にも広く見られたようで，行政管理庁行政管

理局長の f懇談会等行政運営上の会合の開催についてJ(1961年4月12日)なる通達が次のように指

織している。「行政運営上の単なる会合で，その者名度参会者に参集依頼状を発して隣催するのは，大

患決裁・局長決裁等で臨時，随時行なわれているところであるが，関係書書類に審議会・協議会・調査

会等の名称を冠すること， r設讃するjというような記載をすること，参集者に f委員Jr参与j等を
委嘱すること等は，疑惑を招くおそれがあるので適当でない。J(佐藤功『行政組織法〔新版)j1979， 

有斐儲， 197ページ)。

制 『第五回国会衆議院内閣委員会・文部委員会連会審査会議録j第1号 (1949年5月6日) 5ページ。

側森田孝 f教青行政組織論Jr法学研究(愛知学院大学論議)J創刊号(1958)130ページ。
似.) r戦後教育資料』江… 6，r文部省改組Ilft行政整理(昭和24年2月)J所収。
申5) 中島太郎『戦後日本教育制度成立史j(1970，岩崎学術出版)355ページ。鈴木英一『教育行政(戦後

日本の教育改革 3)J(1970，東大出版会)606ページ。寺崎昌男・平原春好「文部省の改編Jr教育改
革(戦後日本の教脊改革 1)j(1975，東大出版会)300ページ。平原春好「文部省・審議会Jr教育行
政の課題J(1980、効率警麗)119ページなど。

側 f第十三回国会参議院内閣委員会会議録j35号(1952年6月3日) 1ページ。裕良惟ー(大疫官房総

務課長)の提案説明。

第4章 1950年代における文部行政機構の再錨

1 .文部省改革論の再浮上と文部省の対応

本章の課題は， r講和Jr独立j期以降に開始される文部行政機構の再編の性格を明らかにする
ことにある。先に明らかにした通り， r占領j下における立法改革の過程には，文部省に優越す
る政策主体としての CIEの改革構想が強く関与していた。それは f占領j下の改革立法に皮映

されて，そこに特殊な性格を与えていた(第2霊堂，本稿(上))。

1950年代における文部行政機構に関わる法変動の過程は， 1952年と1956年とのこつの大きな画
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期で区分できる。第一期の法変動の性格は，いわば“戦後処理"的な再縞であったと言える o す

なわち，それは新しい行政秩序を積極的に創り出そうとしたというよりも，むしろ f占領J期を
も含めての執行権力としての文部省が有していた性格に，機構関連の法律が体現していた性格を

適合化させる法変動であった。つまり， r占領J改革の“特殊性"から脱皮するための改革であっ
たと言えよう。これに対して，第二期の法変動は，より秩序創造的な性格を強く有する再編であっ

た。もとより， 1956年の再舗においても従来の行政秩序を引き継ぎ，行政笑態に法の形式を与え

るという側面を有している。およそ，そのような性格を有しはい改革は，実効性を持たないか，

あるいは極めて強力な政治カを必要とするであろう。この後者を支えた大きな条件として， 1955 

年の保守合同による政治力の結集があったのであるが，それはまだ文部省の政策意思を法に体現

するための好機ともなったのである。こうして， 1956年の法変動は，法による新しい行政秩序の

創出，という政策意思が強く働いたものとなった。それはとりわけ，<中央一地方>関係の持舗

として顕著に表現されるのである。

ところで， 1950年代の文部行政をとりまく政治状況の特徴は，中央教育行政の改革問題が，文

部省以外の主体によって提起されるという，外在性を帯びた改革状況が決定的に後退，消失して

いき，むしろ文部省自身による文部行政改革(自己改事)という形で，それが推進されていく点

にある。このような， r占領j改革が進められた改革条件とは明らかに異なる政治状況への移行は，
でに占領末期から始まっていたが1) それが明確な形をとるのは， r講和Jr独立」の確

定する1952年においてである。その第一は，日本層内の統治権力全体を制約する存在であった占

領権力 文部省にとって直接にはCIE一一ーの消滅であり(1952年4月)(2)，第二は，内閣

かれた調査・審議機関として，文部省に対する一定の外在性を保持して改革案を提起してきた，

教育刷新委員会(のちに教育刷新審議会と改称)の解散である (1952年6月o これに代わって文

部大臣の単なる諮問機関として，中央教育審議会が設けられた)。これらの事態は， r占領J教育
改革を基本的に規制していた改革条件の消失を意味する。そ Lてそのことは， r占領j下の改葱
過程においてもそのー構成主体たることを失わなかった文部省が， r講和J期以後ただ一人生き
延びるに叢ったことを示している。こうして， r占領J下における一定の外在的制約から離脱し
た文部省が，その後の過握でいかなる“主体"として自らを体現していくのか。それを，文部行

政機構の法変動の過誼の中に探ろうとするのが，以下の検討のねらいでもある。

さて， 1950年代のー特徴が，中央教育行政の改革問題が文部省以外のところからほとんど取り

上げられなくなる点にあることは，すでに述べた通りである。しかしながら， 1949年の文部省設

置法によって，文部省改革論が全く収束してしまったわけではない。内閣に設置された行政制度

審議会は， 1950年4月21日，その最終答申 f行政機構の全面的改革に関する答申jの中で，文部

省については既存の5局を 3局に統合し，かっそれを厚生省と合体して「文化省Jとする案を提
起している(3)。この答申そのものは，その実効性が極めて希薄であり，事実ほとんど実行に移さ

れることなく終ったのであり，こと改めて検討する必要はない。むしろここで取り上げたいのは，

この答申に対する文部省の対応の問題である。また，ここで問題としたいのは，この「対応Jの
状況的性格 (r占領j改革下での CIEの立法改革に対して文部省がとったそれのような)ではな
くて，答申に対置する形で文部省が新たに打ち出した改革案の性格，そしてそこに震かれる文部

省の白日主主張の論理にある。それは， 1949年の文部省改革においてすでに経胎していた性格・論

理の，いわば自己展開たる意味をもつのであり，しかもそれを極限的にまで推し進めたものと

える。もとより， 1950年という時点で，先の答申を契機として打ち出された文部省の政策内容は，
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当時の時期的制約を帯びたものであり，しかもその実現可能性の点で言えば甚だ疑わしいもので

あった。にもかかわらず，この問題が興味深いのは，そこに質かれている性格・論理が， 1949年

の改革に反映していた文部省の論理(文部省の考える「文部行政論J)と明らかに共通するもの

を持っている点にある。以下で抽出しようとするのは，そのような，具体的現象形態を通じ

徹する文部省の自己拡張・自己増殖の論理にある。

文部省は， r行政制度審議会答申に対する文部省の見解」を， r文部省機構改革についてY4)(1950 
年7月)なる文書の中で披濯している O 容易に想像される通り，この中で文部省は，厚生省との

合体 3局への削減に強く反対しているのであるが，ここではその倒々の反論が問題なのではな

い。まずはじめに取り上げるべきは， 1949年の改革の基本性格を体現していた f指導助言J法理
を，文部省がここではいかなる論理展開の下に位置づけているか(性格には位置づけ直している

か)，という問題である O

文部省は，厚生省との合体が国難である漂白のーっとして「行政の性格が異なっているJとい

う論点をあげている。それは，文部省の「指導助言J官庁論を前面におし出している眼りで，
1949年の改革当時の議論と明らかに共通する国を持っている。

f許可認可等の法令で規定された行政的管理的行為は，従来もそうであったが，将来も文部行

政においては大した重要性をもたない。Jr本来そうであるが，今後は尚更，文部行政は指導助
長商に重点が壁かれるのである。然るに厚生行政は中央集権的であり，行政管理的性格が濃厚

である。J

ここに示されているのも，やはり文部行政の性格転換論である。というよりむしろ，この f転

換jをすでに完了した文部行政の姿が語られている，と言った方がより正確であろう。それは，

いわば文部行政の f特殊性j論である。そしてこの「特殊性」論は，行政制度審議会の改革案(そ
れは独立官庁としての文部省の「解体統合Jを意味する)に対する単なる反対，訪衛としてネガ、

ティブに現れるだけでなく，進んで、事務膨張論へ，従って機構拡大論へとポジティブに展開され

る点に注意したい。すなわち， r文部省は独立の一省としての存在理由が十分にあるjとして次
のように述べるのである。「現に文部省は学校教育についても指導，助言の面で綴めて事務量が

増加している。本来管理的行政よりも指導助言的行政の方が事務量が複雑多岐を極めるのであ

る。」この論理展開から出てくるのが， r指導助言は命令監督に比し，手間のかかる仕事であり人
的に質量ともに増大が当然必要となるJ(5)との主張であった。ここに言う， r命令監督Jは小規
模の人員・機構で足り， r指導助雷Jは大規模のそれを必要とするとの議論は， 1949年の改革当
時においても，潜在的にはすでに出されていたものであったω。したがって，いずれにおいても，

文部省の「特殊性」論が「指導助言J行政論を基軸に構成されるという点で両者は共通性を持つ
のである。

しかしながら，閉じく「指導助言Jが高唱されているとは言っても， 1949年当時と今問題とし
ている1950年の時点とでは，それが言われる文脈，そしてそれがねらいとする襟的は，明らかに

異なっている。

1949年，文部省設置法制定当時においては， r指導助雷J法理は， r指揮監督Jの排鈴， r命令j
f監督Jは行わない，といういわば消極商に圧倒的比重が置かれていた。と開時にそれは，従来
の「指揮監督j官庁としての文部省の性格転換論として，改革の新生面を体現するものとされた。
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そうすることで，当時存在した別の改革論(中央教育委員会案)を抑止し，あるいは機構縮小論

への「反証J(7)の役割を巣たしたのであった。ところが， 1950年の行政制度審議会答申への文部

省の対応においては，むしろ積極的な「指導効雷J行政論が展開されている点が特徴的である。

それは単なる文部省存置・機構維持論ではなく， r指導助言J行政遂行のための条件論であり，
したがって文部省の機構拡張論への明確な位指変化なのである。

この後者の論理は，その後の文部行政の事実展開の論理を探る上でも，興味深い問題を含んで

いる。というのは， r指導助言J行政論と事務・機構膨張論とを関係づけようとする議論は，一
面の真理疫反映しているからである。そうであるが故に，その論理展開が自らに対する矛盾を導

き出すという結果を生むのである。

第一に，文部省が「教膏，学術，文ftJの全ての面に「専門的，技術的J指導劫言を与える，
という行政機能を文字通りに確保しようとするならば，中央での質量ともの人的・機構的拡大は

不可避であろう。ところで他方， r指導助言j法理は，文部行政の地方分権化政策との密接な関
連において提起されたのであり，それは教育行政の「責任Jを地方で確立しようとする改革原理

の延長線上に位置するものであった。とすると，元来，地方の自主性・「責任J確立の要請から

出てきた法理が，文部省の「指導助言J行政論(その充実論)を介することで，かえって中央の

事務・機構の肥大化を促進し，その行政諸機能を強化する(中央の「責任j体制の確立)という，

逆説的な発展軌道が描かれることになる(8)。こうした麗開方向は，よしんば機構拡張が十全に担

保され得ない場合にあっても，そこで行なわれる文部省の f指導助言」行政が，その対象範割に

おける包括性，行使手続における裁量性を保持し得ている娘り，容易には回避し得ない方向と言っ

てよい。

第二に， r指導助言J行政論にもとづく事務・機構の膨張論は，裏返せば適正規模の人員・機
構条件が満たされないと，文字通りの「指導助言j的性格の行政が保持できないという論理でも

ある。ところで，戦後の行政改革・整理史が示すように，行政機構を「国力と閣僚にふさわしい

規模に縮減するJ(9)ことの必要性は，絶えず歴代内閣を貫いて存在した諜題であった。 1950年代

においても， 1952年のいわゆる第二次行政整理をはじめとして，全国家機構にわたる整理・縮減

が試みられたところである。こうした，行政管理庁を通じて内閣が行う，行政の機構・定員管理

(整理)の結巣は，文部省が調達しうる行政諸機能及び水準にとっての，いわば絶対的限界を形

づくる。 1950年代における文部省総定員数が，その基本的趨勢として漸次縮小lこ向かったことは

動かしがたい事実であり，与えられた定員配置の範囲内での内部裁量を駆使したにしろ，全体的

に見た持政機能・水準の相対的低下は避けがたい傾向で、あろう。そして「命令・監督j行政から

「指導助言j行政への推移が事務量の膨張・人員増加を必然化するのであれば，事務量に変化が

ない限り，人員縮小の下で従前の行政効果・機能を維持しようとすれば，今度は茂対に「指導助

の「命令・監督j的性格への接近が必然的となる。文部官僚によるやや誇張された表現を借

りれば， r命令監督するという行政ならば，機端に言えば一人でできる0 ・H ・H ・..人は多くいらな
いJ(10)のであるから。

また仮に文部省が， r指導助言j行政の論理に基いて，その遂行のために必要十分と考える物
的あるいは人的・機構的条件を求めたとしても，対大蔵省との関係，さらには政党を通じての予

算獲得の過程で発揮される，現実政治の“論理"との関係で，それが予算として認められない，

つまり行政として十分に成立できない，という制約が働くことも多分に予想されるところであ

る(11)。いずれにしても，行政機構・人員の肥大化にたいしての抑制関子が，かえって本来の f指



導助言」行政が成立しうる条件を場り崩す契機となる，という矛盾を生み出すのである。

さて，上記の問題においては，あくまでも菌の事務の包括性，及び人員縮小にもかかわらずの

事務量の不変が大前提となっている。つまり，文部省の所管行政領域の限定，あるいは事務の削

減(または委譲)が可能である場合には，上述の矛盾も回避しうる余地がある。しかしながら現

実には， 1949年の改革にさいしての文部省の対応がそうであったように，自らの所管行政領域の

範閣をできるだけ包括的に確保せんとし，さらには進んで拡大しようとする指向性は，文部省も

含めた官僚機構全体に通ずる生理と雷って過言ではないのである。 1950年の時点、での，行政制度

審議会答申への対案として出された文部省の改革案は，その極めて大胆な事務・機構拡大論に

よって，こうした指向性を強烈に表現している。次にその点を見ょう。

文部省は，先の文書(r文部省機構改革についてJ)の中で「文部省改組に対する文部省案jを
対置しているが，そこでは「日本国家の発展のために是非必要なものについてはむしろ機構拡充

強化の一面のあることを強識したい。J(傍点引F持者)とその目論見を披漉している。そこでは「教
，学術，文化という行政の性格の類似J性によって，各省庁に分散している関連事務を全て文

部省(この案では， r文教省J)に一元化させる構想が提超されている。そして移管・一元化され
文部省が掌握することになる事務あるいは機関として，次のようなものを揚げている。(( ) 

は説存の所管省庁， r Jは移管後の「文教省」内の部局)
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先輩揺祉行政(厚生省)一→「青少年局j

職業教育，技能教育，技能検定(他省の関連事務)一→「青少年局職業教育部J

発明奨励事務(通商産業省特許庁)及び研究所(他省庁所管) →「大学学術局学術部J

国際文化(外務省) → f文化局」

国立公関毒事務(厚生省) → f運動厚生局国立公闘部j

日本学術会議(総浬府〔附属機関))一→外局

新聞出版用紙割当事務局(総理府) →外局

特許庁，工業技術庁(通高産業省〔外局J)ー+外局

中央気象台(運輸省〔附属機関J)ー→附属機関

国立世論調査所(総理府〔樹属機関J)ー→附属機関

地理調査所(建設省(~付属機関J) ー→附属機関

題立予防衛生研究所(厚生省〔附属機関))一→F付属機関

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
見られる通り，ここで一元化される事務は広範かつ大規模なものであるが，この案は， 1950年

度における文部省の政策課題として取り上げられていた「文教行政の内容と範囲の拡大J(12)化
政策の具体化にほかならない。この政策が企図するのは次のようなものである。従来のように「文

教行政がただいはゆる教育についての行政だけをおもな仕事としているようではわが国を文化国

家にしあげてゆく仕事は進まない……教育・学術・文化全体の進歩をうながしてゆくためには，

文教行政のワクを広げ，バランスのよくとれた新しい体系を作り上げたい。J(13)いわば， r大文
化省とでもいうような実質J(14)の確立である。この改策課題の具体化に向けて，問時期，文部

省は一連の改革案を立案しているが，そこでの内部機構は極めて膨大なものであった(①， 1950 

年4月14日「文化省組織試案Jー官房ほか7局 6部， 61課，外局5，附属機関8。②，同年6
月 f文教省組織試案j一宮房ほか6局 7部， 60課，外局5，~付属機関18，審議会zz。③，同年
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9丹 5臼「文部省組織試案J…官房ほか 5局 5部， 58課。なお，問時期の現行文部省機構は，
ほか 5局 1部， 36課，附属機関33[うち審議会23J。最も大規模な案である①では，課の

数で現行の約70%増になる (15))。

こうした政策企図は，所掌事務の極めて也括的な一元化を明瞭に打ち出している点で，わずか

一年前の文部省改革で表明されていた政策基調とは明らかに異質のものである。 1949年における

文部省の公式的見解は次の如きであった。 r従来の中央集権的な色彩が払拭せられて来るのであ
りますので，文部省の教育に関する行政の任務というものは非常に限定的になって来るJr…… 
設置法第四条に書いであります文部省の任務は，各省の設置法が非常に包括的な表現を用い

いでありますのに反しまして，文部省は呉体的にこれを掲げておる……J(16) 

1950年に文部省によって試みられた，事務・機構両国の拡充強化政策は，当時標楊された「文

化国家建設という戦後日本の最大国策J(17)に見合うだけの， r責任」と規模を有する官庁として，
自らの存在を新たに弁証すべく構惣された。しかしながら， 1951年に入ってからの，対日講和成

立への機運の急速な醸成も手伝って，こうした文部行政の目的・範域拡大論，自己拡張論の正当

化は，遂に果たし得ずに終るのである。こうして，文部省の積極的存在寝由は，やはり1949年改

革で基礎づけられた f指導と助言J(及び「資金資材両面の援助助成J)の任務の他にその基本的

正当性を見出し得ず，したがってまたその後の行政展開も，あくまでこの点を起点として進めら

れることになる。

以上， 1950年の行政制度審議会答申を契機とした，文部省の自己改革案の性格を検討してきた。

そこで抽出した，文部省が描く「指導劫言j行政論及びその展開の論理，さらには，自らを包括

的費任官庁として形成しようとする根強い指向性は，もとより1950年という特殊状況にその素材

が求められてはいるが，それ以降の時期においても，与えられる諸条件の相違による，その現象

形態の差異を貫いて働く論理と言ってよいのである。

2.文部省内部組織の再編

(1) 文部省設置法改正 (1952年)による局課再編

1949年の文部省設置法における局課編成の特徴は， r監督j行政から「指導」行政への性格転
換論を基本原理として，事務の性格を「権力J的と「非権力j的との二つに区分する二元構成論
にあった。しかしこれを貫こうとすると，今度は事務の対象的性格が考慮されず，内容領域ごと

の区分とまとまりを犠牲にせざるを得ない結果を生んだのである o 1952年の文部省設霞法の全面

改正(1952年 7月31臼，法律27l号)は，この後者の側面の是正，克服という形で行なわれた。

文部省当局者が従来の二元構成の「弊害面」として， r行政の一元化をはばむJ，r責任の所在を
不明確にする」といった「不合理不便jを指摘した点に示されているように (18) 文部省の望む

行政機能の発揮条件からすると，従前の組織論はその程桔面が強く意識されたのである。

こうした文部省の現状認識に促されて行われたのが，表-4に示すような局課再編である O こ

こに表れているのは，事務二分論・二元構成の解消であり，かわって行政の対象的性格度分とま

とまりによる組織論への移行で、ある。 1952年における「地方課j，r教科書課j，r著作権課j，r国
擦文化諜jなどの再編と位置づけはそのことをよく示している。文部省当局者が， rこの第二次
の文部省設置法の改正の趣旨は一言にしていうならば機構の簡素化と行政の一元化に外ならな

い。ここで前に述べたこ元行政はようやく終止符を打たれるということになったj(19)と評した所

以である。
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表-4 文部省の局課再編(1949~1952年)

1949年5月31日 1952年8月1臼

(r文部省組織規程J文部省令21号) (r文部省組織規程J全部改定，文部省令19号)
(36~果〕 (3n栗1室〕

大臣官房 人事課 O 
総務課 O (3 ~果〕

( 6 ~果〕 会計課 O 
渉外ユネスコ課 トー→(調笈局，関際文化課へ)

福利諜 (管理局へ)

宗務諜 (調査局へ)

初等中等教育局 庶務課 財務課

初等教育課 O 
(5 ~果〕 中等教育課 O (7課H長〕

職業教育課 O 
保健課 O 

|地方課|

|教科書科|

特殊教育蒙

大学学術潟 庶務課 O 
大学課 O 
技術教育課 O 

( 7課〕 教職員養成課 O (7課H窓〕

学生生活課 学生課

研究助成諜 O 
学術課 O 

学術情報家

社会教育局 役会教育課 O 
社会教育施設諜 O 

(5 ~果〕 運動厚生課 体育課 ( 6諜〕

芸術課 O 
文化財保護謙一片廃止.(1950.9.5)文化対保護委員会 視線覚教育課

p著作権譲|
調室主普及局 調査課 O 

統計課 O 
( 5諜〕 地方連絡謙一一f-+(初等中等教育局・地方課へ) ( 7 il果〕

国語諜 O 
刊行課 広報課

企阪諜

l国際文化課|
|宗務課|

管理局 庶務課 振興課

管浬課 |福利課|

( 8諜〕 著作権謀 ベ社会教育局へ) 学校給食課 (8~果〕

教科書事検定課一防(初等中等教育局，教科書課へ) 教育用品室

(教育施設部) 施設諜 (教育施設部)計戚諜

資材課 (1950.5.25)学校給食課」 指導課

学用品諜 教脊用品課 助成課

建築課 工営課
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ところで，こうした事務の対象的性格による機能及び組織の分化と統合は，先に指摘しておい

た通り，組織・機能の<能率化>という要請に照らした時，合理性をもっ組織論でもあった。そ

れに対し， 1949年の組織論により強く反映していたのは<民主化>の契機であった。そこでは文

部省の性格転換を組織面において担歩するものとして，二元構成論が唱えられていたのである。

もとより，すでに述べたように，後者のこ元主義が前者の課題をよく保障しうる原理と言えるか

どうかは，多分に疑問としなければならないが(第3議参照)，少なくとも両者が相互に連関し

たものである点は，当事者自らの十分自覚するところであった。

ところが1952年の改変においては， r管理行政と指導行政との分離Jは， r不IJ点とするところが
存在することは否みがたいのであるがJとされつつも，結論的には次の知く退けられるのである。

すなわち「文部省がもはや権力行使を主たる機能とする行政機関ではない今日，単に権限行使を

抑制することを目的とする『チェック=アンドzバランスjの方式を依然として臨執することは

あまりにも無意味であるJ(20) (傍点引用者)と。ここで言う「チェック 1 アンド=バランス」

なる特徴づけが過大なものであり， 1949年の組織論があくまでも事務二分・二元構成論であった

点もすでに述べた通りであるが，それはともかく，当時期の組織論が，文部省の性格転換論の具

体化として位置づけられた点は変わらない事実である。つまり， 1949年にあってはいわば目的(文

部省の性格転換)と手段(局課の二元構成)との不可分な関連性において構成されていたものが，

上記の議論においては，この目的がすでに達成済みのものとして述べられており，それ故にその

担保手段とされていたものも，あっさり捨てられているのである。以上の変化と関連してここで

確認しておくべきは， 1949年において「管理」的， r権力j的事務のほとんどが，何らかの意味
で暫定的・過渡的性格で弁証されていたのが， 1952年ではそれらが全て圏定化，恒常化する点で

ある(第3叢，表-2参照)。このことは，局諜編成の面にも表れており，とりわけ当初はその

瞥定性が極めて高いと替われた教育施設部が残り，さらに同部内に置かれていた「学校給食課J，
「教育用品課」が，管理局そのものの中へ移管された(表-4参照)。

さて，局課の二元構成が解消された結果として，従来の管理局に集められていた一連の「管理J

的， r権力」的事務は，それぞれの対象領域を所管する各局へと分散されるに杢った(第3
2参照)。つまり，管理局も含むすべての局が， r管理j的性格から「指導助雷J的性格まで

の諸相の行政を，それぞれに遂行することになるわけである。それは「管理j行政と「指導助言J
行政との区分ではなく，ましてや後者への純化で、もなく，反対に両者の混鴻化でありその冨定化

を意味している。そして，こうした「権力J的行政と「非権力」的行政との分離・二元構成から，
両者の性格の混滋・融合化への変化は，単に組織面における変化を意味するだけでなく，そこで

遂行される行政の作用閣の変化とも関連するものである点に注意したい。すなわちこの組織語の

変化は，次節で検討する1950年代の「国家関与J法制の変動一一それは「権力J的と「非権力j
的という行政の作用形態の区別と境界を複雑化し不分明にしていく過穂と蓄える一一ーを導き出し

ていく先行条件を成すものだったのである。

(2) 文部省の人員規模・配置とその性格

次に行政組織分析の一環として，文部省内部の人員規模及び配置の問題を取り上げる。行政機

能の発揮条件としては，局課編成の問題のみならずその構成員(職員)の問題もそれに劣らず重

要である。ただここではその数量的側面を問題とするのであるが，それは行政機能の大小，ある
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いは強弱を示す指標として位置づけられる。人員規模及びその配置の問題は，一方で、文部省、が担っ

ている行政諸機能の比重が，客観的にはいかなるものであるのかを示すであろうし，他方でまた，

文部省の改策意思がいかなる機能(それを担う局課等)により強く(あるいは弱く)ふり向けら

れているのかを皮映するであろう O

まず最初に1950年代にかけての戦後文部省の職員数の推移を概観しておこう。表-5は文部省

職員の実員数，表-6は定員数の変遷を示す。外局及び附属機関を除いた人員総数に着目すると，

1949年と1952年の二閤にわたる大崎な人員縮小が指摘できる。1949年については約30%の減少(実

員数)， 1952年ではおよそ20%弱の減少(実員16%，定員18%)を見ている。これらはいずれも，

内閣が行なった行政整理(人員整理)によって実現したものであり，文部省にとっては外在的制

約条件をなすものである。定員管理の屈からの官僚機構規制のルートは，国家行政組織法 (1948

年 7月10日〔法120号J.施行は1949年 6月1日) (21)において定員は法律で定めるとされたこと

により(19条)，盟会の立法統制の下に服す形となったが，実費上の定員審査，承認は内閣レベ

ル(特に行政管理庁，大蔵省)の調整による所が多い。いずれにしても，文部省が調達しうる人

員規模が外在的制約性を帯びていることに変わりはない。以下ではこうした内障レベルでの定員

規制に，文部省がどのように対応して自らの機構条件(人員はその一側面である)を保持しよう

と試みたのか，また事実保持し得たのか，を検討することにより先述の課題を明らかにしたい O

なお課題のまとまりを考慮して， 1949年の問題も便宜ここで扱う o

まず1949年の人員整理について見ょう。当時期の政府の方針は， r療剤として，昭和24年3月
1日現在の定員の三割……を毘途として，人員の整理を行うものとするJ(22)とされていた。し

かしながら，実際にはこの方針。の実施過程において， r各省各庁の事務の実情を勘案し，……整
理率の例外が認めJ(23)られることとなった。ここに，政府部内での定員管理(整環)政策の実施・

調整過程における，文部省による「対応jの働く余地が生まれてくるのである o これを受けて文

部省が主張した「例外j事項は次の如きものであった (24)。

@ 現業的職員一教育施設局出張所建設職員。(2割減)。

@ 調査指導官

(イ) 視学官

(ロ) 科学官 ( 2割減)。

(ハ) 調査官

(ニ) 体育官

① 教科書関係事務職員。(2割減)。

④ 会計事務職員。(減員しないこと)。

以上についての例外理由として，文部省はそれぞれの「事務の実情」を次のように述べている。

@については， r新教脊制度推進のため緊急焦眉の問題たる，戦災，災害校舎の復蓄或いは増設，
営繕等の執行指導に富る特殊の職Jであること。@については，例えば「視学官jは， r学校教
育及び社会教育について，実地の調査研究及び指導助言に富る極めて重要な職jであり， r新し
い文部省の性格から見てこれらの事務は文部省の中柱をなすものであるから特に削減のない様に

せられたいjとしている。その他の場合もすべて f特殊専門職Jであることを論拠としている。



表-5 文部省職員実員数の変遷

年月 a
1945.4.30 1947.4 .30 1948.4.30 1949.4.30 1950.4 .30 1951. 4 .30 1952.10.1 1953.4.1 1954.5. 1 1955. 5 . 1 1956. 5 . 1 1957.10. 1 

(現在)

大豆宮房 273 大阪官湧 665 大臣官房 523 大臣官房 537 大陸官房 502 501 339 338 339 3ll 313 311 

総務局 74 学校教湾局 134 学校教育局 178 学校教育局 206 fn等中等教育局 152 148 177 177・ 174 161 161 204 

専門教育局 63 社会教育局 112 社会教育局 157 社会教育局 144 大学学術潟 176 196 178 174 178 162 162 163 

国F!;教育局 106 科学教育局 109 科学教育局 126 学校教育局 119 社会教育局 99 88 96 95 97 90 88 81 

教学局 180 体育局 98 体育局 73 体育局 90 
鶏糞普及fiii

142 148 141 142 141 129 125 130 
(謁査局)

科学局 58 教科書局 187 教科書局 183 教科書局 164 管理局 182 276 213 213 211 200 195 197 

体育局 59 調査局 94 調査局 112 鶏査局 111 

教育施設局 193 教育施設局 217 

~審鎗
2 

職員養成所

大薮出張所 11 大仮出張所 大阪出張所

220 

施設局出張所 303 施設局出張所 213 

辺口、 言十 813 1，410 1，856 1，810 1，253 1，355 1，144 1，139 1，140 1，053 1，044 1，086 

(出典) r文部省年報j各年度による。
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文部省職員定員数の変遷

年 月 日 1949. 9 .20 1950.6 .28 1950.10.9 1951. 1 .12 1951. 4 . 1 1952. 8 . 1 1953. 7 .31 1954. 7 . 5 1955.7.12 1956.3 .31 

<本 省>

0内部部局

大臣官房 478 511 511 511 514 341 341 317 315 315 

初等中等教育局 161 153 153 153 154 180 179 165 165 216 

大学学術局 217 213 213 213 204 178 178 165 165 165 

社会教育局 111 104 87 81 82 91 91 83 83 83 

調査普及局 153 168 168 168 165 調査局145 142 130 130 130 

管理局 192 273 273 273 275 215 215 198 198 198 

0地方支分部局
* (115) (185) (185) (185) (185) (144) (185) (133) (133) (133) 

教育施設部出張所 151 第止

言十 1，463 1，422 1，405 1，399 1，394 1，150 1，146 1，058 1，056 1，107 

0所轄機関
(9機関〕 〔開左〕 (8 機~) 〔同左〕 〔同左〕 (10機関〕 〔向左〕 〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕

687 718 359 365 380 450 454 433 436 440 

本省合計 2，150 2，139 1，764 1，764 1. 774 1.600 1，600 1，491 1，492 1，547 

<外 局>

文化財保護委員会

0内部部局 138 138 138 119 119 109 109 109 

。附属機関
(2機関〕 〔問左〕 〔部左〕 ( 5機関〕 〔向左〕 〔問左〕 〔同左〕 〔開左〕

272 272 272 331 330 315 315 315 

外局合計 410 410 410 450 449 424 424 424 

総 計 2，150 2.139 2，174 2，174 2.184 2，050 2，049 1，915 1，916 1，971 

表-6

o r文部省職員定数規稼J(文部省令)による。
O 管理局の下の*( )は教育施設部の人員数を示す。
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①は， i教科書の検定，編纂，発行，指導要領の作成」を担う職員であるが，教科書関係事務は「昭

和二十三年教科書発行に関する臨時措置法の施行及び教科書検定制度の採用により， (中略)日

常事務は巣然激増し(中路)現在定員をもってしでは事業実績は十分に挙げ得られぬ状況」であ

ると述べている。また，指導要領作成事務は，@と同様「高度の専門的知識を要するJ点が理由

とされている。④は， i財政法，会計法，予算決算及び会計令の改正に伴い，会計事務は著しく

増大したjことがあげられている (25)。

これらの中では⑥及び①の一部において「新しい文部省の性格」在体現すべき職務として，い

わば文部行政の“特殊性"論が「例外j主張の論拠とされている点が日をひく。ともあれ，上記

に揚げられた事務(そのま巴当職員)については，一面ではそれらの客観的必要性(現に処理され

るべき一定の事務量が存在している)を反映していると同時に，他部では文部省の政策意思の力

点が，どこに向けられているかを示しでもいるのである。以上の文部省の要望，それに対する大

蔵省，行政管理庁の査定結果によれば，文部本省については，次のような人員規模，配罷が認め

られている (26)。

思 分 ，疋.... 員 整理率(%) 整理人員 繋E盟後の人員

統計課職員 61 20 12 49 

教育施設部出張所職員 112 20 22 90 

大臣，政務次官，次官，秘書官(*1) 4 O O 4 

図書館職員養成所職員 5 O O 5 

干見 宮川2) 21 20 4 17 

科学官 19 20 3 16 

体育官 18 20 3 15 

史蹟1';勝・天然記念物調査官 3 20 O 3 

会計事務職員(*3) 176 O O 176 

其の他 1，749 30 524 1，225 

自然教育園(新規) 13 O O 13 

言十 2，001 568 1，420 

o (*1)， (*3)の欄は手番きの線で消されている。
o (*2)，機外に f学校16Jr社会5Jの筈き込みがある。

この表に見られる通り，文部省の要求した「例外j項目はほぼ全面的に認められていると言っ

てよい (27) (但し教科書関係職員は不明)。そこでは， i指導助言j機関としての職務を担うため

の「特殊専門職jの例外はもとより(ただし20%減)，文部省当局者自らが「権力の根源jとな

るとしていた「資材関係Ji資金面Jについて大幅な整理緩和が認、められている点(教育施設部
出張所職員の20%，会計事務職員の 0%)に注意したい。このことは，文部省設置法の制定に際

いいかに文部行政における「権力J性の解消が叫ばれ，またそのための局課編成(ニ元構成)

が考慮されたとはいえ，それを人員規模の面で見るならば，改革前の文部行政に占めていた f資

材Ji資金j関連事務の比重が，改革後においてもほとんど低下していないことを示しているの
である。この事実はもとより文部省の政策意思の然らしめるところであったが，他方，客観的に

見ても当時期の文部省が依然として「資材Ji資金jの援助宮庁たる性格を濃厚に有しているこ
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とを示しでもいるのである(それは当局者が指摘していた通り「権力J性の契機を耐えず含んで

いる)。

なお先の文部省の文書の中で整理率例外の現由として，r新しい文部省の性格」…ーすなわちf指
導助君J行政への転換論 に照らして f中柱をなす」とされた「視学官j職については触れて

おく。 f視学官jの実員は， 1947年g月現在の文部省職員録では，学校教育局に13人，社会教育

局に 7人が確認されるが(28) 整理後の1949年12月現在の職員録においては， r文部省視学官jの
名称で確認できるのは，大学学術屈の f視学官室J所属の 7人だけである(なお，文部省組織法
令上では円見学官室jという組織は規定されていない)。けれども，実質的に f視学官Jと見な

してよい官職が初等中等教育局庶務課に「特殊専門Jとして 4人(これらは各々， r初等教育J. 
「科学教育J. r特殊教育J. r職業教脊jについての「専門的指導助言jを行うものとされて
いる)，同じく職業教育課に「特殊専門職jとして 4人，及び社会教育局に「局付事務官Jとし

て5人をそれぞれ見出し得る (2針。 1949年に文部省官制が麗止されたことにより「視学宮jは法

令上消滅しているにかかわらず，このように従来の「視学官Jに相当する担当官が引き続き存在
していたのである (r視学宮」が再び法令上に登場するのは， 1953年 1slの文部省設置法施行規
則〔文部省令2号〕の制定からである)。

次に1952年の行政整理について見る。この時期の行政改革の基本性格は， r講和条約の締結を
機とし， (中略)複雑越大化した現行政機構及び行政事務に根本的検討を加え，行政上の煩墳な

諸制約を除去するJことで「講和後の自立民主日本に適わしい新行政体制を樹立するJ(30)点にあっ

た。これを受けた行政整理方針は，行政衛素化本部答申によって当初，一般整理率20%とされて

いた (31)。しかし，その後の属僚懇談会を経てこれがさらに30%に引き上げられた (32)。その結果，

1951年10月5B r人員整理に関する件J(33) (閣議決定)よって，文部省については次真に示す
ような人員整理が決定された(外局，附属機関を覗く)。

この表中，まとまった人員規模を持ち，かつ一般整理率の例外として低い整理率に押えられて

いるものとして， (9)の管理局教育施設部，同の大学学術局， (16)の調査局等が指摘できるが，とり

わけ特徴的なのは， (12)，同，制，闘に見られるように，それらが初等中等教育行政の領域に集中

している点である。このような結果に叢る過程には，間違いなく文部省による抵抗，巻き返しが

行なわれているのであるが，この整理結果に表われた文部省の政策意思は，初等中等教育行政・

地方教育行政に対して強い関心を寄せ，その行政分野，行政機能に可能な限り手厚い人的条件を

確保しようとするものと言える。文部省による初等中等教育行政への関心の高さは，必然的に文

部行政における地方教脊行政の重要性を規定する o すなわち前者の行政を純然たる文部省の行政

として展開することは不可能で、あって，戦後においてはとりわけそれが教育委員会を通じてしか

実行し得ない法制をとったことから，地方教育行政は文部行政の一環として一層の重要性を付与

されることとなったのである。こうした特徴は表-5，表-6に見られる局への人員配置の変遷

からもうかがい知ることができる。1952年における文部省定員総数の全体的縮小にもかかわらず，

社会教育局の増(約11%)とともに，初等中等教育局の人員増(約17%)が顕著である(表-6)。

初等中等教育局は，従前の 5課から 7課1室へと課の数でも増大しているのであるが(表-4参

照)，その点からすればこの人員増は当然と見えるかもしれない。しかしながら，調査局の場合

のように，諜の数では 5諜から 7諜への増大にもかかわらず，人員はかえって減少しているのを

みても，初等中等教育局の人員増大は，明らかに選択的意鴎の結果であり臨有の政策意思を示す

ものと見なければならない。
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(定員) (整潔人;員) (備 考) 〔整理率〕

(1)教職員適格審査 16 6 (37.5%J 

(2)渉 外 事 手芸 11 11 (100.0%J 

(3) ユ ヰ、 ス コ 29 O ( 0 J 

(4)指定生産資材 4 4 統制廃止後減員(100%J

(5) 教育用品の規格 16 8 (50.0%J 

(6) 教 行 政 21 6 (28.6%J 

(7)鴎語改善普及 23 4 (17.4%J 

(8) 米人講師講習会 6 O ( 0 J 

(9)施 言責 関 係 158 20 (12.7%J 

(10) 史 料 長官 9 O ( 0 J 

(11) 自然教育関 18 O ( 0 J 

(12) 教育指導専門職員 115 5 (4.3%J 

倒産業教育振興 29 2 (6.9%J 

(14)大学学術行政 127 12 (9.4%J 

(15) 図書館職員養成 4 O ( 0 J 

(16)統計集計員 91 13 (14.3%J 

(問教科 検定刊行 42 2 (4.8%J 

(18)地方教育行政関係 53 5 (9.4%J 

(叫運輸省より移管分 2 O ( 0 J 

(20) そ の 他 629 187 整理人員算出には特別職3除外(29.8%J

言十 1，403 285 (20.3%J 

1952年の組織改変は，従来の<初等中等教育行政>と<地方教育行政>との“分離"(前者を

初等中等教育局，後者を調査普及局とする局課構成)にかえて，両者を“融合"させる(初等中

等教育局へ)局課再編を行なったと同時に，加えてその分野への手厚い人員配震を試みている点

lこ一つの特徴を有する。それは疑いなく<初等中等教育符政>したがってまた<地方教育行政>

の占める，文部行故における位置づけの高さを物語るものである。そしてふり帰って見れば，戦

後の文部行政機構の形態変化にもかかわらず，その「タテワ 1)J性の中iこ一貫して働いていた政

策指向が，まさに以上の論理にほかならなかったのである(判。

3刻中央一地方関係の再編一一文部行政における盟家欝与法制の変動過程一一

前節までにおいては， 1950年代の機構変動の特質を，主としてその(内部)綴織面から探って

きた。以下では，この変動過濯をその作剤師に焦点を合わせて検討することにしたい。なお本節

の課題と次章との関連をあらかじめ述べておけば，本章者の以下で検討するのは，中央一地方関係

の作用面のうち，主として「国家関与Jにかかわる法制詞についてであり，次章はいわばその実
態語という位置づけができょう。
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(1) 機関委任事務の制産化

戦後の地方教育行政機構の改革・立案過程において，文部省が地方に対する一般的監督権の保

持に盟執していたことは，すでに見た通りである(問。けれどもこの文部省の試みは，法制上承

認されるところとならず，教育委員会法 (55条2項)及び文部省設寵法(5条2項)が定立した

規範原理は.r法律の別段の定がある場合j以外は f行政上及び運営上jの「監督jを排除する
というものであった。しかしこれは.r監督j権の一切の無条件的否定を意味するのではなく，
差し当っては，立案段階における文部省の目論見であった一般的監督権から，個々の作用法律上

の規定を必要とする，個別的監督権への変化を意味していた (36)。そして.1952年 3月までにお

いては，先の「別段の定jに該当する文部省の f監督j権を規定した個別法は，教育職員免許法

(1949年5丹318.法律147号。 19条)と，文化財保護法 (1950年 5丹308.法律214号。 104条)

の二つであった。ともあれ，ここでは億別法律による個別事務についての「監督j権の設定とい

う法制上の涼理に変わりはない。

ところが.1952年4月15日，統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律(法律92号)によっ

て，教育委員会法に55条の2が新設され.r教育委員会が簡の機関として処理する持政事務J(い
わゆる，国の機関委任事務)について.r文部大臣Jから「教育委員会J(都道府県及び市町村)
に対する「指揮監督」権が設定された。ここに表れた変化は，それまでの個別法律により.f底別

事務を指定する監督方式から，今度は，留の機関委任事務という形での一般的監督方式への切り

替えを意味している。この変化は，当局者自らが自問する通り「従来の教育委員会法の建前をあ

る程度，いや相当程度，変更するもののように思われる。Jというのは，従来からある同法55条

2項の趣旨は.r文部大臣，都道府県委員会および地方委員会のタテの関係では原則として指揮
監督の関係がないという建前をとっているJからである (37)。まさにこの通りなのであるが，し

かしこの論者はすぐ後で，いともあっさりとそれが「相当稼度Jの「変更Jでも河でもない，と
して次のように述べるのである。新設の55条の 2の「規定もまた『法律による別段の定がある場

合jとして読まれるのであって，前掲第55条第2項の規定と矛盾するものではないJ(38)と。

このような閤の機関委任事務についての指揮監督関係の一般化は，明らかに文部省にとっての

「法律上の実益Jをもたらすものである。すなわち.r今後国の行政事務を教育委員会に委任す
る場合には従来のように個々の法律に個別的に指揮監督の関係を規定する必要がなくなったこと

であって，将来は閣の事務を教育委員会に機関委任するのであるという趣旨が規定されさえすれ

ば，そしてそれだけが規定されれば，自動的に本条が発動して主務大臣と教育委員会は指揮監督

をするものとこれを受けるものの関係に立つのである。J(39) (傍点引用者)つまりは，国から地

方への f指揮監督J権を設けるのに，そのつど個別に議会の承認を求める(立法的統制に服す)
必要がなくなったということである。

こうして，教育委員会法55条の2の新設は，法律上の規定としてもまた文部省の政策意思から

しても，明らかに個別的監督権から，機関委任事務方式による一般的監督権への転換にほかなら

ない。もとよりここでいう「一般的Jとは，占領期当初の文部省が企図したような無限定，包括

的なそれとは異なっている。あくまでそれは，国の事務であり(地方の事務でなく).機関委任

事務(団体委任事務でなく)でなければならない。法律論ないし事務の概念的底割論としては確

かにそうである。だが実際には，すべての事務をこのように裁然と分類し得ない点が問題であっ

て，そのことがむしろ行政運営における文部省の裁量性を生かしうる所以とも言えるのである。

次に示す事実経過は，文部省がこの点を十分に自覚していたことを裏書きするものといえよう。
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1952年8月訪日，地方自治法の改正(法律306号)により，附則の後に新たに「別表jが登場

した。「委任事務が一目瞭然とわかるようにすることj酬が「尉表j掲載の趣旨であった(別表

第lと第2がいわゆる「団体委任事務j。第3と第4がいわゆる「機関委任事務jである)。同改

正法の立案さ当局である自治庁は「別表」新設の理由として次のような点をあげていた。すなわち，

「第一に，現行の義務的処理……を定めているものについては，その必要性又は妥当性について

の批判検討の機会を多からしめ，将来これを整理し合理化する気運を助長すべきこと。第二に，

将来新に義務附けをすることは，これによって，椙当押鰐されるであろう……J(41)と。このよ

うな趣旨に立つ「別表J作成案が明らかにされると，文部省は次の如き理由をあげてそれに反対

の意思を表明したのである。

「一.地方公共団体の事務と公共事務と国の事務に属しない行政事務を二分することに反対する。

また法令による経費の負担ならびに支出は公共間体の処理する事務の外であるとの考え方にも

疑関がある。

ニ.別表(公共団体の事務の列挙)作成にはつぎの理由から反対である。

郎表の作成は技術的に非常に掴難である。

(1)現行法令上，圏体事務であるか機関の事務であるか分明できないものが多い。

(2) (路)

(3) 列挙するに当って脱漏が起る。J(42) 

上記のこの(1)に述べられている通り， r団体事務Jか， r機関の事務jかの区別が「分明できな
いものが多い」ことを，文部省自らが認めているのである。この点と，先の教育委員会法55条の

2の規定を重ね合わせると， r教育委員会が国の機関として処理する行政事務」という，甚だ「分
明jでない要件により，文部大臣の「指揮監督」権が認められたことを意味するものとなる。し

かも文部省はここで，事務分類をいく分かでも「分明jにしようとする趣留の「別表」作成に反

対しているのである。それは，事務区分の“不分明"性を温存しようとしたものと言ってよかろ

う。こうして， r機関委任事務Jという観念にもとづく文部省の一般的監督権の設定は，実際上，
非限定的，苔むしろ極めて包括的な効果を営む可能性すら持っと言えるのである凶)。

(2) r指導助言j権に関わる法制の位指変動
1952年4月の一般的「指揮監督j権の設定は，法制上は鴎の機関委任事務についてのみ適用さ

れるものであった限り，その眼りではなお対象範囲の限定性を持っと言ってよい。この時点では，

f団体事務JIこ対する爵家関与法制は，依然として「指導助言J的作用 (r非権力j的関与)が
対応するにとどまる。しかし，この<r団体事務」ご「非権力J的関与>という大枠の対応関係
を維持しながらも，いわゆる「非権力J的としてくくられる作用形態のうちから，いくつかの新
しい手段形態，権眼が分化していく点が， 1950年代における国家関与法制変動の大きな特徴をな

すのである。それは，法制上に位置する「指導助言j権の位相変化の過軽として特徴づけられる。

以下その過程を見ていくことにしよう。

まず第一に挙げられるのは， 1952年7丹31日の文部省設置法改正(5条1項目号)，及び同年

8月15日の地方自治法改正 (245条の3第4項)による， r勧告」権の新設である。 1949年の文部
省設置法上においては， r行政指導Jを根拠づける規定は，すべて「専門的，技術的な指導と助言J，
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f指導j，r援助と助言Jのいずれかの表現がとられていた。 1952年の改正においても，これらの
規定はそれとして残されてはいるが，そこに新に「勧告Jが付け加えられたので、ある。この点に

ついて議会審議の過程でも， r勧告」という墳を入れる必要性j，r勧告という意味がどの程
度の強いものを持っているかj，そして「官僚行政の色彩を強める結果になりはしないかという

懸念Jが表明された (44) これに対する文部省側の答弁は，一方で事実上， r勧告Jするというこ
とが「従来もございました」と，それが新たな機能の付加ではない旨を述べつつ，他方で「少く

とも勧告はできるのだということをここではっきり謡ったj，rはっきり根拠づけたJと，あくま
で法的権限の明確化である皆を表明していた(制。この点を理解するためには， r指導j. 
といったものが，官僚法学上，~た講学上，法的な「権眼J としては取り扱われていない，とい

う点に注意する必要がある。例えば， 1949年の文部省設置法においても，先の諸規定が見出され

るのは， r任務j(4条)及び各局の所掌「事務Jとしてであり f権限j(5条)としては定めら
れていないのである。また，法令用語辞典等においても， r指導j . r助言」等の「行政指導j
的作用が独自の項目として掲載されることはなく，かろうじて f勧告jの項目が発見されるにと
どまる (46)。

このように見てくると，文部官僚が「はっきり根拠づけたjと述べたところに反映されていた

主観的意図は，従来の，いわゆる「指導助雷J機能 (r行政指導j)の法的位置付けの明確化とい
う点にあったことは疑いない。もとより「勧告jも「非権力的J関与にとどまるもので，その法
律的効巣(法的拘束性)は無である。けれども少なくとも，文部省にとっての主体的位置づけと

しては， r勧告J権の新設は，従来の関与機能に対しての新しい意味づけを含んでいるのである。
この点を，文部省設置法の改正と同様，第13臨菌会で行なわれた地方自治法の改正を取り上げて

指摘してみよう。この改正では f主務大臣Jによる「技術的な助雷著しくは勧告j(245条の 3第

4項)を認めていたが，この「主務大臣Jには当然文部大臣も含まれる。そして，持法案に関し

ての国会答弁資料においては， r勧告は，助雷よりも強い権限であって勧告を受けた者は勧告を
しなければならない義務を負うと解するj(47) (傍点筆者)との理解が示されていたのである。

同じく「非権力j行政としてくくられるとしても，ここに述べられている f勧告J権の性格は，
従来と異なる基調を帯びている。

以上の「勧告j権の設定と連なる動向として，さらに指撤しておくべき変化がいくつか見られ

る。一つは， 1952年の文部省設翠法改正により，従来，初等中等教育局及び社会教育局における

「指導助言Jの行使形態として特に定められていた， r教育委員会その他機関の求めに応じjて
行う「指導と助言Jの規定(8条5考のハ， 10条4号のハ)が削除されたこと。二つは，同じ改
正で文部省の「企画J機能がはっきり打ち出されたことである。こうして，地方からの「求めに
応じjて関与するのではなく，文部省が進んで政策を「企画J立案し，それに従って「指導助言j，
「勧告Jが行われるわけである。

以上のように，国家関与の行政手段の分化，およびその「非権力J性の位相変容に示された地

方に対する“積極性"は，まず国の意思として明確に動き始めた。けれども，ここではまだ法制

上の変化はさほど大きなものではない。それが法制上に大きな変動をもたらし，一つの画期をな

すに至るのは1956年においてである0

1956年6月31日，地方教育行政の組織及び運営に関する法律(法律162号。以下， r地教行法J
と略す。)において，文部大臣の教育委員会に対する f事務の管理及び執行について違反の是正

又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めるj権限が新設された (52条1項)。これは通常，
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「措置要求J権と呼ばれるものであるが，この規定の登場によって， r非権力J的国家関与法制
の分化，位相変動は決定的なものとなった(それは「変質jといって過言ではない)。

この規定の新設につき文部省の天城勲は， r文部大臣の措置要求について本条が設けられたこ
とは，教育行政に関する国と地方公共団体の関係調整において， I日法の建前から一歩進み出した

ものであるJ(48)と述べていた(傍点引用者)。このような新らしさ，麗期性は， r措寵要求J権
限の法的性格にくっきりと皮映している。天城は，この f措誼要求j権の法的性格を説明するた

めに，一方に「非権力的な指導，助言J作用(開法48条)を置き，もう一方に「指導監督権J
「権力的な作用J(陪法55条)を罷いて，両者との比較，対熊によって，それを明らかにしよう
としている。そうして， r措置要求J権隈の法的性格を次のように位置づけるのである。

「本条の規定は， (中略)……義務を確認し， し，反省を求める意味で行われるもので，

その点では非権力的作用の一種ではあるが，第48条の規定の作用よりは強く，地方間体におけ

るその履行を法的に強耕している。しかし指揮，監督権よりも地方団体の自主性を尊重する軽

度が強く，措置要求に基づく履行の具体的方法も地方団体の最も是とするところによってなさ

れる……J(49) (傍点引用者)

られる通り， r播置要求j権限は， r非権力的作用の一種Jであり，なおかつ fその履行を法
的に強制jし得る，という複雑な法的性格を持つ行政手段なのである。いわば， r指導助言J(r非
権力J的性格)と「指揮監督J(r権力J的性格)との簡に新たな中間領域を設定したものと
る。この場合lこは， r非権力的Jあるいは「権力的jと言っても，この区分は全くの相対的意味
あいしか持たないものとなる。ともかく，従来の法制における「指導J，r助言J，r勧告Jとは明
確に異質な法的性格を帯びた行政手段として， r措置要求J権協登場したのである。
1956年の法変動で、今一つの注目すべき点は，地教行法によって， r文部大臣は都道府県又は市
町村に対し，都道府県委員会は市町村に対し(中略)必要な指導，助言又は援助を行うものとす

る。J(48条)と規定されたことである。第48条は，規定そのものとして見れば，その作用語では
従来の「指導助言」の踏襲であるし，関与対象の範閤としても， 1952年までのそれを特に拡張す

るものとはいえない。にもかかわらず，文部当局者によって，同条は極めて高い位置付けを与え

られているのである。先に見たように， 1952年の文部省設置法改正及び地方自治法改正の中に，

すでに文部省の地方に対する「行政指導」の“積極性"が少なからず皮映していた。こうした方

向性を「明確化」し，かつ従来の在り方から「一歩を進めて，文部大臣及び都道府県委員会のよ

り積極的な指導的立場を明らかにしたものJ(50)が，この48条なのであった。
この48条の規定の意味はおよそ次の二点に求められる。第一は，従来の法制においては都道府

県教育委員会と市町村教育委員会は，対等の関係で構成されていたのであるが，ここで f指導助

作用を通じて，都道府県と市町村が上下関係を形成することとなった点である o これは文部

省が自らの行政機能の媒介者として都道府県を位置づけるためにも，必要な措置であったと思わ

れる。第二は，それまで単に中央教育行政の組織法(文部省設置法)上の位置づけにとどまって

いた文部省の「指導助君j権を，地方団体法に，しかもその「綴織と運営Jを定める法律上にも
根拠づけたことである。すなわち，地教行法は「教育委員会の設置，組織及びその権限を定める

だけでなく， (中略)文部大臣，教育委員会等の教育行政機関相互の関係をも明らかにし，その

題名の示すごとく，地方教育行政の組織及び運営の基本を確立しようとするものである。この法
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律は，右のごとくであるから，単なる地方教育行政の組織のみを定めるものではない……J(51)。

もちろん，各省の事実上の「行政指導Jは，何ら作用法的根拠がない場合でも広く行なわれて

きたし，解釈論としても，それに対して有力な批判があるとは蓄えず，法律的根拠の有無につい

ては「消極説」が多数を占めている (52)。つまり，作用法的な援権規定を欠いていたことが， )3IJ段，

文部省が「行政指導Jを行う際の制約となっていたわけではない。にもかかわらずこの48条を改
めて規定した意味は，むしろ「指導助言」として行なった働きかけの効力を， r制度的担保J(53) 
によって強める点にあったと考えられる。官僚の側からの認識として， r行政指導は，勿論法律
の根拠のある方が望ましいし，またより容易に実効性をあげられるJ(54)と語られているのは，そ

のー左証といえよう。このように見れば，従来から一貫して存在した文部省の「指導助言J作用

は， 1956年の法制化によって，従来より一層の“積極性"を付与されるに至ったと言わなければ

ならない。

以上， 1956年の国家関与法制の変動は， r措置要求」権の出現に顕著に示されているように，
盟家関与手段の新しい形態への分化と， r指導助言j権を含めての法的性置づけの強化として現
れた。そこでは，それぞれの関与形態の「非権力J性と「権力j牲といった区別は，緩めて不分
明なものとなる。また，従来の国家関与法制においては，<機関委任事務立 f権力j的関与>，

く団体事務~ r非権力」的関与>という区別と対応関係は，比較的明擦であったと言える。しか
し， r権力J的性格に極めて接近していると見られる「措置要求J権(55)は， r機関委任事務Jr団
体事務jを問わず，すべての事務に適用しうる法制となっているために (56) いきおいそうした

区分は不明瞭かつ流動的とならざるを得ないのである。

ところで，この「措置要求」権は，同じく第24回間会で改正された地方自治法(1956年6月12

日，法律147考)によっても設定されていた (246条の 2)。しかし，それが地教行法の場合と異

なるのは，地方に対する f措置要求」権の行使主体が，内閣総理大臣となっている点である。つ

まりこの規定においては，各議の「主務大臣には直接その行使を認めないで，その議求を受けて，

調整の上内閣総理大臣が行使するJ(57)という手続がとられるのである。そして，このようにし

た理由は， r団体事務J(地方事務)に対する各省の悶家関与を，できるだけ調整，抑制しながら
認める趣旨に立つものであった。国会答弁資料は言う or主務大臣は地方公共間体の機関委任事
務については別に広汎な指揮監督権を有するが，本条は団体自体の事務をも含めての是正改善の

ための措置であるので，主務大臣誼接の権限としなかったJ(58)。
これとは異なり，地教行法では「文部大臣jに誼接， r措置要求」権を付与したのであった。
つまり，文部省と教育委員会とは“一対一"の関係で結ばれ，かっ文部省自らが「措置要求J権
を行使し得る。これに対し，他の各省と地方とは“多対一"の関係であり，しかもその「措寵要

求Jの機能は，内閣総理大臣の「調整」を介してしか発動し得ない。ここに現れている特質は，

以前に指摘しておいた，戦後文部行政機構における，より一貫した「タテワリJ支配の f特殊性」
を裏づけるものにほかならない (59)。そして，文部大臣にのみ， r措置要求j権の藍接的行使が要
される理由を，文部官僚は次のように述べていた。

「地方公共間体の行う教育事務の団体事務中に占める比重は他に比して特に大きく，かつ間体

事務たる教育事務は，単なる自治事務とは観念できず，国は之に対し通常の自治事務に対する

場合以上に重い糞任を負い，強い関心を払わなければならないのであるoJ(60) (傍点引用者)
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ここに注目すべきは，形式的に「団体事務たる教育事務Jであることを認めながら，しかしそ

れが「単なる自治事務とは観念Jできないものとして，つまりは強い国家性を帯びたものとして

捉えられていることである。しかもそのことが，他の行政分野との対比における教育事務の「特

殊性j論から導かれており，それがさらに文部行敢に独自な盟の「費任j論を構成している点に

大きな特徴がある。このように，文部行政における「間体事務Jに対する「措置要求j権の設定

は，他の各省と地方との関係におけるのとは巽なった，独自の中央一地方関係の在り方(r特殊性J)
を反映したものなのである。

(3) 文部行政事務の肥大化

以上，隈家関与法制の変動過根に焦点を合わせて1950年代の特徴を見てきた。しかしこの過程

は問時に，文部行政の対象領域が肥大化していく過程でもあった。すでに第 1主義で見た通り，

1949年の文部省設費法は，文部省が関わりうる行政の対象範囲を，必ずしも限定することなくし

て終った。けれども，規範上の“包括性"は，実擦の文部行政が，広範圏の対象と厚みを伴って

展開するための，実体的基盤となることはできない。その時々の現実の文部行政が，いかなる対

象範囲に，いかなる内容で関与していたのかを，実体的に明らかにすることは容易なことではな

い。本章第2節での組織面，人員商からの接近もその一つの手がかりとなり得るが，決定的なも

のではない。結局それらは，多面的に樽構成されるほかはない。

ところで，何らかの事業や機能が物的，組織的，或いは手続的条件を伴って，安定した行政展

開を保持し得るかどうかを判断する指標としては，何といっても法制化の契機を落とすことがで

きない。まがりなりにも，“法律による行政"を建前とする戦後においては，なおさらのことであっ

て，穣々の圧力母体が，自らの要求を「法制化jへ向けて働きかけている現象は，それを端的に

示している。そこで以下では，文部行政の対象範翻の広さ，大きさを，さしあたり，立法化によっ

て包摂されるそれとして概観?る。そしてそこからうかがえる， 1950年代における，文部行政事

務の肥大化という現象を通して晃た場合に，これまで検討してきた国家関与法制の変動過聴が，

いかなる必然性と特質を有したものとして浮かび上がってくるのか，を検討してみることにしよ

つ。

表-7は，文部省組織令(1952年8月初日制定，政令387号)の上から見た，文部省所管法律

の増大の様子を示したものである。同組織令において，文部省の所掌「事務jとしてカウントさ

れる法律件数は述べ54本になる(1957年まで)。それを制定年代別の{牛数として見れば次の通り

であるo

1946年以前 ...・ H ・..…....・ H ・...・ 4 

1947年

1948年 ・・H ・H ・-…...・H ・-…・ 4

1949年....・ H ・..…....・ H ・ 9

1950年....・H ・........・H ・.... 2 

1951年....・H ・........・H ・.... 5 

1952年....・H ・....・H ・....・H ・ 4

1953年 ・・H ・H ・...…H ・H ・-… 7

1954年 ……....・H ・...・H ・-・・ 4 

1955年 H ・H ・-…H ・H ・...・H ・ 5
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表一 7 文部省の所管法律一覧(~1959年)

〈1952年8月30日〔政令387号))

0文化功労者年金法(昭和26年)に関する事務

0教育基本法(昭和22年)に関する事務

。義務教育費国庫負担法(昭和27年，法303号) tこ関する事務

0公立高等学校定時寄せ課程職員費留庫補助法(昭和23年，法134号)に関

する事務

0市町村立学校職員給与負担法(昭和23年，法135号)に関する事務

。新たに入学する児妾に対する教科用図警の給与に関する法律(昭和27年，

法32号)に関する事務

0教育公務員特例法(昭和24年，法1号)に関する法令案作成についての

連絡調整

0教育委員会法(昭和23年，法170号)に関する事務

0産業教育振興法(昭和26年，法228号)に関する事務

0教科警の発行に関する臨時措資法(昭和23年，法123号)に関する事務

0文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和24年，法149号)に関す

る事務

所管局課

大径官房人事課

向 総務課

初等中等教育局財務課
。

。

。

同 地方諜

イ〉

同 職業教育課

同 教科筈諜

。

0国立学校設鐙法(昭和24年，法150号) tこ関する事務 i大学学術局 庶務課

0産業教育振興法(15条1項4号，開条2項I号， 19条)に掬する事務 ! 同 技術教育諜

。教育職員免許法(昭和24年，法147号)に関する事務

。教育職員免許施行法(昭和24年，法148号)に関する事務

。大臼本育英会法(昭和19年，法30号)に関する事務

。民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和26年，法227号)に関する事

務

0社会教育法(昭和24年，法207号)に関する毒事務

0図書館法(昭和25年，法118号)に衡する事務

oj薄物館法(昭和26年，法185号)に関する事務

0著作権法(明治32年，法39号)に関する事務

。著作権iこ関する仲介業務に燃する法律(昭和14年，法67号)に関する事

務

0予約出版法(明治43年，法55号)に関する事務

0ユネスコ活動に関する法律(昭和27年，法207号) tこ関する事務

0国立国語研究所設議法(昭和24年，法254号)に隠する事務

。宗教法人法(昭和26年，法126号)に関する事務

0産業教育振興法(19条で準用する15条1項 1号，間 H手， 15条2工員1号，

同 教職員養成課

。(但し，これら法

に基き，都港府県教委

が行う認定講習の補助

については，初中局財

務課)

間 学生課

。

社会教育局社会教育課

間社会教育施設課

。

同 著作権諜

ィp

。

調査局 国際文化課

関 国語諜

同 宗務課

管理局 振興課
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〈1952年8月30B (政令387号)) 所管局課

16条)に関する事務

。私立学校法(昭和24年，法270号)に関する事務 |管理局 振興課

0私立学校振興会法(昭和27年，法11号)に関する事務 l ク

0学校施設の確保に関する政令(昭和24年，政3H苦)に関する事務 j 同 計踊諜

0産業教育振興法 (15条1項 3号〔除設{繍).15条 1項4号〔公立大学)) I 悶 助成課

に関する事務

0文化財保護法(昭和25年，法214号)に関する法令案の作成。

(1953年10丹15日〔政令326号))

O~理科教育振興法(昭和28年，法186号)に関する事務

0学校図書館法(昭和28年，法185号)に隠する事務

O高静開等騨学吋時閑悶信儲教糊脊轍振僻鰍棚叩2畔8昨年 法出制帥悶2おm附3お問8時糊号制)t川に判こ

る事務

0青年学級振興法(昭和28年，法211号)に隠する事務

0私立学校職員共済総合法(昭和28年，法245号)に関する事務

0公立学校施設費国康負担法(昭和28年，法247号)に関する事務

。危検校舎改築促進続時措5霊法(昭和28年，法248号)に関する事務

(1954年6月25日〔政令161号))

文化財保護委員会事務

局(企画連絡課)

所管局課

初等中等教育潟初等教

育課・中等教育課及び

大学学術局教職員養成

諜

初等中等教育局

中等教予脊守課

社会教育局 社会教育課

管理局 振興課

同 効成課

。

所管局諜

0へき地教育振興法(昭和29年，法143号)に関する事務についての連絡調|初等中等教育局 財務課

整

0義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時捻霞法

(昭和29年，法157号)に関する事務

向 地方課

0盲学校，ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和29年. I 同 特殊教育禁

法律144号)に関する事務

0学校給食法(昭和2除法16聞に関する事務 |管理局 学校給食諜

(1956年4月5日〔政令87号)) 所管局課

o (新たに入学する児童に対する教科用問の給与に関する法律)→就学|初等中等教育局財務課

困難な児三重のための数料問図惑の給与に対する留の補助に関する法律

(昭和31年，法40号，法律変更)に関する事務

77 
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(1956年9月18日〔政令293号J) 所管局課

。公立養護学校軍基備特別措置法(昭和31年，法152号)に関する事務

O日本学士院法(昭和31年，法217号)に関する事務

初等中等教脊局財務課

及び管理局助成課

大学学術局 学術課

0万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年， I社会教育局 著作権譲

法86号)に関する事務

。昭和27年9月初日以前に給与軸の生じた!日財図法人私学，怒絵脚の年|管理局 振興課

金の特別措置に関する法律(昭和30年，法68号)に関する毒事務

0臼本学校給食会法(昭和30年，法国号)に関する事務 | 問
。夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年，法

157号)に関する事務

0公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法(昭和30年，法147号)に関す| 向

る事務

学校給食課

イシ

助成諜

(1957年7月31B (政令239号J) 所管局諜

0教育公務員特例法32条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学|大陸官房人事管理宮

校看護婦としての在織を準教育職員としての夜織とみなすことに関する

法律(昭和30i手，法85号)に関する事務についての連絡調整

0女子教育職員のE霊前産後のf木P~中における学校教育の正常な実施の確保|

に関する法律(昭和30年，法125号)に隠する事務についての連絡調整

0農業又は水産lこ係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員 i

に対する康業教育手当の支給に関する法律(昭和32i手，法145号)に関す

る事務についての連絡調整

0国立及び公立の学校の事務職員の休戦の特例に関する法律(昭和32年， I初等中等教育局地方課

法117号)に関する法令案の作成についての連絡調繋

。公立学校の学校医の公務災家補僕に関する法律(昭和32年，法 143号)

に関する事務

同 保健課
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1949年の最高 9本を別とすれば， 1950年までの各年の法律制定件数は，最大で 4であり概して

少ない。それに対し1950年代では，例年，概ね 4本以上の法律が新設されており，その増加が顕

著である。とりわけ， 1953年前後に集中している振興的，助成的な諸事業の拡張が特徴的である。

これらの法律制定にともなう新事業の創設は，処理すべき行政事務最の肥大化をもたらすが，そ

れらは言うまでもなく文部省のみによって担われるのでなく，また教育委員会のみによって担わ

れるのでもない。

とりわけ，この時期に相ついで制定された振興・助成関連諸法においては，当該事業について

の盟の財政補助を規定するのを通例としており，ある事業の遂行が地方レベルでは完結し得ない，

闘の施策との密接な関連性を持たざるを得ないものとして与えられている点に注意しなければな

らない。こうした振興・助成施策の実施Jこ伴って，屈の補助金配分機能を通じた様々の規制があ

りうることは容易に想像されるところである。ここに，閣の地方に対する統制力をはかる指標の

ーっとして，中央省庁の各局，各課が持つ法律の重要性が浮かひ守上がってくることとなる (61)。

これを表一?に揚げた所管部局別の法律件数から見れば，総数日本のうち19本が初等中等教育局，

15本が管理局の所管に関わるもので，この 2崩だけですでに全体の 6割以上を占める (62) (以下，

社会教育局 8，大学学術開 8，大臣官房5，調査局 3，と続く)。ここからもまた，文部行政に

おける初等中等教育行政の比重の高さ，したがってまた地方教育行政の国家的性格を指摘するこ

とができょう o しかもこのことは，地方教育行政の持つ意味をいささかも減じないばかりか，む

しろ文部行政が成立しうるために地方教育行政は欠くことのできない重要な地位を占めることに

なるのである。

この点を別の角度から述べると次のようになろう。先に見た通り，法律の新設・増加が瀧む

1950年代において，文部省の本省人員数は，むしろ減少化していく傾向にあった(本章， 2節(2))。

このような人員減少にもかかわらず，所掌「事務」の肥大化が進な中では，これらの事務処理を

文部省以外の機関，とりわけ教育委員会へ分担させていく方向が必然化せざるを得ない。つまり，

事務・事業の肥大化が進行すればするほど，それの処理機能の「分散j化もまた不可避的に進行

するのである。こうして，一方で、文部省は自らの所管行政の処理・遂行にあたって，ますます教

育委員会への依存性を強めていかざるを得ない。しかし他方，文部省はその分按処理の過程に対

して，依然として自らの統一意思を保持しようとするのである。このような二つの要請を同時に

満たすべくして打ち出された論理が，国と地方の“協力"“協調"関係論であった。 1952年の時

点ですでに，木田宏は「盟・都道府県・市町村相互の協調」を指摘した中で次のように述べてい

た。

「地方自治は， 1隈々の市町村の分立と孤立を意味するものではない。それぞれの市町村が，そ

の拐任する事務を責任を持って行い，同一都道府県内の市町村として，国法の基本に沿って柏

ともに仕事をするところにこそ，その発展を期することができる。J(63) (傍点信用者)

この主張は，需年11月の市町村教育委員会の全面発足に焦点を合せて述べられているものでは

あるが，問題は単に市町村の行政運営の統一性確保という点に尽きるものではない。市町村レベ

ルの統一性を維持するためにも，都道府県の統一性がそれに先立って一層重要な要になるのであ
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り，そこでは文部省との湾関性の強化がより端的に求められるのである。 1952年 7丹の文部省設

罷法改正の時点でも， r地方分権主義の，実情に即さない行きすぎを是正することj，及びそれに
対応した文部省の「指導力」の強化が提起されていたのは，その一表現であった (64)。このよう

な趨勢は，1950年代の機構再編の第二の画期を成している1956年において，より一層明確な形を

とって現われる。すなわち，地教行法制定の「理念Jとして強調されたのは，教育事務に対する
「圏家的な要講を極めて強く考えjたところの， r国，都道府県及び市町村の間における連繋J
の強化という点であった (65) 同法における「措置要求J権の新設，及び「行政指導jによる関

与機能の法的位置づけの強化等に示される，一連の国家関与法制の整備は，こうした f連繋jを
確保する手段として位置づくのである。

このような1950年代における閣と地方の関係の再編論(後にいわゆる「協力・協同関係J論，

ないしは f機能分担J論として定式化されるもの) (66)の登場は，単に文部行政においてばかり

でなく，地方自治法の改変に醸しでも唱えられたように，国と地方の関係の全体に及ぶ「高度な

協力体制j(67)の確立を方向づけるものであった。この再編論がもっ意味は，戦後改革によって

打ち出された閣と地方の関係論の基調と比較する時，よりはっきりとした特質として浮かび上が

る。すなわち，占領下の機構改革においては，閣と地方はいわば「対立J関係で構成され，前者
の抑制化，後者の自律性拡大がその基調を成していた。それに対して， 1950年代においては，両

者の関係を rr対立jから『協力jに再構成することが試みられたj(68)のである o しかも，この

「協力」関係論は菌と地方の「併立的協力関係」なのではなく (69) 1952年から1956年に叢る民

家関与法制の変質が如実に示しているように，実は闘の優越的地位を前提とした「協力」関係な

のである o そして，このような方向を必然化させていた論理が，先に述べたような，一方での事

務の肥大化による行政機能の地方への「分散j化の進展と，他方での国家意思による統一化の要

請という，ニつの契機に規定されたものだったのである。

Oi:) 

( 1) 1951年まで続けられた教育課程基準立法秘定の努力が，結局挫折に至った事実はその一例証である。

鈴木英一氏は，この立法化挫折の経緯にふれて， r1950年をすぎると，占領も終擦に近づき， CIEの『内

面指導jの威力も落ちてきたことjをその r-I3iJとしてあげている (r戦後改革における教育課程・
教科書寒行政Jr教科書と教育(法学セミナー増刊総合特集17)J，72ページ)。

( 2) 外務次宮より文部次官あて通知「総前令部民政局による法令案等の審査の廃止に関する件J(1952 

年4月24日)0 r総司令部民政局による法律案の事前審査並びに政令の挙後審笈は，すべて本月28日を

もって打切られ，それ以後の法律案については臼本政府独自の立場によって国会に提出されることと

なり……J(r文部行政資料j第7集， 659-660ページ)。

( 3 ) 行政管理庁管理部『行政機構年報J1巻(1950)，r資料42J， 152ページ。

( 4 )戦後教育資料J庇-20，以下特に主主記のないものはこの文書からの引用である。

( 5 ) r昭和25年度のわれらの計磁(大医官房)Jr文部時報J872号(1950年5月)26ページ。森田孝執筆。

( 6 ) rこれは事務を知らない人々には理解しにくいことかも知れないが，指揮命令を中心としあるいは
権限に主主く権力行為の多い時は，わりに少数の人々でできることである。Jrしかるにj文部省は「命
令機関でなくサービス機関である。教育・学術・分化の振興のため必要なあらゆる援助と助言は，国

民の聖書求に応じてできうる限り十分に遂行しなければならない。その仕事の量はいくら努力しでもな

しとげられないほどである。(中略)これを要するに，文部省は文化国家建設に絶対必婆な官庁であ
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るとともに，その使命を達成するために必要な機構は，惜しみなく確保しなければならない。J(森田

孝 f新しい文部省の機構と性格Jr文部時報j863号， 1949年8fI， 14ページ)
( 7 ) 前注引用の森自の論理は， r文部省を事務局程度の機構に縮少すればよいとの議論に対する反証J
として述べられているものである。それは潜在的には機構拡張の論理を含むものでありつつも，当時

の状勢，文脈においてはあくまでも防衛的意味あいが濃厚である。

( 8 ) 例えば森田の次のような議論をみよ。「敗戦後民主化及び地方分権化の徹底に伴い，取締り部が極

度に縮少され，監督閣が地方に移譲されるにつれ，文部省不要論ないし縮少論の起るのは一面の真理

はある。しかし，教育行政，文化行政は本来指導助長が中心であるべきであった。ただ，各省官僚が

それに不慣れであり，又国民も組織制度が民主化された穏には民主化されていないので，政府官僚の

主導性を自ら誘致する傾向を)1頃致する。(中略)ことにわが国は社会的経済的条件が非常に慾まれな

いし，又国民一般の封建性はきわめて根強く，中央依存の弊を徐くにはきわめて長年月を婆するし，

文化的教養も低い。文教に関する中央機関の使命任務は非常に広汎である。J(注 (5)に同じ)。

ここに見られる文部行政綾，中央の f指導助長J必婆論は， r中央依存の弊jを解消させ， r封建性J
の根強い関民の蒙を寝耳くべきものとして織かれている。しかし，この議論そのものの中にも矛盾が含

まれている。もし仮に中央の f指導助言J行政が，その行政内若手の f専門的，技術的j水準の放に，

中央の「責任J(権威)を高からしめるのであるとすると，今度はそのような中央の「指導助言」は，

地方(の担い手)の水準そのものを引き上げることによって，次第にその必婆性を低下させていくこ

とになるはずだからである。

しかし，その後明らかになる文部省の f文部行政論Jは決してそうしたものではない。とりわけ

1956年の法変動の際には， r地方自治の尊重J(特に市町村教育委員会の「経営者としての責任」の強
調)と， r指導行政の重視j並びに「行政の調和と連係J(そこで強識されるのは閣の「責任J，従っ
て「文部大夜及び都道府県Jの「指導的地位jである。)とが何の矛盾もなく，というより一体のも

のとして描かれるのである(木剖宏 f遂条解説・地方教育行政の組織及び運営に喜号する法律J，1哲郎年，

第一法規， 1 -12及び267ページ以下)。

( 9 ) 行政制度審議会「行政機構の全面的改慈に関する答申J(前出注(3 ))。

(10) r文教行政の現状と将来(その l)Jr文教情報J10号(1950年4月15日)7ページ。森田孝の発言。
(11) 森田孝はある座談会の席上で， r自分らのことを擁護してくれておるということをひEったり感じさ
せjるような「世話焼きJ機梼を，文部省は自擦とすべきだとする発言に応える形で次のように述べ

ている。

「御説は誠に御尤もだが，それも結局予算がとれるかどうかできまる話です。ところが，大蔵省に

しても，その他の予算関係者は，矢張り従来通りの行為に島号する観念(念一筆者)でいるから侭かそ

の考えにピッタリあてはまる考え方で予算を組まねばとれない。(中路)文部省は，新しい考え方で(中

略)とに角サーピス機関の職能に徹しなければならない。その機能なり性格なりをよく呑み込むで，

予算を査定したり審議したりしてもらえばよいが，事実は従来通りの考え方でやられては，結局予算

がとれず，国民に有難がられる文部省にはなれないことになる。行政機構殊に文部省の規模が問題に

なるときでも全く同様です。J(r文教行政の現状と将来を諮る座談会一(2)-J r文教情報J11号， 1950 
年5月18，22ページ)

(12) (13) rわが計画を諮る(康談会)Jr文部持報J872号(1950年5月) 7ページ。伊藤日出受文部事
務次官。

(14) 間前 8ページ
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(15) 時事通信内外教育版J225号(1950年9月13日)。なお現行の局諜等の数は，外局たる文化財保護

委員会の設鐙(文化財保護法， 1950年5月初日)以前のものである。

(16) 第五回国会参議院内閣・文部連合委員会会議録j第1号 (1949年5月6日) 1ページ。森田孝の

提案説明。

なお，ここで述べられている各省設置法の「任務」規定の包括性については，大蔵省設費法が典型

的で， 1左に掲げる事項に関する閣の行政事務及び事業を一体的に遂行する資任を負うjとして，以

下 I~. IEの財務ニ.通貨三.金融関.証券取ヲIJ(3条)など 6号が極めて街路lこ掲げられ

るのみである。また，体裁や条文のf更さが文部省と類似している通商産業省設憲法においても， 1一.

通商の振興及び謁室主主主びに通商に伴う外国為替の管理 ニ.輸出品の生産の振興その他鉱産物及び工

業品の生産，流通及び消費の増進，改善及び調整並びに検査」など11号が揚げられるが，その具体的

内容は，極めて弾力的に定められていると言う他はなく，笑質的にそこに何らかの権限行使の制約は

見出しがたい。また，以上と若干異なる体裁をとるものに，!f壬務」規定の冒頭に緩めて概括的な文

言を含む例がある。厚生省設置法の f社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び矯進を図ることを

任務とし・…“J(4条)などはその一例である(農林省，労働省等も同様)。

文部省設置法の定め方はこれらに比較すると確かにより限定的である。けれども，立案過程におい

ては文部省は，包括的責任窓庁としての性格を明擦にさせるべく， 1教脊，学術，文化の主務大Iiiた

ることを明確にする表現を希望するJ(1文部省設号室法C.1. E修正案に対する問題点J1949年2月11

日， r戦後教育資料j庇-6)旨の意見をくり返し述べていたのであるo
以上指摘した各省設農法に見られる f佼務」規定の包括性，務力性の問題は，ひるがえって臼本官

僚制の特質を示す顕著なー表現とも言えよう。この点を伊藤大一氏は次のように指機しているo すな

わち「臼本の行政官庁安全体としてみた場合，まず気づく外線上の特色は，現行憲法体制の成立~J後

一一見方によっては内閣制度の発足(1885年)以来一ーその省別編成がほとんど変化していないとい

うこと」であるが，社会の諸変化にもかかわらずおおむね既存の省別編成で一応の対応が可能であっ

たことは「驚くべきことjであり，その上この間の「西欽諸国において，相当規模の省別再編成が行

なわれていた事実jを考慮すればなおさらのことである。「なぜこのようなことが可能になったのか。

その秘密を解く鍵は，おそらく行政官庁の権能と資務が慕本的に無定援のものとして観念されている

という事実のうちに見出すことができるであろうJと(伊藤大-1行政官庁と官僚制H官庁と官僚(法

学セミナー増刊総合特集23)J1983， 9 -10ページ。傍点引用者)。なお同論文がこうした設護法上の

規定の包括性との関連で， 1行政指導Jという「活動形態面における特徴jを指摘していることは，

筆者の関心からしても極めて興味深い点である。

(17)時事通信内外教育版J225号(1950年9月13臼)。

(18) 相良惟 1文部省の新しい機機と機能Jr文部時報j899号 (1952年7月) 5ページ。 8ページ。
(19) 伺前 6ページ。

(20) 河高官 5ページ。

(21) 同法は当初1949年1月1日を施行期日としていたが，向法に準拠する各省庁設援法の制定の遅れに

より，結局 6月1白まで延期された。

(22) 1行政機構刷新及び人員整理に関する件J(1949年2月25臼閣議決定)，行政管濠庁管理部『行政機

構年報J1巻 (1950)51ページ。同文書は，各省庁が人員整理を進めるに当って「行政管理庁及び大

蔵省主計局と協議するjという手続を定めている (52ページ)。このことは各省庁の定員管理の主体

としてよ記のこ省庁が独自の地位を占めていることを表している。行政管理庁，大蔵省ともに官僚機
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構のー構成要素にほかならないのであるが，定員管理政策をめぐってこのこ省庁間，あるいは他の個

別事業雀庁との関に一定の矛盾が形成されうる点で，それらは識別されねばならない。

(23) r行政整理による整理人員数に関する件J(1949年4月29日閣議決定)，同前所収， 64ページ。
(24) 文部省 f行政整理による人員整理率の例外についてJ(日付無し)r戦後教育資料JIX -6所収。
(25) 岡高官。

(26) 戦後教育資料i証一 6所収資料による o 向文書lこは f行政管理庁，大蔵省， 24， 5， 2決定」の

言書き込みがある。

会計名

部文喜

及

轄五研
等n所9¥; 

なお，この文芸警 (1949年5月2日)の本省職員会計は1420人であり，文部省職員定数規定(1949年

9月20日，文部省令33号)における， r内部部局jと f地方支分部局jの合計数1463人と若干の差異
が認められる O 別の資料では次のような整漂結果が示されており， r所轄機関jを含む総合計数では，
省令の定数 (2150人)と一致する。

文 音E 省

積 類 率
標準予
減員 新規増員 新定員 僚考算定員

(1)原則によるもの 1，816 535 13 1，294 

(2) 171J 外

1統計課織員 20% 61 12 O 49 

23 1}{1教技統教東国育術育計立京聾聴科数研博設員学理修物局博研所館出物究及張館所び所

20% 112 22 O 90 

教務術1及び 欠員の 2分 213 8 O 205 技系統の1

事務系統欠員会部 393 14 6 385 

4F持
教務宇F.r及び O 64 O O 64 技系統
事務系統欠員の 2分 67 4 O 63 σ)1 

910 60 6 856 

言十 2，726 595 19 2，150 

(r行砂機関職員定員法(昭和24年法律第26号)定員算出資料(各省より国会提出のもの)Jr行政
機構年報J1巻， I資料53J，208ページより転載)

(27) 大蔵省，行政管理庁の査定結果では， r統計課職員jの例外 (20%)が含まれているが，これは文
部省が「減員しないj旨の希望意見を出していたものである(参照「行政整理による人員整潔率の例

外等に関する件」の「十三各省共通のものj欄。これは注 (23)の f別紙」である)。

(28) r文部省職員録J(1947年8月l日現在)
(29) r文部省職員録j(1949年12月1日現在，教育事業務査研究所『日刊j教育情報発行所)。これらの
織は全てこ級官(課長と同じ格付)である。また，初等中等教育局庶務課の4人の名簿のうち 2人

は1947年当時の「視学官」であった者であり，同様に社会教育局の 5人中 4人は1947年当時の f視

学官Jである。以上の点から， 1949年版の職員録で「特殊専門j及び「局付事務官jとして掲載され

た合計9人は，従来の f視学官」に該当する職と見なしてよい。職業教育課の 4人の「特殊専門職J

が「視学官jに該当するか否かは断定し難い。

(30) r行政の改革に関する件J(1951年8月28日翻議決定)，行政管理庁管理部『行政機構年報J3巻(1952)
43ページ。

(31) r行政衛素化本部答申による人員整理案J(1951年9月初日行政管理庁)向自立『年報J3巻， 343ベー
ジ。なおこの整理案では一般整理率 (20%)のほかに， r行政事務の整理絡少に伴う人員整理J分と
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して f20%を越え100%に至る比率による」ものを予定している o 間整理案ではこれに該当する分と

して，文部省については19穫の関連事務の30-100%の整理を見積っていた(次表の(1))。これに対し

文部省は，前者については「一般繋寝室容は20%では応じがたいJと反対し，後者についてもそれぞれ

についての繋理率の大樹緩和の線で対応している。この間の経緯を示す表を次に示しておく。次に本

文で示す人員務理結果には，明らかにこの間の文部省の抵抗の跡が反映されている。

原 害軽 各省意見 検 定
事 項 定員

(整理率)
備 考

事主耳主主事 整理人民 整理率 事E王聖人民
人 % 人 幅 % 人

(1)行政事務整理にf半 483 270 92 
う分

(イ)教職員適格審査 21 100 21 約50 100 21 

(口)渉外事務 20 100 20 
事若務手整理されれば

100 20 

付指定生産資材 4 100 4 
100 100 4 

(ニ}復員者教脊 3 100 
3 ヲ況-4!揚に宣援よ護事業の状

20 

体) 講教戦習雪会良等資格賦与 6 100 6 る。 20 
(2)の(ホ)

れ)進学適正検査 2 100 2 同上 20 算「そ入の他jに

{ト) 学関校す施る設政磁令施保行に 2 100 2 向上 20 

伊) 告教IJ育定用品の規格 29 100 29 ある稜居室 100 29 

{リ)学校給食 23 100 23 一般 20 (2)の休)i人員の叫5会鳩入制合金度減は腐委に(ヌ) 文ぷ~、化財保護委員 5 50 74 向上 委その他員 20 。 。
138 

。的 学術文書主目録調 3 100 3 関上 20 
(2)の体)整

(ヲ) 学術図書撃の紹介 4 100 41 50 20 「その他」に

{ワ)学術用語の制定 4 100 4 一般 20 
算入

(カ) 地指方導教育委員会 13 100 13 向上 20 

(ヨ)宗教行政 18 30 6 向上 30 6 

(タ) 教刊科行黍編修検定 71 30 2110 20 
算「入その他」 に

(レ)社会教育事務 88 30 26 一般 20 

(ソ)国務改善普及 23 3む
7 同上f杯呈)し

30 7 

(ツ) 米人議員車講習会 6 30 2101~\l(明年度一 20 (2)の例 算「入その?通JI二

(2) 一般義理分 64，307 9，020 8，350 

付) ~盟立学校 48，063 教官 10 7，311 教官 10 7，311 

教務系職員
20 。

船員 5 船員 5 

その他 20 その他 20 

(口) 大学附属持者院 10，709 教宮 10 929 教官 5 487 

薬局員等 5 薬局長等 5

看護婦 O 
。

看護婦 0 

その他 20 
その他 10 

村研究機関 4，104 管理 20 513 管浬 10 255 1，026XO.20 

その他 10 その他 5 3，078XO.05 

(ニ)博 物 館 37む 警備員 。 55 軍事備員 。 39 95XO 

美術研究所 そのf塩 20 研究員 10 152XO.10 

蛸!
その他 20 123XO.20 

体)そ の 他 1，063 20 212 20 285 {よ1)事り務算怒入現の分分

363XO.20 

l口h 言十 64毛782 14.34 9，290 1，307 昌、464

護喜5?t鐸?吉守「
(向上資料所収。 r行政機嫌年報J3巻 353-354ベージより転載)
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(32) 前出『行政機構年報J3巻 3ページ。

(33) 悶前所収， 45ページ以下。表は52ページによる。

(34) このことは第 l意の検討からも十分言えることであるが(特にその 2節)，この点についての文部

当局者の認識としてさらに次のようなものをあげることができる。

f(文部省は)常に大学教育を尊重しながらその葵擦の普通教脊，社会教育もやっておったのであ

ります。ところが背景のつかみ方の厚薄によって結果が違って来た。大学は従来予算も人事も文部省

がやる関係上，一番緊密に連絡した。(中絡)だから大学の実態を文部省は担当は握しておった。そ

のは援の程度は大学が一番強く，箆轄学校がこれに次ぎ，中学校，小学校はその程度がぐっと薄い，

それから又地方庁という介在者もありますから，直接のま雪任が文部省にかかって来ない。第二次的責

任しか来ない……J(傍点引用者)。

また，社会教育が「振わない」のも，文部省がその対象を「掌援していない」からだとの見解が諮

られ， rもっと陣容を拡充しなければならんjという処方塞が述べられている(r文教行政の現状と将
来(その l)Jr文教情報j10号， 1950年4月15日， 10-11ページ。夜光次郎の発言)。
ここでも，小学校，中学校に対する文部省の掌援カの弱さ，そしてその弱さが地方機関の f介在J

と関連していることが述べられている。これを克服する方途として f陣容jの「拡充jが考えられて

いる点もまた，本文で述べた点と同様のものである。

(35) 第1重量2節，本稿(よ)37ページ以下。及び57-59ページ。

(36) 本稿(上)， 61-62ページ及び67ページ参照。

(37) 今村武俊 f統計法と教育委員会法の一部改正Jr文部時報j897号(1952年5fJ) 14ページ。
(38) 間前， 15ページ。

(39) 間前

(40) 宮本義雄 f機関委任事務に関する考察Jr都市問題研究J27巻3号 (1975年3月)51ページ。
(41)改正地方自治法解説j(f自治研究J28巻9月臨時増刊， 1952年9月)13ページ。鈴木俊一(自治

庁次長)執筆。なおこの解説委の中で自治庁官僚は f国政事務の地方公共殴体又はその機関に対する

委任，就中機関委任事務J(傍点引用者)の「漸増する傾向Jに対して批判的立場をとり， r別表jが
それに対する抑制機能を果たすべき趣旨を述べている (37-38ページ)。しかしながらこの趣旨は，

その後の機関委任事務の増大を何ら組止し得ないまま推移することとなる。それは，もとより各省の

権限温存志向の根強さに帰因するものであるが，そもそも f別表jの規定の佼方そのものの問題とも

いえる。自治庁が「別表j作成基準としたものの中に， r表現はなるべく広い意味の表現を用い
…根拠法令の改正により別表も常に改IEしなければならないような事態を避けることJ(向上，解説書書，

40-41ページ)があげられていたように，それは何ら個別の事務を特定するものではなく， rr機関委
任事務jにあたる事務は……留によって広い推定を与えられているjときってよいのである(辻山幸

笈 rr機関委任事務i概念の再検討Jr行政の転換期(ジ、ュリスト増刊)J1983， 189ページ)。
(42) 時事通信内外教育版J309号(1952年3月 7E3)。

(43) 本文で述べたような， r回体(委任)事務」と f機関委任事務jとの“不分明"性がもたらす効果は，
法律規定上の問題というよりも，すぐれて実擦の行敬遠蛍・実務上の問題と深くかかわっている。例

えば次の如き指檎は，そうした問題の一端を物語る。

「地方公共団体の織員が事務の処理に当ってなお根強く残っている中央依存体質は無視できないも

のがあり，通達や行政実例は単なる主務宮庁の参考意見にすぎないとする感覚は全くといってよいほ

どない。Jr閣の通達に従うことに何の抵抗もないし，むしろそれ以外の方法といったものは考えられ
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ないのであるから，機関委任事務に関する通達を殊更に区別する必要もないというわけであろう。J(傍

点引用者，伊勢茂「機関委任事務Jr都市問題研究J33巻4号， 1981年4Jl， 170ページ)
また別の論者は次のように述べている orr機関委任事務』は，その処理の仕方に関わって行政の体
質や職員の意識・姿勢などに中央志向の『行政風土』を培う要因となっている。それは「実施にあたっ

ては通達等をE重視し，あいは主務省庁への照合せにより判断をあおぐなど」の依存体質を生み出すo

fこうした傾向は， r機関委任事務jに関してのみならず，自治事務の処理についてもみることができ，
『機関委任事務j体制が広く地方自治行政全般に浸透しているときえるのである。J(傍点原文，辻山

幸主主，前掲主主 (41 )論文， 189ページ)

以上に示されている問題は，第2霊童3節でJe.た通達行政の性格(本稿(上)， 69-70ページ参照)，

および本文で述べた事務分類の“不分明"性(それはこの後に見る「権力」事務と f非権力」事務と

の関係にもひとしく妥当する)という特徴を介して，第5章の問題へと連続する。

(44)， (45) 第十三国障会参議院・内閣委員会会議録.!46号(1952年6月19日) 9ページ。

(46) 一例として，佐藤逮夫・林修三編『法令用語辞典.!(1959年，学楊書房)をあげておく。佐藤は前

内閣法税局長官，林は関長官である。そこでは fあることがらを申し出て，その申出に沿う相手方の

処霞をすすめ，又は促す行為jと説明されている。そして「勧告が尊重されることを，もちろん前提

としているが，法律上相手を拘束する意味を持っていないJr勧告という制度が採用される主たる理
由は，指揮命令の関係のない機関棺互の砲において相互の自主性を尊重しつつ，ある機関の専門的立

場における判断ないし意見を他の機関に提供注入することによって，当該機関の任務の達成に遺憾な

からしめようとするにあるjと，その非権カ性が指摘されている。(なお，悶辞典に「助言jの項目

があるが，これは天象の国事行為に関する内閣のそれのように，いわば上級の機関へ「進言すること」

の意味で用いられており，いわゆる「行政指導Jの観念とは異なる。)

現在においてこそ， r行政指導」という概念のもとに， r指導・助言，勧告j等を一体的に捉えるこ
とがむしろ一般的になっているが，そうした「行政指導Jの概念が成立してくるのは1960年代を通し

てのことであり， 1950年代当時にあっては， r勧告Jと「指導・助言Jとは行政の作用形態としては
その差異留で理解されるのが一般的であったと恕われる。

(47) r国務大臣(地方自治庁長官)答弁資料J，自治庁 f改正地方制度資料j第9部 (1954年)225ペー
ジ。向旨，長野士郎 f逐条地方自治法J(1954，学陽奇書房) 718ページ。

(48)， (49) 有倉遼吉，天城勲編『教育関係法nJ (1958年)297ページ。執筆，天城勲(当時，文部省大
痘官房会計課長)。

(50) 木田宏『改定逐条解説・地方教育行政の組織及び運営に関する法律J(1962年，第一法規)287ペー

ジ。木田宏は，地教行法の制定当時，初等中等教育局地方課長である(1955年9月6臼-1960年1月

21日)。

(51) 木田宏 f教育行政法(地方行政全香川(1957，良警普及会)87-88ページ。とはいえ木間氏は，地

教行法の f運営J的規定は f行使される権能の一般的形態を述べるものJで「個々の具体的な行政事

務Jについての規定で‘はないとして，同法は f組織に関する法の範穏に入れて説明せらるべきであるJ

と述べている。

(52) 山内一夫 f行政指導の理論と実際j(1984，ぎょうせい)73-76ページ。

(53) 行政管理庁 f行政指導に関する調査研究報告書第二編J(1981， 3月)100ページ。

(54) 間前， 109ページ。但しこれは通商産業省生活産業局長の報告によるもの。

(55) r措置要求J機を，明確に「権力的関与の方式」の中に含めている例として，原龍之助 f国と地方
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公共団体との関係一法律的観点よりみた関家関与の方式-J，地方自治研究会『国と地方の関係(自

治論集xn).1 (1959) 25ページ。このように断定しないまでも，この関与手段が何らかの「権力j性
を帯びているとの理解が一般的である。例えば以下の通り。「形式的に非権力的手段であるとはいえ，

実質的には地方自治を侵害するかなり強い手段となりうるであろうことは容易に推ìJ!~できる・…υJ (主主

弁カ「地方公共団体に対する悶家関与Jr現代行政法の原理j(1973)所収， 169ページ)0r権力的手
段に近似する措霞要求権……Jrそれを法技術的にとらえるならば，まさに自治監督手段に類するも
のということも可能である……J(滋野宏「地方公共間体に対する国家関与の法律問題(…)J r関家
学会雑誌J79巻 7・8号(1966，4月)， 24， 23ページ)。

(56) r搭喜重要求jの対象となる「教育に隠する事務J(地教行法52条 1項)とは， r地方公共団体の長ま
たは教育委員会の権限に属する教育，学術，文化(宗教を含む)に関する事務のすべてであって，い

わゆる固有事務，委任事務を照わないJ(有念・天城編，注 (48)，(49)前掲警， 300ページ)。

(57)， (58) r地方自治法の一部を改正する法律案大臣答弁資料J，自治庁『改正地方制度資料j第12部(1957
年)690ページ。

(59) 本稿(上)，第 1重量， 38ページ及び79ページ参照。

(60) *図宏『遂条解説・地方教育行政の綴織及び運営に関する法律j(1956，第一法規)284ページ。

(61) もとより，法律の制定に伴う事務・事業の拡張及び補助金の創設が，それ自体として一般に，地方

に対する中央統制を毒事くわけではない。この点のより具体的な逮関については，個別法における函と

地方の事務配分関係及び法の実施・運用実態等の別の検討作業を必婆とする。しかし，例えば久世公

発の次の如き指摘は，行政実態の支配的趨勢として強いリアリティを持っている。「国と府県との関

係よりみた国庫補助金制度の問題の第一は，各省は，補助金を交付することにより広く地方行政全般

に干渉していることである。……通達による行政，行政事務に関する霊長査及び検査，受に……級織又

は人事等に対して，各省の不当な関与又は二子渉が多く認められるのであるが，これらは，それ自体と

して問題であるよりは，寧ろ，これらを背後において動かす力が何よりも問題であるわけなのである。

而して，この背後の力の最も典製的なものが，ここに問題となっている補効金に外ならない。J(久世

「府県における地方自治の実態(ニ) 国と府爆との関係を中心としてJr自治研究.133券3考，
1957年 3月。 82ページ)このー遠の久世論文の興味深い点の一つは閣の様々な干渉に規制される「地

方自治の実態」を，自治官僚ならではとも言うべき，稜々の事例を紹介しながら描き出している点に

ある。

(62) これをさらに課レベルで見れば，初等中等教育局の中で所管法律を最も多く持つのが，財務課(6 

本)であり，続く中等教育課(3本)も内訳は振興・援助法である。管理局では施設関係の財政援助

法を所管する効成諜(5本)，私立学校関係の振興課(6本)にそのほとんどが集中しており，次い

で学校給食課(3本)が続く。

(63) 木間宏 f地方教育委員会の性格と運営Jr文部将報j903考(1952年11月)11ページ。
(64) 相良惟ー， M掲論文(注(18)) 5ページ。

(65) 木間宏「地方教脊行政の総織及び運営に関する法律の基本理念H副会研究j32巻 7号(1956年7月)

48-49ページ。

(66) 例えば，佐藤功 f行致事務の配分…一問題の推移と展翠一一J，r公法の理論(問中ニ郎先生古稀記
念).1下1(1977，有斐閣)1833， 1854ページ参照。

(67) r地方自治法の一部を改正する法律案大臣答弁資料J，自治庁 f改正地方制度資料j第12部(1957年)
618ページ。伺答弁資料は，地方自治法改正(1956年 6fl12日，法律147号)として成立することにな



88 教育学部紀要第48号

る法案のために用意されたもの。

(68) 塩野宏，前掲論文(注 (55))19ページ。

(69) 向前， 23ページ。

第5章戦後文部行政と「行政指導J

1. r行政指導jの戦後的特欝
現代における行政機関は，その目的達成のために，多様な行政手段を駆使して活動している。

それらの諸手段の中でも，行政運営のあらゆる局面において，その量的，費的な増大，高度化が

とりわけ著しいのが， r行政指導jと呼ばれる一群の行政活動である。 f行政指導Jの用語は法令
上のものではなく，従来からマスコミないし実務者の聞で慣用されていたものであるが，現在す

でにそれは広く行き渡った用語として定着している。このような持政活動の存在は，従来からも

知られていなかったわけではないにもかかわらず，伝統的行政法学が権力的法行為=r行政行為j
論を中心として構築されてきたために，非権力的な事実行為としての「行政指導jに対する学問

的対誌は立ち遅れ勝ちであった。これに対する法学的対応が試みられていくのは，ょうやく 1960

年代に入ってからであり，しかもその最初の手がかりは行政官の側から与えられている(1)。これ

をきっかけとしながら，学界においても， r行政指導jの f病理と生理を探究することなしには，
わが閣の行政の実態を正確に把握したことにならないといっても過言ではないは)Jとの理解を

み出すに至っている。

「行政指導」の概念は，それが法的拘束力を持たない「事実行為jである点と，にもかかわら

ず，行政主体が自らの意図するところを実現しようとして，行政客体に働きかける一定の作用形

態である点とのこつで概括できる(針。少なからぬ法学者が，このような「行政指導jに対する理

論的対応を試みはじめているのは，その法的外観にもかかわらず，それが大きな実効力を有した

行政手段として広く通用している，という支配的現実の然らしめるところである。「行政指導J
に伴う弊害としてしばしば指摘される， r行政責任の不明確Jr法治主義の空洞化J(4)等の諸論点
は，いずれも現代行政の基本問題に関わるものと寄ってよい。ともかく，こうした「行政指導」

の支配化現象とそれが惹起する関題点は，もはや法的拘束力の有無といった，純法学的理解にと

どまっては，務j臆処理し得ない問題であることは明自であろう。

そこで， r行政指導」をいわば外延的に規定するものとして， r臨良性J，r臼本的行政体質Jと
いった開題が，しばしば指撤されることになる。例えば， rわが国民独特の甘えの心理及び、便宜
主義j(5)，あるいは f官民一体j の近代化政策が培ってきた「臼本株式会社的な経済運営J(6)な

どがそれである O これらの指織の当否はともかくとしても，法学者の中からこうした指摘が行な

われること自体が，いわば「行政指導Jが法学的理解だけでは説明しきれない現象であることを，
端的に物語っていると見られるのである。ただここでは， r行政指導Jが単独にではなく，その
他の諸条件・諸要留と呼応し合って，独特の行政手段を形づくっている点を確認しておくにとど

める。

なお，J:述の「悶民性J，r日本的行政体費j等の議論は，現代における広範な領域での「行政
指導Jの多用化及びその通用性を，特殊臼本的性格として捉える点に特徴がある。こうした説明
は現在広く昆うけられるところであるが，しかしむしろこれと反対に， r行政指導Jを各国に共
通する，現代行政の一般性の中で捉える濠解も存するところであり(7) なお論争的関題であると
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ってよい。現代行政の動向との関わりで， r行政指導Jの一般牲と特殊性をいかに捉えるかは，
それ自体として大間顕であって，ここで立ち入ることはできない。ただし，戦後日本の行政運営

において「行政指導Jが支配化してくる必然性，及びその中での文部行政におけるそれの占める
意味あいについては，若干ふれておく必要はあるだろう o それは，戦後文部行政と「行政指導J
という開題が含むであろう，一般性と特殊性について序論的にしろ述べることにほかならない。

先に概括したような「行政指導」の性格に事実上該当する行政活動は，もとより戦前からも存

在していたと見られる。けれども，現代日本における「行政指導の盛行J(8)化現象は，すぐれて

戦後的特質を持ったものと言わなくてはならない。その究極的背景をなすのが， r国家J(官)と
「間民J(民)の関係の正統性原理の構造転換，すなわち国民主権原理の採用にあったこと

うまでもなかろう。それは行政権の存在根拠の正統性に関わる問題であって，そこから由民の権

利・自由の保護，及び行政権の権力性の制限という要請が導かれる。もとより，こうした理念的

転換が，どこまで現実の行政活動を貫く原理たり得ているかは，大いに縫開のあるところである

が，少なくとも戦前の行政権の在り方とは異なった性格を，それは戦後的行政に付加していると

見てよいと J思われる。そのことは例えば，笑務経験者からの次のような受けとめ方にも示されて

いる。

「これはいわゆる行政担当者について特に戦後に著しい特色といえるのかも知れませんが，行

政の椙手方との関係で，できるだけ納得づくでいい行政効果を得たいというのが，まず前提と

してある……J(9) 

これと向様の文脈で捉えられる理解は，文部省設置法の立案にあたった森田孝の，次のような

発言にすでに示されていたところであった。

「従来の国家主義的な法律体制あるいは行政機構の体制から雷いまして，どうしでもそれが監

督あるいは又権力的な行政が中心になり，従ってそれに対して官吏がなれるというよりは(よ

うな?一一一筆者)状態が多かったことは事実だろうと患います。それが戦後監督行政から指導

助長行政で行くということは，単に文教に関する隈りでなく，すべての行政の一つの方向だろ

うと J思います(10)oJ (傍点引用者)

すでに検討してきた通り， 1949年の文部省設罷法は， r指導助言」行政への転換論を前面に打
ち出すものであったが，陪時期に行なわれた他の各省庁の改革においては，こうした転換論は提

起されるところとならなかった。したがって文部省当局者が f文部省の改総は，的の各省の多く

のそれと問様に解することは大きな誤りであるJ(ll)と述べていたのはあくまで正当である。に

もかかわらず，上に示したような行政官の意識，そして何よりも，その後の戦後の行政現実が，

f行政指導の盛行Jという現象を一般化させていった趨勢に照らして見れば， 1949年の文部省改
革は，そのような基本的方向をむしろ先行して体現するものであった，と雷えるのではなかろう

か。上の森田の発言は，それを裏書きするものと寄ってよい。こうして，文部行政における「行

政指導jも，その後の戦後行政の全体が辿る支配的傾向，すなわちその“一般性"の文脈で捉え

{尋るのである。

「行政指導」のもつ一般性は，こうした戦後改禁による憲法上の転換，及び行政権の存主根拠

の変容に示される契機(そして，それが行政官の意識の在り様に与える影響)に尽きるのでなく，

さらにその背後で進行している，現代行政の客観的動向に規定されている商のあることを付け加
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えておかなくてはならない。現代国家における行政は，その対象範囲・領域をますます拡大・複

雑多様化させてきており，それに対応して，そこで駆使される行政手段もまた分化・多様化して

いく額向にあると言ってよい (12)0 r行政指導の盛行J1ヒ現象も，このような分化・多様化した行
政手段の一現象形態として見ることができる。また，このような行政機能の拡大化の中で，国家

と国民，あるいは盟家と中間諸国体相草間における利筈の統合化が進むが，それに伴って，国民，

諸国体の側からのいわば f権力への接近J(13)が進行する点も， r行政指導Jを支える大きな要悶
となっていると考えられる。

しかしながら他方で， 1949年の時点で，文部行政においてのみ「指導助言」行政への転換論が

打ち出され得たことの理由，すなわち，文部行政改革が的の各行政領域に対して“特殊"として

表現された必然性が関われなくてはならない。それは，文部省当局者による， rf也の政府機関の
民主化の最先端をいっているJ(14)といった自己評価を正当化する意味だけではない，ある穫の

論理を含んでいると考えられる。すなわち， r文教行政というものは本来的な意味においては，
やはり指導行政が中心で、なければならなかったJ(15)との理解に示されているような“特殊性"が，

文部省の性格転換論には反映されてもいるのである。もとより，この「本来的な意味Jの内容は
多様で、あり得，なお不明確と言わなければならない。けれども，少なくともここに示されている

論理は，戦後改革が要請するところの制度改革として，外在的に要請された転換論ではなく，文

部行政の内在的性格から導かれる特殊性の論浬と言ってよい。いわば，教育行政という対象領域

が独自に持つ性格に規定される“特殊"である。文部行政において，他の仔政領域に先んじて，

「指導助言j行政への転換が唱えられ得た理由の一端は，こうした“特殊性"の反映にあったと

見られるのである。

以上のように，戦後文部行政と「行政指導Jとの関連が意味するところは，一方では，それが
戦後行政全般の趨勢の中に位置する“一般性"の反映である面と，他方では，行政対象の独自性

から規定される“特殊性"の反映である商との，ニつの性格にあると言えよう。戦後文部行政に

含まれるこのようなこ様の性格が，文部省当局者の描く“教育行政観"として，次のようにくっ

きりと浮きぼりにされていたことは，極めて興味深いところである。

「天城(勲) 私はやはり教育委員会制度は一つの制度の部分的変更ということではなく，教

育行政のあり方が根本的に変ったということ，教育行政は普通の行政ではなくなったというこ

とを教育行政にたずさわるすべての人たちが自覚しないとこの運営もうまくゆかないと患って

いる。J

「内藤(誉三郎) 臼本の教育行政は形態として特殊な証言ではあるが，行政としてはやはり

般行政と共通の部面をもっている。(中略)……教育長なり指導主事というものが教育行政の

中心だという考え方一一これは私も結構だと思う。ただこれ以外の予算の崩とか，あるいは法

規の語，こういう面は他の一般行政との関連が非常に深い。ことにこういう面が日本において

は確立されていないという現状において，そういうものを全部いれかえるということは難しい

と思う。そんなことをしたら，日本の教脊行政は動かないと患う。J(16) (傍点引用者)

ここでは，天城が“特殊性"の顕を，内藤が“一般性"の苗を語っており，各々が一方の側面

に重点をかけた行政観を披濯している。このやりとりは，教育委員会発足直後の，新しい戦後的

な文部行政が，まさに始まろうとしていた時期に行なわれたものであったが，その出発点におい
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てすでに，文部省の行政官の間にある種の飽簡が生じている点は注目に値する。しかし，何より

重要なのは，このやりとりが，その後1950年代に主る過患で辿る文部行政の展開の論理そ，いわ

ば予見するかの如く象徴している点にある。上記の二様の性格は，その後必ずしも対立へと発展

するわけではなく，むしろ現実の文部行政において癒着，磁合していったと見るべきであろう o

しかも，この癒着・融合化の過程は.1950年代の展開において，内藤の述べた方向へと大きく額

斜していく形で進行したのである。内藤は，平衡交付金からの教育財政の独立化を関り.1952年

の義務教育費国庫負担法によってこれを実現させた立役者であり，その後も，地教行法以降の初

等中等教育局長として，長期にわたり，文部行政において重要な地位を占めていくことになる。

初中局長の在任当時.r文部官僚の狙っている“失地回復"のチャンピオンJ(17)と評された内藤
の歩みは，先に引用した彼の行政観に端的に示されていたように，文部行政そのものの展開方向

を象徴するものであったとも言えよう。「予算の面jと「法規の面J.この両側面の整備，強化の
過程を伴ってこそ，通用力ある「行政指導Jの麗関もまた可能となったのである。

2.文部行政における行政指導の詩形態とその機能

(1) r行政指導Jの現実的基悠
本節では，文部省が地方に対して働きかける f行政指導Jについて，その形態上の類型化に焦
点を絞って検討することにしたい。

その前にまず，鴎と地方を通ずる行政運営・実務の実態について，最小限明らかにしておかな

ければならない。それは，いかなる形態安とる「行政指導jであるにしろ，それが作われる場の

現実的位相がどのようなものであるのかを示すものにほかならない。法的拘束力を有しないとい

う「行政指導jの法的性格から言えば，とりわけ，地方(教育委員会)の行政実態が問題となる。

それは，しばしば指摘される.r行政指導Jにおける受け手の「裁量性Jr任意性jなるものが，
その現実においては，いかなる制約の下に置かれているのかを明らかにするであろう。

f上級官庁が行政的指揮監督権を行使して縦の線を統一するのでなく各委員は独自の立場で教

育政策を決定するJ(18) (傍点引用者)と位置づけられた教育委員会は，その法的外観にもかか

わらず，次のような実態にあったのである。教育委員会法施行の一年後，次のような教育委員会

関係者からの報告がある。

「私の方では民衆の声を聞くために公聴会を開いておりますが，それに出席いたしますと県の

教育委員会の賓任である問題も，国会から始まって文部省，知事，これらの責任に属する問題

もこ、っちゃになってわれわれの上へかぶさって来る。それは文部省が考える問題ですと強く

い切ってしまえない，中途半端の立場に置かれておるということが，われわれとしては棺当に

苦しい……(中略)教育委員会は今のままであれば，中間にあるだけの機関になってしまって，

本当の自主性は，確立できなくなるんではないかJ(19) (傍点引用者)

ここに示されている問題は，教育委員会が法律上，広範な権限，事務を持つ外畿をとるにもか

かわらず(教育委員会法4条.49条).現実の執行局面においては，それが何ら「自主j的なも

のではあり得ず，国から規制される諸条件に地方が依存さぜるを得ない行政実態を浮きぼりにし

ている。題と地方との関係で克た持，教育委員会の「上へかぶさって来るjと言われるものの実

体は何であるのか。一つは.r国会Jすなわち法律による立法関与であり，二つは.r文部省jに
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よる行政的関与である O そして，このこつの双方が規定する条件が，教育委員会の事務執行(そ

の「自主性J)にとっての，制産的及び事実上の制限枠を形づくるのである。以上と詞じ問題を，

今度は見る方向を変えて文部省当局者の目から挑めるとどのように映るのであろうか。例えば，

木田宏は次のように述べるのである。

「教育行政の捺則的なこと，政策的なことのほとんどは，すべて障の法令で規定され尽してい

るといっても過言ではないoJrおよそ教育の分野において，制産的なものは，ほとんど盟の法
令によって決められている。せいぜい施行細則程度のものが，教育委員会規則で規定されるに

過ぎない。これとても， (中路)事務執行の手続的な内容のものが多い(中絡)このように教

育制度面においては，委員会に残された政策決定の余地が僅少である。J(20) 

このような国からの立法的統制が，とりわけ， 1950年代の文部省所管法律の増大によって，広

範な領域に拡張されて行った点はすでに第4章で克た通りである G このような「制度面Jでの制

約下においても，その制度に盛り込む「内容の面Jでは，地方の政策的自主性があり得るかも知
れない。しかし「内容J面での政策は， r誰が考えても，内容の豊富であるにしくはないわけで
あるJから，それが達成されるか苔かは，結局財源確保の問題となり，教育委員会は今度は地方

内部での知事部局と議会の政策知伺に依存せざるを得ないこととなる。そうして木田は結論とし

て， r内容部でも，教育委員会の独自な政策を樹立する余地が少ないJ(21)と述べるのである。上
記のf制度面Jにおける教育委員会の被制約性は，国と地方とのタテの関係が形づくるそれであっ

たが，それに対し「内容面」での被制約性は，地方段階内のいわばヨコの関係が形成するそれで

あった。そして後者の問題は，実は教育委員会が財政上においても独立し得る制度として確立さ

れなかった (22)という，それ自体「制度J的な眼界に起因するものだったのである。このような，

教育委員会制度それ自体の限界，矛盾を，*自が次のような方向で解消，克服していく展望を述

べていたことは，文部行政のその後の展開軌道の論理を的確に言い当てており，極めて興味深い

ものがある。すなわち木回は，財政面での「教育委員会の自主性Jを保障していく方策を，次の
ように述べるのである。

f長と教育委員会との教育行政についての見解に大きなへだたりを生じさせないよう，国の法

令などによって一定の基準を設け，それによって実質的に教育委員会に対する長の制約を小さ

くさせるの外はないであろう。標準義務教育費の礁保に関する法律案などは，こうした観点か

ら，長と教育委員会との最低の妥協点を悶家が規定しようとしたものであると解することがで

きる。患がこのように長と教育委員会との関係を規制するとすれば，教育委員会は長に対する

限りかなり自主的に行動できるということになる。J(23) (傍点引用者)

このような方向性は，実際に教育財政の平衡受付金からの「独立J構想として追求され，その
後， 1952年の義務教育費国庫負担法の成立によって，一応の帰結を見るのであった。その際に注

意すべき点は，そうした帰結が，教育委員会の側からの強力な支持，推進運動を伴いつつ進行し

た，という点である (24)。例えば，地方における教育財源確保に対する，教育委員会関係者の次

の如き意見は，そうした動向の一般的背景をなすものである。

fわたくしは二十四年度の経験から考えるのですが，われわれとしてはやはり財源の裏付けが
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なければ仕事ができない。ですから，地方委員が全国にできたから，全盟組織を堅闘に作って，

その方で押して行って，国庫からうんと出してもらう運動をしなければならん。J(25) 

「やはりわたくしたちの希望は，最低限度の教育を授けることができる程度の財政的な基礎を

国家に作っていただき，各地方ではそれらを基礎として特色づけるように持って行けたら大変

結構だと思う。J(26) 

こうして，地方からの押し上げを通じて，教育委員会の「自主性Jを擁護する主体として，ほ

かならぬ当の文部省が前面に現れてくることになるのである (27)。こうした事態は，木田自身が

よく承知していたように，それ自体が一つ，の矛盾にほかならなかった。すなわち， r教育委員会
のこの自主性は教育委員会がみずから獲得した自主性ではなく，与えられた自主性であり，国家

の干渉を排して，地方の実情に即した行政を行うべき教育委員会が，逆に閤家の規制を受ける」

という， rまことに皮肉な現実Jを帰結するのである (28)。それは，関(文部省)に媒介される「自
主性」であり， r分権jなのである。
教育委員会法による， r地方分権」的な行政制度の発足は，地方の教育行政関係者の能動性を
広く喚起していく，またとないきっかけを創り出した。けれども，そのような能動性が，その笑

「どの教育委員会も教育長も，委員会の運営について非常な努力を重ねているにもかかわらず(中

略)労多くして功少ないJ(29)という事態を生み出さざるを得なかったのは，まさに上述のような，

教育委員会が制度それ自体として有していた限界，矛痛の然らしめるところなのであった。 1950

年代に文部省の手で進められた様々な立法的，行政的再編は，一方では，このような教育委員会

制度の限界の一つの克服形態であり，しかもその矛盾の発展遜轄であったと問時に，他方では，

そのような矛盾につけ込む形で，文部省自らの存在理由とその関与機能を，一層拡大していく過

桂でもあったのである。

こうして，戦後改革で仕組まれていた，闘と地方の関係の「対立j的構成は退けられ，前章で

述べたような両者の「協力J関係論が，ここでも唱えられることとなる O そこでの教育行政運営
は， r留と地方との棺互に作用しあう生きた全体と部分との関係Jを前提とし，地方は， r障の法
令による財政あるいは行政の基準を受け入れてJ，その事務執行にあたるものとされるのであ
る(30)。

(2) r行政指導」の諸形態
さて，文部行政において駆使されている「行政指導jを，その形態によって大別すれば，およ

そ次の三つに区分できると思われる。一つは， r通達Jによるものであり，ニつは， r会議Jr協
議会Jr打合せ会J，r研究集会Jr講座j等の名で行なわれているもの(前三者を「会議」行政，
後二者を「研修j行政と呼んでおく)であり，三三つは，各種の刊行物の刊行・頒布の形をとるも

のである o ただし，最後の刊行物の頒布という形態は，的の二つの形態と比べて「行政手段J的
性格が希薄であり， r行政指導Jの独自の形態として数えるのは，あるいは適切でないかも知れ
ない。以下の検討においても，この三つ自の形態をそれとして単独に取り上げることはしないが，

それが現実に持つ影響力の大きさは，決して看過されるべきではない。

なお，国家意思の地方への媒介機能は，これらの定形化し得る手段形態以外にも，現実には，

侶別具体的な問題に関して，あるいはインフォーマルな接触等の次元で，多様に営まれるであろ

うことは想像に難くない。しかしながら，ここではそうしたレベルの問題にまで立ち入ることは
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できないor行政指導」が法治主義の貫徹し得ない広汎な領域を形成し，かつ現実の行政運営に
多大な影響力を及ぼしている状況に対しては，まずもって，対象を定形化された形態として取り

押さえることを先決課題としなければならない。したがって，以下の検討内容も，倒々のケース

の具体的分析というよりは，それぞれの定形化し得る「行政指導Jの，類型的試論といったもの

に限定される。

先に区分した f行政指導jの諸形態(特に前二者)に見られる，その手段的・性格的相違につ

いて予め指摘しておくならば，第一の f通達j行政は，その規鰐対象を主として地方の「機関J，

ないしは「事務jに対して持っており，第二の「会議」行政は，地方の仕事を具体的に担ってい

る「人Jを，その主たる規制対象としている，という対応関係が成り立つ。そこでは，前者の方

が「機関j意思を規制するものとして，概してよりフォーマルであり，かっ値常的な性格(r人j
の変動にもかかわらず)を帯びる額向があると言えよう。とはいえ， r人Jに担われない「機関J. 
「事務jは存在せず， r事務Jを遂行するのではない「人jは，行政としては意味がないのであ
るから，両者は現実には密接な関係に壁かれているのである。実際に，この二つのみならず，先

に度分した諸形態が相互に組み合わされ，連動することで， r行政指導Jの効果が発揮されてい
く点に注意しなければならない。

a) r通達J行政
まず，第一の「通達」行政について見ょう。菌家行政組織法は， r各大臣……は，その機関の
所掌事務について，命令又は示達するため，所管の諸機関及び職員に対し，言11令又は通達を発す

ることができる。J(14条2項)と定めている。これは関の官庁の「通達J権限を規定したもので
あるが，同条が規定するのは， r所管の諸機関及び職員Jに対しての通達であり，国の行政組織
の内部関係を規制するものである。この意味での「通達」は「指揮権Jを前提としており，受け
手の「機関意思を拘束するものJ(31)であるとされる。そして，この「指揮権jに基づく通達は，

地方に対しでも発せられるが，それは闘の機関委任事務を処理する場合だけに眼られる (32) と

ころが，教育委員会と文部省の関係では，国の機関委任事務はごく限定されたものであったこと

は既に見た通りである(第 1章の表 1参照) (33)。こうした法制上の建前にもかかわらず，実

際には，緩めて広範な領域にわたる大量の通達が，文部省から教育委員会に向けて発せられてい

る(34)。こうした事態を法制上合理的に説明するとすれば，文部省の「指導助雷J的作用が単に

まり「指揮権Jを伴わず ， r通達」によって行なわれているということになる
であろう。

しかしながら， r通達Jの持っかような法的外観にかかわらず，それが行なわれる場の行政運
営の現実的位相，あるいは地方の受け手の側の問題性と連動して， r通達」は文部行政において
決定的な重みを持つ存在なのである。すでに述べたような， r次官通牒や局長通燦というような
ものが，非常に大きい統制的なあるいは命令的な意味さえ持っておることがあるJ(35)との指摘，

あるいは，地方側に f通達や行政実例は単なる主務官庁の参考意見にすぎないとする感覚は全く

といってよいほどないJ(36)といった指搭は，その事情を端的に物語るものであった。こうして「文

部省設置法によって，以前の命令監督機関から指導助長機関になった，建前はそうだけれども，

結局は看板の塗替えで実際は昔とほとんど変らないJ(37) (傍点、引用者)と評される事態が妥当

することとなるのである。

もとより， 1949年当時，文部省当局者は， r今までやっておりました監督とか取締りとかいう
ような意味で出された通燥が，そういうものがなくなるJ(38) あるいは「受け取る僻の心理状
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態と申しますか，そういう方面も段々進歩と申しますか，或いは解放されるべきものでありまし

て，漸を追うて只今御趣旨のような方向に文部省としては進んで行きたいJ(39)といった見通し

を語ってもいたのである。しかし，ここで述べられているような方向性が，その後名実ともに実

現されたかと雷えば，杏と吉わざるを得ない。教育委員会の主体性の獲得は，上記の如き f受け

取る側の心理Jの「進歩jといった， I日遺制の漸次的な克服として行なわれなければならなかっ
たのみならず，それにも増して， r新しいJ文部省が打ち出して来る様々の子渉作用への対応をも，
不可避的に要求するものとなっていくのである。しかも，そうした文部省の地方への働きかけが，

どの程度，受け手の任意性を許容する形で行なわれ得たかは，大いに疑期としなければならない

ところである。

例えば，それ自体としてはあくまで「非権力j的な行為形式をとりながら，その内容において

は，他の強制力の契機を背景とするなどして，多分に命令的な色彩を帯びる「行政指導Jがあり
得る o一例をあげよう。 1950年代の後半，学習指導要領の f告示j化によって，そこに法的拘束

力が付与される以前において，文部省は，いわゆる特設 f道徳jの即時実施 (1958年4月から)

を通達によって指示した。日教組は， r通達Jが、法的拘束力を持たないという点を論拠として，
これに反対したのであるが，これに対して文部省が行なった対応は次のようなものであった。

f学校教育の罰的を達成するためにどのような教科を設け，どのような目標・内容を設定して

指導するかは，学校教育法によって，文部大臣に{壬された行政権である。(中略)施行規則な

ら守る，通達なら守らなくてもよいという論はあまりにも形式論にすぎるo 文部大臣lこ任され

た行政権を行使する場合 f通達』という形式をとる場合もある o 今回の通達は，文部大臣の教

育委員会に対する指導助言の権能を行使したものである。呉体的な教育課聴は，教育委員会に

編成権があるがしかし教育委員会は法律命令に従わねばならない。(中略)r道徳』の学習指導
要領ができるまでの間，この通達によって実施していただきたいのである。あくまでもこの通

達に準拠していただきたいoJ(40) 

ここにのべられていることはおよそ次の二点に要約されよう。第一に， r通達Jの指示内容，
つまり「道徳Jの特設及びその実施時期の設定は，法律によって授権された文部大患の「行政権」

に基づくものであること(利。しかし第ニに，そのような指示の行為形式の性格という点で言えば，

今聞の場合には，あくまで「指導助言の機能Jを行使した「通達Jとして行なわれている，とい

うことである。つまりこの「通達jは，行為形式の点では f指導助言J的作用ではあっても，そ
の指示内容は法律上の「行政権Jを背後に有する形で発動されているのである。そして上記の主

張の鰻目が，前者の n通達jの法的性格論議を「形式論jとして斥け，むしろ後者の文部大臣の
「行政権」を強調する点にあることは明らかである。このような「通達Jは，純粋な「非権力j
作用と雷うことはできず，国の「仔政権Jという「制度的担保J物を背後に有した，極めて強制
的意味あいが濃厚な「行政指導」と言わなければならない。そこではまさに「非権力行政の権力

性J(42)が語りうるのである。

さらに注意すべき点は，上記のような fあくまでもこの通達に準拠していただきたいjという，

国から地方に対する働きかけが，実は f会議j行政の場を通じて行なわれているということであ

る。上述の文部省の要請は， r道徳教育連絡協議会jの席上においてなされたのであるが，間「協
議会Jは，都道府県教育委員会指導部課長， 校長ほか， 780名を招集して開催された
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ものであった倒。国の施策の浸透jレートは，単に「通達」としてのみならず，広く地方の担い

手に対する人的働きかけとしても追求されるのである。ここに， r通達」行政と「会議Jr協議会」
行政との連動化の，一つのパターンが示されているであろう。

ところで，上述の例でもそうであったように，法令の開題が「行政指導jの「制度的担保Jと
関わって大きな意味を持つ。行政機関相互の関係で行なわれる「行政指導jにおいてはとりわけ，

法令の解釈・執行の契機が重要な開題とならざるを得ない。行政宮にとって「行政指導は，つま

り法律の運用のー形態J(44)としても考えられているからである。「地方自治の本旨jに基づいて

設けられた地方公共団体は，自らの事務を自らの意思で執行しうるのであるが，そこにはさき然，

掴の法令の自治的な解釈権も含まれる。このことは，教育委員会においても基本的に変わりはな

い。そして，法令の規定が常に一律一義的に確定できるとは限らない以上，その運用の知何はむ

しろ，l去の執行・実現過程を強う行政主体のあり方に大きく依存することになるのである。そう

であるが故に，地方での事務執行，したがってまた法令解釈の過睦に対して，思は無関心で、いる

わけにはいかないのである。

まさにこの点に，地方が行なう法令の解釈・執行に対する，国の関与・働きかけを目的とする

一群の「行政指導Jが形成される必然性がある。このような簡の働きかけは，まず第一に， r通達j
を通じて行なわれる。法令の施行に捺して，それら個別の法令の趣旨，取り扱い2韓関，事務手続

等を盛り込んだ「施行通達jとして，閤の方針を提示するのがそれである。第二は，新たに成立

した法律，重要な立法について，文部省当局者自らがコンメンタールを著し，刊行するというも

のである。ただしこれは，それらの著作物が地方の実務家にとって実際上有する重みを別とすれ

ば，行政手段の行使とは言えないであろう O 第三は，各教育委員会からの，個別具体的な事務運

営に関する法令上の疑義の照会に対して，文部省からの囲答の形をとって発せられる「通達Jで
ある。そして，これは単に照会のあった教育委員会への偲加の対応として，文部省の解釈・

を伝えるだけにとどまらず，それが広く一般J性を有する事例である場合には，いわゆる「行政笑

例」として，文部省広報のルートを経て全国的に普及せられるのである。文部省が毎月刊行して

いる『教育委員会月報jには頻繁に「行政実例jが掲載されているが，それらはいずれも地方実

務者にとって範例たる意味を持つといっても過言ではなかろう。

以上三者のうち，前二者は法令全体の趣旨及び一般的解釈・取り扱い準則を提示するのに対し，

第三のものは，教育委員会が臼々行なっている具体的な事務処理に却した対芯である点で，現場

の実務(者)との密着性が極めて高い。その意味でこの第三の方法は，地方の行政運営に対する

国の意思の媒介作用として，非常に重要な意義を担っていると言える o このような回答形式をと

る「通達J，及びそれの行政広報による普及という手段(以下，まとめて「行政実例jと言う)は，

自治省と知事部局との聞においても頻繁に行なわれているところであるが，そこでは次のような

事情が明らかにされている。「職務権眼についてJと題する座談会での，自治省行政課長(岸畠)
と法学者(JII上勝己)のやりとりがそれである。

r(川上)たとえば自治省で出されている行政課長の回答ですね。あれはそれ自身としては，
法律上別に強制権はないかもしれませんが，実質的な意味では監督権として動いているんで

しょうね。

いいえ，地方団体に対する監督としては動いていません。

(JII上)ですけれども，大体，あれに従うんじゃないですか。
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(岸)監督の結果ではなくて，あれに従っておれば，議会からも非難されない，住民からも非

難されない，という効用があるので，従っているわけです。

(JII上)それは実質的には，勧告なり回答という形で，自治省なりが，リーダー・シッフ。を持っ

ていると思っているんですが。(中路)法律上は監督といえないものであっても，現実には監

督作用が行われているといってよいと患っているのですが。

(岸)従来から，行政実例が，いわば金科王僚として守られていることは事実として認めてい

いと思います。……j(45) (傍点引用者)

ここに示されている事情が，文部省と教育委員会の関係では例外である，ということは決しで

あり得ない。むしろ，文部行政においてより一層妥当するといってもよい。知事は公選による職

であり，また住民統制の制度をも備えている。しかし，教育委員会においては，常勤の行政糞任

者は教育長であり.r行政実例Jを必要とするレベルの行政運営は，教育長の下で行なわれてい
るのである。文部行政における頻繁な「行政実例Jが，もっぱら教育長と文部省との閤で行なわ
れている所以である。この教育長は，公選でもなく住民統制を受けないのみならず，地教行法下

においては，文部大臣の「承任J制の下に位置づく職なのである。このような教育長の性格を考

慮すれば，上記に示されている如き「行政実例Jの実情が，文部行政においてもひとしく妥当す
るものであることが，容易に推察されよう。

f行政実例」が闘と地方の行政機関相互の関に極めて広く流通している現実は，地方の実務者
が，法令解釈上いかに多く中央官庁の意向に依存し，またそれを重視しているのかを知実に物語っ

ている。そして.r行政実例Jを通じて示される中央官庁の意向は，しばしば「有権的解釈jと
うべき重みを持って.rいわば金科王僚として守られているJというのがその実相なのである o
そのことは.r各省庁以外に解釈主体が拡散していないj附ことを意味すると同時に，法令解釈
を通じて取り結ばれる閣と地方の関係が，いわば中央官庁を頂点とした「解釈の制度化j(47)と

して形成されていることを示しているのである。

文部行政における「行政実例Jも，それが地方の行政運営に占める大きな比重一一それは地方
からの要請と中央からの方向づけとの雨契機から成っている一ーを反映して，その後，資料集成

の形をとる刊行物として，再び地方へ提供されていくことになる。各種の『教育関係行政実例集j

の類がそれである。こうした刊行物の編集意図を，文部省当局者は次のように述べている。

「行政は，法令に従って行なわれなければならないが，何といっても法令は一般的抽象的な基

準にすぎない。したがって，その一般的抽象的基準を千差万別の個々の事態に適用するに当たっ

ては，必ずといってよいほどに法令解釈の問題がおこる。(中略)だから，行政の執行に当たっ

て行政実関が尊重されるのである。(中路)これらは実務家にとって法令や条例，規期と同様

の価値をもつもののごとく取扱われる。j(48) (傍点引用者)

以上.r通達j行政につき考察してきた。そこでは，ひとしく「通達jとは言っても，その形
態及び機能にいくつかの諸栢があることが識別された。例えば，法令に援権された文部大臣の行

政権を背景とした「通達j.いわゆる「会議j行政との連動によりその浸透化が全国される「通達j.

さらに地方からの法令解釈要請を受けて，それへの回答として行なわれる「通達j.そして行政

広報・刊行物の形式で再現，普及される「通達j等である。いずれにしろ.r通達jの性格は，
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法律上の「非権力」性という行為形式の側面からだけでは，その実相を捉えられないことは明確

である。かつまた，上記のいくつかの諸形態に現れているように，それが単独にではなく，複数

の形態が組み合わされ，連動して地方に働きかけることによって， r通達j行政の通用力が発揮
されるのである。

b) r会議」 ・「研修j行政
次に， r会議j及び「研修J行政について見ていくことにしよう o まず最初に，戦後における
文部省の「会議j ・f研修」行政の概要を一瞥しておく。表-8は，文部省主催の「会議Jr講
習会J等の年度別の開催件数を示したものである。

表-8 文部省の「会議Jr講習会j等開催件数
1.会議，打合せ会，協議会，研究集会

ぷ言---.1.壊さ分 A B C 

昭和 26年 30 10 20 

ク 27年

。 28年 42 19 25 

。 29年 34 16 15 

イシ 30年 39 18 26 

イシ 31年 43 18 6 

。 32年 40 13 16 

ク 33年 43 15 24 

。 34年 57 27 15 

。 35年 57 28 16 

(備考) 対象区分は次による。

A一一一教育委員会(指導主事を含む)

B一一校長，教員(大学号事を除く)

c-一一大学，国立学校
D一一ーその官血

D 総件数

18 67 

84 

13 87 

13 69 

9 88 

9 92 

8 67 

17 88 

18 93 

10 92 

誼.講習会，講康

A B C D 

19 6 2 7 

20 18 2 8 

15 11 2 11 

17 16 2 12 

15 19 1 16 

21 22 3 16 

29 27 6 14 

26 26 7 25 

32 26 9 30 

総件数

22 

35 

41 

34 

39 

42 

58 

59 

63 

72 

対象別件数は，愛媛して数えであるため総件数J及び「総合言十」数と必らす、しも一致しない。

(出典文部省年報j各年度版より集計。

|総合計

99 

119 

128 

103 

127 

134 

125 

147 

156 

164 

「総合計J数の推移からわかる通り，全般的に漸次増加へ向かう額向が指摘できるが，とりわ
け1958年以降の増大が顕著で、ある。 I檎， n機それぞれの特徴を見てみると， 1欄においては，
総件数としては微増にとどまるものの，その中の対象rz:分では，教育委員会対象のものが圧倒的

に大きな比重を占め，かつまた増大している(I欄の中でAが占める割合は， 1951年で約45%，

1960年で61%になる)。しかも，ここで言う「教育委員会jとは合議制の委員会のことではなく，

教育長以下の事務局の部分を指している。先に， r行政実例jを通じて文部省と教育長との関係
が形成する，法令「解釈の制度化jについて触れたところであるが，ここでも，文部省の「行政

指導jが(今度は「会議J. r研修j行政として)，もっぱら教育長以下の事務局に対して向け
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られている点に注意すべきである。次にE欄を見てみると，総件数の増大化が指摘できるが，特

に1957年以降の増加が特徴的である。最初にまず，この点の動向を検討しておこう。

文部省は， 1956年度の新しい事業計画として f指導機能の充実j方策を打ち出した。その内容

は次の三つから成っている。

1(1)，指導行政，学校管理担当者連絡研究協議会(従来の教科別指導主事協議会を含む。)

(2)，学習指導要領趣旨徹底講習会(初等教育・中等教育・職業教育・特殊教育)

(3)，教員の資質向上を図るための各種講習会一一従来の研究集会形式に再検討を加え，本年度

からは，中学校・高等学校教育の正常な発展を推進しうる指導者を養成するために，教育の

現場にある考のうちから幹部教員をえらび，これらに対して講習を実施しようとするもので

ある。J(49) 

これらは「教員等の現職教育Jとして， r予算要求に当って，いわゆる初中局の三本柱といわ
れたもので，教育内容関係経費としてとくに重点をおかれたものJ(50)という位置づけが与えら

れている。このような教育委員会(事務局)ばかりでなく，現場の教員(しかも「幹部教員J)

までも含めた文部省による「協議会J. r講習会J行政の展開は， 1956年に推進された，いわゆ
る教育三法の立法化政策とその帰結との，密接な関係から出てきた施策である点に注意したい。

三法案のうちの一つである f教科書法案jは，教科用図書の検定，発行，供給の全過程にわた

る，閣の周到な関与・統制を規定していた。またいま一つの「臨時教育制度審議会設罷法案Jが
企図する制度改変の方向は， r今の教育基本法を一つ変えてやろう。学校教育法も面白くない。
あれは監督庁というものがあって，当分のうち文部大臣を監督庁とする，そんな変なことなんで，

これも研究しようJ(51)との表現に端的に示されていた。この審議会において，文部省が従来の

匝と地方の関係及び国家関与法制の原則に対して，抜本的な再検討を加えようとしていたことは，

次の文脅から明らかである。文部省は「臨時教育制度審議会において検討すべき開題点J(52)と

題する文書の中で， r教育に対する国の賞任と監督についてj次のように述べていた。

「文部大臣は，教育内容に関する法令の規定や教育課程の基準の実施について教育委員会に対

して指導劫言勧告を行うことができるのみで，教育委員会または学校がこれらに違反した場合

にこれを是正する権限をもっていない(文部省設置法第五条)

上述のような現状にかんがみ，教育内容について一定の水準を維持し，さらにこれを向上せ

しめていくために，文部大臣の権眼と責任が右のような程震のままでよいかについては検討す

べき問題である。J

教育三法案の推進は，保守合間による政党の結集が大きな政治的条件となっていたのであるが，

それが目ざすところは，法制度の改変を突破口とする教育の国家管壊にほかならなかった。しか

しその結果は，唯一，地教行法を成立し得た点にとどまった。もとより，地教行法によって「文

部大胆の権眼と責任Jについて一定の再編が行なわれたのであり，その意味では， r一番大事な
ところはやったJ(53)との評価も成り立つo けれども，他のニ法案で予定されていたような，従

来と異なるまったく新たな画期へと踏み出す改変は，頓挫してしまったのである。教育三法推進

当時の文部大臣，清瀬一郎は以上の経緯に関して次のように述べている。
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「こんな大きなものをーぺんに出すということはむずかしいんだが，当時私どもの考えじゃ，

日本はじめての保守結合があったからその力でいけるだろうと思った。ところが誤算なんだ。

私どもは戦前派ですから，多数があったらいけると思ったのですoJ(54) 

このような「多数jにまかせた政治運蛍，ハードな制度改変に対する見通しの「誤算Jから彼
等は学ぶのである。それが既存制度の枠内で可能な，文部省の f指導助言J機能の積極的活用，
就中，教員に対する「研修j行政への着目にほかならなかったのである。次の通り。

「清瀬 何しろ五十万といるものをどうしていくか，非常に研究問題ですよ。これは日本の一

番大関題です。しかしながら今度の講官会などをやっても，来る人があるんだからね。

灘潟(弘吉) ああいう講習会が契機になってだいぶわかってくる連中もいるようです。問

題は私ども昔の者にはちょっとわからないことなんですけれども，講習会なんかにしても現在

は出ること自体がむずかしいんですね。結局旅費臼当というようなものを見てやらなければ出
ママ

れないというのが現情のようです。(中略)いずれにしても日日教側の講習会にばかり出ておっ

て，そちら側の話ばかり指導講師から鵠いておったのが最近文部省主催の道徳教脊講習会とか

教科課韓の講習会とかいうもので，こっちの気持はこうなんだということを開くことによって

かなり啓蒙されているように思いますね。J(55) 

以上のような政権党の政策動向の文脈の中にこそ，先に述べた文部省の「指導機能の充実j施

策，及びH欄に示されている教員に対する「講習会J等の， r研修J行政の肥大化現象が位置づ
くのである。なお，これらの変化は単に量的拡大として現れたばかりでなく，先述の文部省の方

策にも示されていたように， r従来の研究集会形式に再検討を加えjるという，その質的な変化
をも合意するものであった点に注意すべきである (56)。

さて次に，教育委員会事務局職員を対象とした，文部省の f会議J行政について見ょう。その
中でとりわけ重要なのが，事務局の部課長を対象として行なわれる諸会議である。その概要を示

したのが表 9である (57)。

表に見られるように，当初より年間開催回数と人員数(施設)が多く，かつ安定した規模で継

続しているのは，施設関係と学校給食関係である。これら領域の事務は，いずれも資金・物資の

交付に調達する行政分野に属する。すでに見たとうり， 1950年代に文教諸施策の振興法，援助助

成法の制定が集中して行なわれたために，その関連事務の肥大化が進行した。それにともなって，

固と地方の聞で行なわれる，運営方針・事務処理上の連絡，あるいは補助金の申請手続・配分基

準の提示及び配分額内示などの諸機能がこれらの会議に担わされることになったと替える。

人員数の規模の変化が著しいのが指導事務である。これは教育課程関係事務が中心をなすが，

1955年と1956年の増大が高等学校教育課程の改訂に対応しており，続く 1957年， 1958年の著しい

増大が小・中学校の教育課程改訂と対応しているのである。このこつの時期の動員人数の違いは，

前者が都道府県教委所管の高等学校，後者が市町村教委所管の小・中学校という対応関係の相違

による。つまり前者は，文部省→都道府県教委という一段階の「行政指導Jで足りるが，後者は
文部省→都道府県教委→市町村教委というこ段構の，しかも規制対象の拡大化に即応する「行政

指導jを必要とした，ということである。

その他，法令事務担当者協議会は， r文部省の各局課の法規担当者を講蹄としてJ(58)行なわれ



表-9 教育委員会事務局の主管部課長会議

名 称、 年度 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年

jlg業教育関係主管課長協議会(都道府県 1@] 1回 1図 1図 1関 1回 1回 1問 1間

教委) (1954年より f会議J) 150人 150人 100人 130人 100人 107人 90入

指導毒事務主管部課長会議(都道府県教委， 1回 1罰 1回 1間 3図 2回 2悶 5密 2凶 2図

指導主事) 66人 60人 60人 80人 計 180人 計 360人 計 1，454人 計 1，820人 計 92人 計 270人

教育関係法令事務担当者協議会(都道府 (教育法令普及徹底講習会)
同国醐閑閑細目

県教委，知事部局)

施設主安課長会議(都道府県 (5大市〕 数回 6回 6回 6図 6図 3回 3凶 3回 3函 3自

教委) 742人 415人 532人 623人 531人 703人

学校給食主管部課長会議・事務打合せ会 5閉 4図 6回 6凶G宮野 6包(向左) l侶(同左) 7回 7回

議(都道府県教委)
(体育保健)

46人

調査統計公報主管課長会議(都道府県(5 2回 2回 2回 2回 2回 2剖 2回 2図

大$)教委) 120人

1回 2図 3毘 1図 3尽
給与(人事・予算・財務)主管諜長会議

1回 2出
(社ー会ー教育ー研-究(m4協0議0阻人会噌) ) 

2回 1図 1回
社会教育主管課長会議 ， 

100人 100人

(人事)地方教育委員会主管課長会議(市 1959年 1960年 1961年 1962年

町村教委) E 

市町村教育長研修協議会

(備考) 矢印の上欄は年間開催回数，下欄i主人員数

(出典) r文部省年報i各年度版より作成

部助隊
u何
時
割
引
州
浮

n
q
議
議
什
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るのであり，そこではまさに「人Jの面からする，文部省の解釈論の普及が図られるといえよう。
最後に，教予事長を中心とする「会議j行政について触れておく。教育委員会法の総定以前にお

いては， 1都道府県教育部長会議J等の名称で文部省主催の下に，諸「会議jが作なわれていた。

しかし，教育委員会の発足後はCIEの意向によって，文部省はこうした「会議」の招集権を失

うことになる (59)。つまり「従来のごとく教育部長会議を文部大臣の名で招集し，指示し命令す

るというように行かないJ(60)こととなったのである o そこで文部省がとった措置が， 1協議会J

方式による連絡・参集であった。すなわち，教育長「協議会の会長の名前で一応協議会として集

まってもらうJ(61)という参集形式であり，そこでの文部省の働きかけは， 1対等の立場で、出て行っ
て……懇談して話をつけるJという「行き方jが基本とされる (62)。

しかしながら，このような地方側の“自主的"な連合体を一応は前提とする「協議会」行政は，

その後次第に変費していくと見られる。例えば占領終結期にあたる1952年に入ると.1教育委員
会協議会ならびに教育長事務打合会の開僕J(63)が，文部省の f事業計画Jの一環として位置づ
けられてくる。しかし特にその変化が顕在的な形をとって現れるのは， 1956年の地教行法制定以

後のことである。同法の全面施行 (10月I日)後ただちに，都道府県及び五大市教育長「会議」

が， 1文部省主催の下lこj開催されたのを始めとして，同じく文部省主催の下， 1都道府県および

五大市教育委員会懇談会」が開かれている o これらは間法が新たな閣と地方の関係論として打ち

出したところの， 1国，都道府県，市町村相連係する教育行政制度の樹立という趣旨の実現に資

するJための措置として設定されたものである (64)。なお地教行法の制定，施行に伴って，以上

の「会議J行政の変質化が進行したのみならず，あわせてそこでは， 1教育委員会の連絡組織の
再縞が企てられたJ(65)ことにも注意しておかねばならない。従来の「全盟都道府県教育委員会

委員協議会jから，それに「かわるものとしてJ(制の「全国都道府県教育委員長協議会Jの結成，

あるいはまた，従来の「全国地方教育委員会連絡協議会jの解消と再組織などに見られるような，

既存の地方教育行政関係者の連合体・全閣組織の再編が，同時に進行しつつあったのである。

しかし，文部行政を地方へと媒介し浸透させていく上では，伺といっても教育長が要の位盟を

占める。それは，教育長の「教育委員会の処理するすべての教育事務をつかさどるJ(67)という

制度上の地位にも端的に示されていた。もとより同時に，法は教育長が教育委員会の f指揮監督J
下にある旨を規定している。けれども，文部省当局者はこれに関して， 1委員個人が教育長を指
捧監督することはできないJ(68)と主張した。のみならず，委員会は「合議体である関係上議決

機関としての性格がつよく，執行機関としては形式的な代表権をもっJ(69)にとどまり， 1事実上
の行政執行権は……教育長がもつことになるJ(70)とされたのである(戦後当初，文部省が立案

した法案において「議決機関jと「執行機関Jとをはっきり区別する構想がとられていた点を想

起されたい (71))。そこでは.1非常勤の委員Jは「事務を処理するに適しないj存在であって， 1常
時管理執行に当るj責任主体はあくまでも教育長(及びその下の事務局)であるとされるのであ

る(72)。このような，合議制の(あるいはまだ公選の)委員会から相対的に独立した，日常的な

事務処理機構が存在することこそが，文部行政における「行政指導jの通期カを支える不可欠の

条件をなしていると言わなければならない。

こうした教育長及び事務局の臼常的事務処理機構としての性格を明定し，かっその独自牲を担

保するものとして設けられたのが，教育長に対する事務委任制度である(改正教育委員会法52条

の2(7針。地教行法26条)。この教育長への事務委任は，あくまで教育委員会の自治的な規則制定

権の行使という形式 (1教育委員会規則jの定め)を介して行なわれるのであるが，当然に文部
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省はこの過躍に無関心で、はあり得ず， r教育長に対する事務委任規期(案)Jといった準則案の作
成，配布を通じて，その勧奨・普及を試みるのである (74)。こうして確保される教育長部局の独

立性・独自性は， r教育委員会から教育長に委任された事務の執行については，法律の規定に基
いてその権隈が教育長に移されたことになるので，その委任された範囲の事務については，教育

長は教育委員会の指揮監督を受けないJ(75)と主張されるに及んで，より一層顕著なものとなる。

圏と地方の「協力Jr協調J関係の主軸をなしているのもまた，上述の事務処理機構にほかな
らないのである。とりわけ都道府県の教育長は，地方教育行政の(したがってまた文部行政の)

要的存在であるがゆえに，それを規制するよりもむしろ，それとの「協力J関係を創り出す方が
得策となる。こうした「協力j関係議は，すでに1950年代の初めから台頭しつつあったが，それ

が法制度としても明確に打ち出されるに主るのは， 1956年の地教行法においてである。同法の中

で最も統制的色彩が濃厚なのは，文部大臣の都道府県教育長に対する「承認」制度であるが，こ

の制度さえも見方によっては，閤と地方の「協力j関係創出のー契機として見得るであろう o も

とよりこれは国の地方に対する人事介入のー形態であり，国による「権力jの留保にほかならな

い。しかし他面，それは固と地方(正穣には地方の日常的事務処埋機構の頂点に位置する者)と

の「協力J関係を，事前の予測可能性の範囲で条件づける機能を持っとも言えるのである(文部

省は最初の「承認jを行うに際して，省内に「都道府県教育長承認審議会jを設置して対応して

いる) (76)。

このような都道府県教脊長との「協力」関係の構築は，単に倍別府県のそれとしてばかりでな

く，それら教育長の連合体との関係においても追及される点が重要である。すなわち，文部省が

直接，地方教育行政に関与するのではなく，むしろその連合組織(都道府県教育長協議会)を媒

介とした政策浸透が企図されるのである。 1956年以降の f学校管理規則」の制定，あるいは教職

員の勤務評定実施過程で文部省が採用した方式が，まさにそれであった (77) そこで教育長協議

会が果たした役舗は，結果的には国意意思の媒介機能にほかならなかった(もとより100パーセ

ントのではないが)が，そのような条件形成の前段の契機として先の「承認」制が位置づき，そ

れ以後の継続的・呉体的な方法による「協力」調達の手段(=政策浸透の手段)として，文部省

と教育長協議会との会合・打合せ等の「会議」行政が位置づいていると寄ってよい。この「会議」

行政は，ある施策の遂行にあたって，地方教育行政の責任者を動員し参与させることを通じて，

政策遂行上の諸矛盾をあらかじめ抑制化する機能を営み，またそれをあくまで地方の「責任Jに
おいて処理させる効果を生み出すのである O このような，地方行政官の文部行政過程への参入が

生み出す機能は，先に述べた諸主管部課長会議においても同様のことが指摘できょう。

以上，文部省の「行政指導jについて検討してきたが，ここではその通用カを支える条件が何

であるのか，その特徴点を指摘しておきたい。まず指摘されるべきは， f也の各省との根違点であ

る。運輸省や通産省などに見られるように， r行政指導」の実効性の有力な担保守三段として，
庁の有する許可・認可権，あるいは利益供与(不供与)の権限が存在することはよく知られてい

るところである (78)。しかしながら，これらの明確な強制手段を基本的に欠いている点に，むし

ろ文部行政における「行政指導jの特徴が示されていると言える。それでは文部行政における担

保条件はどこに求められるのであろうか。それは国と地方の関係が，独自の嬬成のされ方をして

いることと密接な関わりがある。すなわち，文部行政における「行政指導」の通用カは，文部省

(国)と教育委員会(地方)の相互関係が形成する，独自の「機構Jを前提として保持されると

いうことである。 1950年代に進められた留家関与法制の整備，とりわけ文部省に独自の「措置要
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求j権の設定(“一対一"のタテワリ機構の発展)，法制上の「非権力j的関与手段の分化(第4

3の(2)参照)，あるいは教育長及び事務局の独自の制度的位置，そして「会議Jr協議会jを通
じて形成される非制度的な政策媒介ルート等は，すべて文部行政に独自な f機構」の構成要素に

ほかならない。運輸省や通産省などの事業官庁において，国が別個の「権力」的手段を器保する

形で発揮される「行政指導jの実効力は，文部行政においてはむしろ，闘と地方を通ずる総体と

しての「機構」そのものの中に含まれていると言ってよいのである。いわば「機構jそれ自体が

行政手段としての内実を持つ，と設いかえてもよい。

このような国と地方の行政機関相互の関係で言えば，自治省と知事部局との関係に，文部行政

と共通する特徴を指摘することができる。法令解釈 (r行政笑例J)を通じて取り結ぼれる関係は，
その特徴を端的に表現するものであった。こうした文部省と自治省に相通ずる特徴(79)は，両者

がともに地方の行政機関との関係において，その主たる行政活動を展開している点に起閣するも

のと言えよう o このように行政客体がまず行政機関として与えられていることから， r行政実例j
に見られるような法令解釈の過程に対する国の働きかけの格別の重要性が導かれることになる o

しかし他方，自治省と知事の関係とは相対的に独自の文部行政の特賞は，行政施策の内容の揺

でも，その遂行機構の題でも，いわば文部省の専管的領域として国と地方の行政関係が形成され

ている点にあると言える。すなわち，“一対一"の関係をなすより一貫した「タテワ 1)J機構の
問題である。こうして， r行政指導Jの諸機能は，それが辿っていく独自の機構条件を前提とし
て営まれるのであり，また問時に文部行政機構は様々の「行政指導jが循環し，浸透していくこ

とで，その具体的な特殊性を帯びて現象するのである。

(注)

( 1 ) r行政指導Jの問霊震をまとまって考察した最初の論文は，林修三「いわゆる行政指導についてJr行
政と経営J(1962年10月， No 4)である。林修三は当時，内腿法制局長官。これに続く形で，高林康

一「運輸省における行政指導Jr行政と経営J(1963年7月， No 3 )が実務者の側から報告を行なって
いる。

( 2 ) 塩野宏「行政指導 その法的側頭一一Jr行政法講座第6巻行政作用J(1966，有斐閣)17ペー
ジ。この論文は「法解釈学的見地」からの考察に限定されてはいるが，問時に， r行政指導jは「経
験諸科学の研究対象となり得る十分な資格を有しているJとして， rいわゆる行政指導の研究分野は，
主としてこれを法解釈学以外に求めることができる」と指摘している(16-17ページ)。

( 3 ) 以上の他にさらに， r行政指導iの受け手の側の自発的な f協力Jr同意jの要素を含める理解も少
なからず存在する(林前掲論文，同「行政指導の問題点Jr自治研修J167号， 1974年7月。及び成田
頼明「行政指導Jr岩波講座現代法4・現代の行政J1966，など)。
しかし， r行政手段」論としては，このような受け手の裁震性・任意性を概念要件とすることは窓
味がないか，場合によっては有警でさえある。それは，事実上裁蚤の余地がない形で機能している「行

政指導jをも，受け手の「同意J(法的拘束力を持たないこと)によって正当化する論理まになりうる

からである。この意味でここで、は，受け手の任意'段を概念要素からはずしている塩野氏の理解に従い

たい(塩野宏，前掲論文19ページ，及びその再説として，間 f行政指導の方法一ーその法的側随一一J，

行政管理庁『行政指導に関する調査研究報告議第一編J，1981， 25ページ参照)。なお，服従の「建前

上」の f任意性Jを認めながらも， r事実上の強制力を伴うものJだけを f行政指導Jと定義するも
のとして，山内一夫氏の説がある o しかし，そこでは「行政機関が国民に対して行うJもののみに娘
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定されており，本稿で扱うような簡と地方の行政機関椴互のそれは，氏の定義上は「行政指導Jに含

まれないこととなる(山内『行政指導の理論と実際J1984，ぎょうせい 4ページ以下)。

(4 ) 例えば，山内一夫，前掲審， 111ページ以下。成問頼明，官官掲論文， 166ページ。

( 5 ) 山内，前掲喬， 37ページ。

( 6 ) 原田尚彦「行政指導一一一法の支配と臼本的行政体質H行政の転換期(ジ、ュリスト増刊総合特集No29)j

(1983) 49ページ。

( 7 ) 下山瑛ニ「資本主義綬済と行政権Jr岩波講g，g現代法7・現代法と経済J(1966)。悶論文では， rア
メリカ・ドイツ・イギリス等の先進資本主義民Jに f共通JIこ表現されてくる「現代の行政権の諸特

徴jのーっとして述べられている。すなわち， r百十爾行政」及び n法』の観念の変質J(国民意思の
表現形態としての「法」から，社会統制の道具・手段としてのそれへ)という特徴と合せて， r非権
力行政と権力行政の区別が棺対化してきている」点をあげ， rかかる権力行政と非権力行政を統合J
する f結合剤として， r行政指導jが重姿な役割を果たしてくるjと述べている (117-118ページ)。
また，塩野宏氏も「非権力行政の権力化の要因についていえば，一般的には，近代行政法のメカニ

ズムが，現代的要望請に対応しないということにある。その意味で，それは，わが国にのみ認められる

現象ではない」として， r行政指導も尽本の行政法学説が強調するきらいがあるほどには，臼本独特
のものではないJとの指摘を行なっている(塩野「行政における権力性H岩波講座基本法学6・権力j

1983， 206-207ページ，及び217ページ)。

( 8 ) 林修三「行政指導の盛行とその問題点Jr自治研究.150巻2号(1974年2月)
( 9 ) r行政指導の基本問題(座談会)JrジュリストjNo342 (1966年3月)23ページ。松尾金蔵の発言。
(10) r文教行政の現状と将来(その l)Jr文教情報j10号 (1950年4月15El) 5ページ。
(11 ) 森回孝「新しい文部省の機構と性格Jr文部将報J863号(1949年8月)15ページ。
(12) 護弁カ f非権力行政の法的統制J，室井『現代行政法の原理.1(1973，効率警努)所収， 90ページ。

及び塩野宏 f行政作用法論Jr公法研究J34号 (1972)181-182ページ。
(13) 塩野，前掲論文(注(7 )) 204ページ。

(14) r局長会議課媛J(rこ，中央教育委員会の設霞に隠する問題点J)，1950年12月19日， r戦後教育資料』
1X-77所収。ここに示されている主張の論理は，第1主義で述べた，別の新たな改革論に対する，防壁

ないし置換装蜜として働く「特殊性j論と相通ずるものである(本稿(上)， 64ページ参照)。

(15) 注(9 )に向じ。

(16) r問題は此処にある一一教育委員会の運営についてJr持率通信内外教育版.1138号(1949年 1YH
日)及び139号(1949年1月13臼)。天城は当時，調査局事務官，内藤は学校教育局庶務課長である。

このような両局の行政官による，教育行政認識に対する相違は，その後においても，また別の局頭に

おいても存在した点が指摘されている。今村武俊の次のような発言がそれである orその後，私は総
理府から文部省に入りまして地方課で仕事をしたわけですが，印象に残っているのは，初中局の関係

者には従来からの f教育は爵の事務iであるという意識が強かったのに対して，調至宝普及局の関係者

には『教育行政の地方分権jという考え方が強く，そのニつの考え方を調繋していく過程が相当長かっ

たということを思い出します。J(r教育委員会制度の三十年と展望・座談会L 教育委員会法の制定

と地方教育行政の組織及び運営に関する法律の制定Jr教育委員会月報j339号， 1978年11月， 46ペー
ジ)。

ここに述べられているのも， r二つの考え方」の辿る方向が，一方の他方に対する克服といった形
ではなく， r調整」の過程として進むということであり，それは実質上，両者の癒着・融合化の過程
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にほかならない。

なお，このような教脊事務の挺え方の相違は，単に行政官の意識それだけとして存在し得たのでは

なく，むしろ法制度そのものに含まれていた矛腐の反映形態であったことに注意すべきである o すな

わち「学校教育法と教育委員会法の食い違いJ(向上， 45ページ)がそれであり，その点を天城勲は

次のように述べている。「当詩学校教育法の制定が急がれておりまして，その中で行政と関係する部

分は『都道府県監督庁.1， r当分の関，これを文部大臣とするjといった文言を用いて地方教育行政制
度がで、き上がったら後で調繋するという前提で先に進みました。教育委員会制度はそのようなちぐは

ぐがあり手間取ったわけですJ(同上， 41ページ)。戦後改革の過程で，このような「ちぐはぐ」の起

因をなしていた学校教育法における集権体制が，結局解消されずに終った綬緯については，本稿(上)

第2章の注 (26)及び注 (48)，74ページ， 76ページ参照。

(17) 江田啓 f失地回復を狙う文部官僚Jr中央公論.1(1958年4月)127ページ。
(18) 相良惟-r教育委員会法について(完)Jr文部時報J853号(1948年10月)15ページ。
(19) r座談会・教育委員会を諮るJr文部時報.i866号(1949年11fl)5 -6ページ。和歌山県教育委員，
2長谷文男の発言。

(20) 木田宏 f教育委員会の運営Jr文部時報.1879号(1950年12)ヲ)32-33ページ。
(21) 間前， 33ページ。

(22) 教育委員会法の立案段階では， r教育税」の創設夜中心とする，教育財政の独立化構怨が存在したが，
占領主事内部での反対もあり (ESS，GS)，実現されずに終った。

(23) 木間宏 f教育委員会の運営(続)Jr文部終報j882考(1951年2月)35ページ。
(24) すでに， 1950年11月の時点で，都道府県教育長協議会はその決議の中で， r教育委員会に教育行政
の自主伎を認めかっ責任づけながら，これが裏付けをなす教育財政の自主牲を保証しないために，今

や教育委員会制度そのものが大きな暗礁に乗りあげるおそれ」がある旨を指摘して， r教育財政の確
立のために格別の銭霞を議」ずべきことを述べていた。その後， 1951年の後半から翌年にかけて，義

務教育費国庫負担法制定に向けての数々の陳情運動が行なわれた。

(25) r康談会・これからのしごと一一地方教育委員会の全面的発足に関して一一Jr文部時報.1904号(1952
年12月) 8 -9ページ。吉本道観(横浜市教育委員)の発言。

(26) 悶前， 15ページ。福本弥太郎(神奈川熊逗子町教育委爽)の発言。

この疲談会では，こうした教脊委員会関係者からの意見に対して，むしろ文部省の側から，地方の

f自主性Jr震任jを促す発言が行なわれるという，奇妙な構図が描かれている。例えば次のような，
久保間藤驚(文部省調査局長)の発言。「教脊委長会が，自分のまかないでやれないから留のほうで

八割願います。こちらはこ割もちましようというのは，教育委員会の財政に対する見方に賛任がない。J

「教脊そのものの自主役そもう少し考えてほしい。J(向上， 15ページ)。

(27) 以上の経過が，先述したような(関家)行政務機能の増大と，それに伴う国民，諮問体の f権力へ

の接近j現象のーコマをなすものであることはきうまでもない。

(28) 前掲，木街論文(主主 (23))，35ページ。傍点引用者。

(29) 前掲，木国論文(注 (20))，31ページ。

(30) 前掲，木田論文(注 (23))，41ページ。

(31) 山内一夫問iI令とi浸透Jr行政法講康第4巻，行政組織.1(1965，有斐閣)167ページ。
(32) 問中ニ郎「法律による行政と通達による行政一一行政通達の使命とその限界Jr自治研究J32巻7
号(1956年7月) 7ページ。
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(33) 本稿(上)， 34ページ。

(34) 文部省の行政通遂の全貌は，なお必らずしも明らかではないが，その一端を知る手がかりは無いわ

けではない。文部大臣官房文書課編纂の『終戦教育事務処寝提要第4集j(1950年3月)が， 1947年度，

1948年度のみではあるが，尚年度に文部省が発した全通達の件名を掲載している。それによれば，

1947年度1953件， 1948年度2721件である。このうち，教育委員会に対して発せられたものが何件かは，

問書からは腕らかにできないが，およそ40-50%が地方にたいしての通達であると推察される(但し，

1947年度は地方長官へ。 1948年度は，知事と教育委員会との両者を含む)。この推察の根拠は次の通

りである。

『文部持報jは各考の巻末に「重要通達一覧Jを掲載している。これによれば， 1947年度掲載分

650件(うち地方宛て320件一一55%)，同じく 1948年度分1672件(同前， 834件一一約46%)である。

1947年度の650件は，後年度の掲載数から見て例外的数字と震える(当時の用紙事情等で紙面に制約

があったと思われる)。対して1948年度分は，引き続く1949年度掲載分1446件(うち地方宛て784件一

約45%)，1950年度1488件(地方634件一一約43%)，1951年度1437件(地方643件一一約45%)の実

績から見て，安定的な数字と見なしてよい。そこで1948年度の総数に占める， r文部時報j掲載分の
割合(約61%)から逆算すれば，一年平均の地方宛の通達数の一応の目安が得られることになる。以

上から，一年間につき約1000件前後の通達が，文部省から教育委員会に対して発せられていたと推嚢

できる(試算は以下による)。

ー 100量虐 45 '" '" '" 1450ホ×一一一*事×一一事事事キ1087
60 . . 100 

* r文部持報j掲載数の平均
**実教と掲載数との比率

***掲載数に対する地方宛て件数の比率

(35) 第2章3節，本稿(よ)， 67ページ参熊。

(36) 第4章，注 (41)参照。

(37) 前掲，注(10)の座談会における，梅津八重蔵(読売新鶴社教育部長)の発言(8ページ)。

(38) r第五回国会衆議院内罰委員会・文部委員会連合審査会議録J第1号(1949年5月6臼)10ページ。
高瀬文部大臣の答弁。

(39) r第五回国会参議続内閣・文部遼合委員会会議録』第1号 (1949年5月6臼)6ページ。佐藤義詮
(文部政務次官)の答弁。

(40) r道徳教育連絡協議会要録Jr中等教脊資料jVJ[ -6 (1958年6月)21-22ページ。
(41) 学校教育法の f教科に関する事項は……濫管庁が，これを定めるJ(20条， 38条， 43条)との規定，

及び「監督庁は，当分の関，これを文部大陸とするJ(106条)の規定がその根拠とされる。しかし，

これらの規定が本文で引隠したような，文部省の解釈を窓旅するかどうかは，これに先んずる1955年

の高等学校教育課程改訂の際に，大きな問題となった点である(参煎，柳川覚治 f高等学校教育課程

に関する法的諸問題(1) (2)J r中等教育資料JV-1・2，V -3， 1956年1・2月 3月)。
なお，この1955年の教育課程改訂の実施過程においても， r通達jによる改訂内容の先行的な提示，
及び「会議j行政を通じたその実施要請という，後述と同様の対応パターンが踏まれている(r全国
指導部課長会議報告Jr中等教予言資料jN -12， 1955年12月)。
(42) 塩野宏「行政における権力性Jr岩波書奪康基本法学6・権力J(1983) 185ページ。
(43) 注 (40)，及び f文部省年報J昭和32年度版， 121ページ。

(44) 行政管理庁 f行政指導に関する調変研究報告書第二編J(1981) 109ページ。
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(45) r職務権限について(そのこ)jr自治研究j36巻11号(1960年11月)50-51ページ。
なお， r行政実例」について，元自治省官僚の経験者が，次の如く述べているのもあながち誇張と
は言えないであろう。「これはー穫の押せ伊IJJである。(中略)判例とならんで行政笑例が向じウェイ

トをもってならんでいる。そうしてみると三権分立といっても，官僚が裁判所の役割も大分果たして

いるといえるj(加藤栄一『官僚です，よろしく。j， 1983， TBSブリタニカ， 28-29ページ)。

(46)， (47) 大森瀬「臼本官僚制と裁蚤事象j，日本行政学会編『臼本の行政裁重量(年報行政研究18U(1984， 

ぎょうせい)14ページ， 15ページ。

(48) 文部省初等中等教育局地方課編 f解説・教育関係行政実例集J(1962，学陽著書房)の f序j。

(49)， (50) r昭和31年度文部省事業計磁;初等中等教育局j，r文部終報J945号(1956年5月)， 4ペー
ジ。なお，この「指導機能の充実j化政策は1957年にも引き継がれる (rことしの文部省事業計画:

初等中等教育局jr文部時報.1957号， 1957年5月 8ページ)。
(51) rわが国文教の諸問題をめくmって(座談会)j，自由民主党『政策月報.J45号(1959年10FJ)92ペー
ジ。清瀬一郎の発言。

(52) 1956年2月11日付。 f石川二郎文書草J(国立教育研究所教育史料調査室蔵)所収。

(53) 前掲，座談会(注 (51))93ページ。天野貞祐の発言。

(54) 間前， 93ページ。

(55) 間前， 102-103ページ。灘尾弘首は清瀬の後の文部大痘である。

(56) この点を地方の関係考から見たものとして，次のような指摘がある。

r..・H ・地方分権ということで文部省自体が地方の行政は地方に委せてやるという形ですから，最初
は全国の指導主事会議だって指示というよりも連絡・情報交換の会議ですよ。(中略)文部省はその

ときに来て，いろいろ指導助言を与えたり連絡調繋するというかっこうですね。ところがやがて伝達・

指示ですよ。しばらくするとね。逆になってね。そういう風なことにひっかけて組合も中央統制とか

管理強化とか言ってそれに対するE討すということになるわけですね。いろんな事業やるときに，組合

が反対してできなくなっていった。これが私の後半の，とくに32年の指導班苔席の五年間でした……」

(r北海道における戦後教育行政の緩関一一磯良芳可氏に鑓く一一Jr産業と教育J3号，北海道大学
教育学部産業教育計画研究施設研究報告審.J25号， 1983， 88ページ)。

(57) 文部省年報jは， 1951年以降にまとまった資料を掲載しているが，実際にはそれ以前から地方教

育行政関係者を対象とする会議は行なわれている。

(58) r昭和27年度の事業計画Jr文部時報.1890号(1952年4月) 3ページ。
(59) 当時，学校教育局長(1946年5月初日一一1949年5月31日)であった日高第四郎は次のように記し

ている。「占領箪は文部省を使って教育行政の機構改革を推進しながら，二十三年十一月発足した府

県の教湾委員会の成立蕊後には，それらの全国的連絡会を開催する資格すら文部省から奪い去ったの

であるj(臼高「教育行政問題の阻顧と思想Jr文部終報J961号， 1957年9FJ， 6ページ)。
(60) 前掲， r文教行政の現状と将来(その l)J(注(10))7ページ。森田孝の発言。
(61)， (62) 間前。

(63) 前掲，注 (58)，35ページ。

(64) r沼和31年度文部行政のあゆみJr文部時報.1955号 (1957年3R) 5ページ。
(65)， (66) 同前。

(67) 教育委員会法42条。同旨，地教行法17条。

(68)， (69)， (70) 内藤誉三郎「委員会に期待するものJr終事通信内外教脊版J(1948年10月28B)
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(71) 本稿(上)， 43ページ。

(72) 木田宏『遂条解説・地方教育行政の組織及び運営に関する法律J(1956，第一法規)101ページ。

(73) 1950年5月10臼(法168号)の改正で追加。

(74) r教育委員会月報JNo72 (1956年8月)30ページ以下。
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なお改正教育委員会法52条の2が規定される以前では，法令ーとの規定を欠くにも.かかわらず，地方

では事実上教育長への事務委任(あるいは教育長の専決)が広く行なわれていた(r教育委員会月報i
1巻4号， 1949年11月， 15-21ページ参照)。

(75) 木田，前掲番(注 (72))， 101ページ。

(76) 審議会とはいっても純然たる官庁の内部組織であり，事務次官を委員長，官房の人事，総務，会計

の各参事官及び各局の潟長を委員として構成される。このような溺到な対応について当時の新樹記事

は， r文部省が適正なる人物を得るため格段の熱意を示している左証jと評しているは時事通信内外
教育板j763号， 1956年8月11臼)。

(77) 山本敏夫・鈴木英一「地方教育行政と内容統制Jr教育jNo94 (1958年12月)71ページ以下参熊。
また江田理事，前掲論文(注(17))は勤務評定のきた筋過程に触れて次のように述べている。「文部省自

身が全国実施の基準を作ることに対して，世間の非難が集まってくると，文部省は，教育長協議会の

幹事会に“自主的に"基準家を作らせるという方針をとった。ところがその幹事会の会合には，必ず

事務官を派遣し，終始，案の作成をリードして，結果的には，文部省言葉と何様のものを作らせるとい

う抜け践のなさである。J(123ページ)。

(78) 山内一夫，前掲警(注 (3))41-42ページ。行政管理庁，前掲報告書書(注 (44))98ページなど。

(79) 自治省と地方公共団体との関係では，文部行政における文部省と教育長協議会とが取り結ぶ関係と

も類似する性格が指織できそうである。加藤栄一は官庁と行政客体(顧客)との「情報のチャンネJり

という問題に触れて次のように述べている。「コミュニケーションの方法というのは大体，懇談会を

通じて行われるから，業界が必要になる。企業以外はどうかというと，やはり農民は農業団体そっく

り，漁民は漁業団体をつくる。地方公共団体は地方公共団体関係団体をつくるわけである。同じ業界

のなかで企業向士競争し，敵対し合うよりも，親践し官庁に保護と調整を求めるほうが，日本では好

まれているJ(加藤，前掲欝，注 (45)78ページ)。ここで言われている f地方公共団体関係団体」と

は，知事会そはじめとするいわゆる地方六団体を指すであろうが，戦後，とりわけ f講和Jr独立」
以降における，自治庁(自治省)とこれら地方六団体との関係及びそれらをめぐっての政権党，他の

宮庁との連関について，興味深い考察を加えているものに，升味準之輔「政治過程の変貌Jがある(鈎

義武編『現代日本の政治過程j1958，岩波書警底， 319-338ページ。後に升味『現代日本の政治体制J

1969，岩波警!お， Jijf'民)。そこで提起されている「民主化による集中化J，つまり「中央と地方の制度

的切断が，かえって中央・地方の実質上の一元化を促進するという，はなはだ逆説的な効楽を生じたj

(319ページ)という性格づけは，文部行政の戦後約媛憶を考える際にも，極めて示唆深い指摘とい

えよう。
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むすび

以上，中央と地方の関係に焦点をあてて，占領期から1950年代に至る戦後文部行政の形成，発

展過程を検討してきた。

中央と地方の行政関係は，地方機関(組織)の性格とそれに対する国家関与の(作用)形態に

よって基本的に規定されている o

占領下に行なわれた一連の文部行政改革は， r閣の機関Jと f指揮監督Jを中軸にして編成さ
れた中央集権制を打破したが，それにかえて「自治j的機関と f指導助言jを通じた新たな中央

統制機構を出発させた。占領権力(CIE )と日本側の執行権力(文部省)とが進めた政治過程

によって，この新しい機構への移行が架橋されたのである。それは地方における教育行政の専管

機関の構築(教育委員会制度)，すなわち文部省を頂点として“一対一"の関係で取り結ばれる「タ

テワリj行政機構の成立を意味した。この機構を前提として，戦後的な文部行政の展開が行なわ

れていくのである o

「講和Jr独立Jを起点として，法の立案・実現の両過程を主として規制づける執行権力は文
部省のみとなった。それが意味するところは，文部省の執行諸機能を制約し，かつ文部省そのも

のを改革の組上に乗せうる権力主体(占領権力)の削減であり，またそのような改革状況の決定

的後退であった。かわって文部省が法の定立・実現過程を中心的に担う主体として立ち現われる

に至った。こうして， 1950年代の文部行政に関わる一連の法変動，機構再編は，占領下における

ような外在的改革性を失ない，いわば文部省の手による自己改変として進められるのである。

「占領j改革という特殊条件下で制定された教育立法には，文部省に優越する権力主体として

のCIEの政策意思が反映していた。そこでは制定法の規範原理が持つ性格 (r改革J性)と，そ
の実現を担うべき執行権力(文部省)の性格との闘に議離・ズレが存在しているのである(第2

1参照)。この主主離はとりわけ教育委員会法，文部省設置法の，いわゆる組織法に顕著に表現

されていたものであるが，ここに1950年代の法変動が組織関係法を中心とした機構再編として進

行することの必然性がある。この過程は序章でも触れたように，戦後改革期において現実の執行

権力及び行政秩序が，組織法規範の体現する性格に照応するものとして一度確立・定着したのち，

「講和j期移行に変容・崩壊していった過程としてではなく， r占領J改築下で潜在化していた
執行権力としての文部省の性格が，組織法規範の変動へと対象化され顕在化していく過軽として

捉えられるのである。

これら一連の法変動は，文部省が行なう現実の行政運営の機能性・実効性を保持する上で一定

の制約となっていた組織法上の規範，すなわち内部局課のこ元構成原理，国家関与の作用形態の

限定といった諸制約を解消させ，進んで文部省の政策遂行に適合的な法制度を再縞・整備してい

く過程として位置づけられる。すなわち， 1952年に着手された文部省内部組織の再編は，行政の

機能的運営にとって桂格となっていた局課の二元構成原理を解消させる法変動であった。のみな

らず，それは従来の事務二分・「分離J論 (r非権力J的事務と「権力」的事務)から両者の融
合化への改変を含んでいた点で，その後の国家関与法制の変動に対する先行条件を成すものでも

あった(第4章2-(2)参照)01952年から1956年に至る一連の過程として概括しうる法変動の特

徴は，とりわけ中央と地方の関係に顕著に表現される。それは戦後改革が出発させた「タテワリJ
行政機構に対する，文部省の統制力を強化していく方向で行なわれた。それを最も集中的に表し

ているのが国家関与法制の変動である。その特徴は従来の「指導助言j権の中から，新たな性格
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を有する法的関与手段を分化させていった点にある O それは国家関与手段の「権力J性と「非権
力」性という区別を不分明にし，堀り践していく過程であった。そこでは組織法の次元で見ても，

<闘の事務立権力的関与>・<地方事務立非権力的関与>という産別と連関は絶対的かっ自明の

ものとは言えず，極めて相対的で錯綜したものとならざるを得ないのである(第4主義3参照)。

もとより，序章でも指摘しておいたように，現実のゆ央と地方の行政関係はすぐれて「融合J

的性格を有していると言うべきであり，それは戦後改革によって変化しなかったのみならず，

1950年代の一連の法変動，機構再編及びそれに関わるイデオロギー(国と地方の「協力Jr協調J
関係論)によって一層強められたのである。 1950年代の法変動は，こうした現実の行政秩序の在

り方を追認し，かっ法的形態として積極的に制度化する意味を有していたと言えよう。

とはいえこれら一連の法変動も，例えば戦後当初の文部省が構想したような(第 1章2)，地

方機関を「宮制J(閣の機関)として位置づける改変にまでは至らなかったし，また教育事務が
原員りとして地方(団体)事務であることの法制的位謹づけを覆すには至らなかったことも事実で

ある。こうしてあくまでも「自治j的， r分権」的法制度形式を前提としながら，かっそれに照
応した「非権力」的関与手段を通じて，なおかつ盟家的な文部行政運営が行なわれていくのであ

るo それは明らかに戦後的な行政運営の特震にほかならない。日本の戦後行政がその後「行政指

導」という「非権力J的手段による対象制御を支配化させていった趨勢からも，また文部行政が

この変化を先行的に体現していた点でも，すなわちその一般性からも特殊性からも，戦後文部行

政はいわば戦後的行政運営の一典型を示しているといって過言ではない。それは「自治Jr分権J
の形式(教育委員会制度)を媒介としつつ，実質的な罷家的制御を可能とする独自の f新しいメ

カニズムJ(1)だと言ってよい。

そこでの国(文部省)の政策意思を地方に媒介していく行政手段として， r行政指導jが位誼
づ、いたのである。地方に対する国の機関委任事務の割合が一般行政部局(知事，市町村長)と比

べて教育委員会では極めて僅少であることは，この「行政指導jが文部行政に占める格別の位置，

特質を物語るものであった(第1章 1参照)。法的には「非権力J的な「行政指導jが，現実に
は広汎な通用力を発捧しているのである。そうした事態が支配化している留と地方の実務者間の

関係 (r仕事の体系J)は，法概念的世界とは著しく異なった実栢を形づくっていた。そしてまた，
1950年代に行なわれた閤家関与法制を中心とした一連の法変動は，実はこうした「行政指導Jの

実効性を支える法制度的条件を整綴していく過程だったと言えるのである o

本稿では，文部行政における「行政指導Jの通用力・実効性を支えている条件を，閤と地方を
通じた総体としての「機構jの独自な性格に求めた。それが“一対一"対応をなすより一貫した

機構の「タテワリj性にほかならない(ここでの「機構jは，国家関与法制，事務処理機構上に

おける教育長の要的な位置，といった法制度的な「機構jはもとより，法制度そのものではなく

ても， r行政実例Jや「会議J行政などを通じて形成されている事実上の障の意思の媒介ルート
等を含めての「機構jとして考えている一一第5章2参照)。この f機構Jの性格が，一方で f行
政指導Jの受け手の裁量性を制約し，他方では，受け手の側の“自主的"な受容を生み出す条件
ともなっているのである O 行政手段分析を通じて，こうした中央と地方との間に働く円心力と求

心力との存在形態の一端は明らかにし得たと思われる o

しかしなお残された問題も少なくない。まず「行政指導Jの分析が形態論的なものにとどまっ
ている点があげられる。文部行政の偶別領域毎の行政対象の性格・内容に即した諸形態・諸機能

の分析が必要である。その際，本稿の視角からして徐外してきた資金交付(補助金等)の行政手
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段との関連も視野に含めて再検討する必要があろう。第二に，本稿では法の分析を組織法に焦点

を当て，しかも可能な限りその制定，実現の過程を担う執行権力の性格との関連性において把握

しようとした。そうすることで， I占領j改革による法の性格とそれが1952年以降，組織法を中

心として変動していく必然性を，一定の論理で説明しえたと忠われる。しかしながら法の分析と

して言えば，組織法のみならず個別作用法の分析がそれにも増して重要で・ある。とりわけ中央と

地方の行政関係の分析を，事務配分論と行政手段論の両側面から，しかも両者の交わる局面で行

うためには，個別作用法の内容(及びその実現・運用過課)の分析が不可欠の検討課題となる。

第三に， I行政指導jの通用性を制度的損保の有無だけで規定し得ないことは明らかであるが，

本稿でしたようにそれをすべて f機構J現象として包抱的に説明しうるか否かは，なお再吟味の
余地があるであろう。すなわち，合理的に設計された制度・機構を前提として， I行政指導jが

機能しているとばかりは言えないのである。そこには非制度的なまた必らずしも定形化できない

諸悶子が，受け手の側の受容契機に密接に関与していると考えられる。それをいわゆる「日本的

行政体質jとして説明するのが妥当かどうかはーまず措くとしても，たとえば「行政文化J(2)と
言われる知き特質が「行政指導jの通用牲と深い関連にあることは否定し難い事実である。こう

した課題を本稿で提出した結論(=仮説)に引き寄せて蓄えば，あくまでも制度・機構に附随し

ながらも，それを外延的に条件づけている諸国子を含めた広い文脈の中に， I行政指導Jを位置
づけ直すということになるであろう。

(注)

(1) 渡辺洋三「戦後改革と日本現代法」向著『現代法の構造J(1975，岩波書書庖)所収。 209ページ。

(2) 井出護憲「行政文化の再検討」向箸 f臼本官僚制と行政文化J(1982，東大出版会)所収。とくに288

ページ。そこで日本における<行政文化>の伝統と「行政指導jとの連関について言及されている。


